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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 議会事務局

４．概要

　　常任委員会所管名を改正します。
　　　・第２条第１号
　　　　　　（改正前）管財情報課　⇒　（改正後）管財課
　　　　　　（改正前）産業観光課  ⇒　（改正後）農林振興課、まちづくり推進課
　
　　　・第２条第２号
　　　　　　（改正前）住民福祉課、環境課、健康推進課
　　　　　　（改正後）福祉介護課、住民環境課、健康保険課
　

　　（施行期日：令和７年４月１日）

１．議案名

議案第１６号　かつらぎ町議会委員会条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　かつらぎ町の機構改革のため、かつらぎ町課室設置条例の一部改正が令和７年４月か
ら施行されます。

３．趣旨・目的

　かつらぎ町課室設置条例の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするものです。
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か
つ
ら
ぎ
町
議
会
委
員
会
条
例
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
６
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

議
会
委
員

会
条

例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後
 

改
 
正
 
前
 

〇
か
つ

ら
ぎ
町
議
会
委
員
会
条
例
 

〇
か
つ
ら
ぎ
町
議
会
委
員
会
条
例

 

（
昭
和
６
２

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
１
２
号
）
 

（
昭
和
６
２
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
１
２
号
）
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）
 

 
 

第
２
条

 
常
任
委
員

会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 
第
２
条
 
常
任
委
員
会
の
名
称
、
委
員
の
定
数
及
び
所
管
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

(
1
)
 
総
務
産
業
常
任
委
員
会
 
７
人
 

(
1
)
 
総
務
産
業
常
任
委
員
会

 
７
人
 

企
画
公
室
、
総
務
課
、
管
財
課
、
危
機
管
理
課
、
税
務
課
、
会
計
課
、
農
林
 

企
画
公
室
、
総
務
課
、

管
財
情
報
課
、
危
機
管
理
課
、
税
務
課
、
会
計
課
、
 

振
興
課
、
ま
ち
づ
く
り
推
進
課

、
建
設
課
、
上

下
水
道
課
及
び
花
園
地
域
振
興

 
産
業
観
光
課
、
建
設
課
、
上
下
水
道
課
及
び
花
園
地
域
振
興
課
の
所
管
に
関

 

課
の
所
管
に
関
す
る
事
項
並
び
に
他
の
常
任
委
員
会
に
属
し
な
い
事
項
に
関

 
す
る
事
項
並
び
に
他
の
常
任
委
員
会
に
属
し
な
い
事
項
に
関
す
る
事
務
の
調

 

査
及
び
議
案
、
請
願
、
陳
情
等
の
審
査
を
掌
る
。

 
査
及
び
議
案
、
請
願
、
陳
情
等
の
審
査
を
掌
る
。

 

(
2
)
 
厚
生
文
教
常
任
委
員
会
 
６
人
 

(
2
)
 
厚
生
文
教

常
任
委
員
会

 
６
人
 

福
祉
介
護
課
、
住
民
環
境
課
、
健
康
保
険
課
及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
関

 
住
民
福
祉
課

、
環
境
課
、
健
康
推
進
課

及
び
教
育
委
員
会
の
所
管
に
関
す
る

 

す
る
事
務
の
調
査
及
び
議
案
、
請
願
、
陳
情
等
の
審
査
を
掌
る
。
 

事
務
の
調
査
及

び
議
案
、
請
願
、
陳
情
等
の
審
査
を
掌
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 議会事務局

４．概要

　①番号利用法の改正
　　　同法２条に新たに第８項が新設されたことにより条ずれが発生するため、条例の
　　条文を整理します。
　　・第２条第１０項中　　（改正前）第２条第８項　⇒　（改正後）第２条第９項
　　・第１２条第５項の表　（改正前）第２条第９項　⇒　（改正後）第２条第１０項
　
　②刑法等の改正
　　「懲役」及び「禁錮」を廃止して「拘禁刑」を創設することによる規定の整理を行
　　います。
　　・第５３条から第５５条まで　（改正前）懲役　⇒　（改正後）拘禁刑
　
　
　（施行期日：①令和７年４月１日　②令和７年６月１日）

１．議案名

議案第１７号　かつらぎ町議会の個人情報の保護に関する条例の一部を改正する条例制
定について

２．背景・経過

　「情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営
の簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の
施行に伴い、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法
律」（以下「番号利用法」という。）が改正されます。また「刑法等の一部を改正する
法律」の施行に伴い、刑法等が改正されました。

３．趣旨・目的

　番号利用法の一部改正及び刑法等の一部改正に伴い、所要の改正を行おうとするもの
です。
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か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
７
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

議
会
の
個

人
情

報
の

保
護
に
関
す

る
条
例
新

旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

〇
か
つ

ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の

個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

 
（
令
和

5年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2号
）

 
（
令
和

5年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(定

義
) 

(定
義

) 
第

2条
 
（
略
）

 
第

2条
 
（
略
）

 
2・

3 
（
略
）

 
2・

3 
（
略
）

 
4 

こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
個
人
情
報
」
と
は

、
議
会
の

事
務
局
の
職
員

(以
下

こ
の

章
か

ら
第

3章
ま

で
及

び
第

6章
に

お
い

て
「
職

員
」

と
い
う

。
)が

職
務

上

作
成

し
、
又
は
取
得
し
た
個

人
情
報
で
あ
っ
て
、
職
員
が

組
織
的
に
利
用
す
る
も

の
と

し
て
、
議
会
が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
か
つ
ら
ぎ
町
情
報

公
開

条
例

(平
成

14
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

53
号
。
第

20
条
に
お
い
て
「
情
報
公

開
条

例
」
と
い
う
。

)第
2条

第
2号

に
規
定
す
る

公
文
書

(以
下
「
行
政
文
書
」
と

い
う

。
)に

記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。

 

4 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
保
有
個
人
情
報
」
と
は

、
議
会
の

事
務
局
の
職
員

(以
下

こ
の

章
か

ら
第

3章
ま

で
及

び
第

6章
に

お
い

て
「
職

員
」

と
い
う

。
)が

職
務

上

作
成
し
、
又
は
取
得
し
た
個
人
情
報
で
あ
っ
て
、
職
員
が

組
織
的
に
利
用
す
る
も

の
と
し
て
、
議
会

が
保
有
し
て
い
る
も
の
を
い
う
。
た
だ
し
、
か
つ
ら
ぎ
町
情
報

公
開
条
例

(平
成

14
年
か

つ
ら
ぎ
町

条
例
第

53
号
。

以
下

「
情

報
公
開

条
例
」

と

い
う
。

)第
2条

第
2号

に
規
定
す
る

公
文
書

(以
下
「
行
政
文
書
」
と
い
う
。

)に
記

録
さ
れ
て
い
る
も

の
に
限
る
。

 
5～

9 
（
略
）

 
5～

9 
（
略
）

 
10

 
こ

の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人

を
識

別
す

る
た
め
の

番
号
の
利

用
等
に

関
す
る

法
律

(平
成

25
年

法
律
第

27
号
。
第

12
条
第

5項
に
お
い
て
「
番
号
利
用
法
」
と
い
う
。

)第
2条

第
9項

に
規
定

す
る

特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

 

10
 
こ
の
条
例
に
お
い
て
「
特
定
個
人
情
報
」
と
は
、
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の

個
人
を
識

別
す
る

た
め
の

番
号
の
利

用
等
に

関
す
る

法
律

(平
成

25
年

法
律
第

27
号

。
以

下
「
番

号
利
用

法
」

と
い

う
。

)第
2条

第
8項

に
規

定
す

る
特

定
個

人
情

報
を
い
う
。

 
11

～
13

 
（
略
）

 
11

～
13

 
（
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(利

用
及
び
提
供
の
制
限

) 
(利

用
及
び
提
供
の
制
限

) 
第

12
条

 
（
略
）

 
第

12
条
 
（
略
）

 
2～

4 
（
略
）

 
2～

4 
（
略
）

 
5 

保
有

特
定

個
人

情
報

に
関

し
て

は
、

第
2項

第
2号

か
ら

第
4号

ま
で

の
規

定
は

適
用

し
な
い
も
の
と
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

こ
れ

ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句

と
す

る
。

 

5 
保

有
特

定
個

人
情

報
に

関
し

て
は

、
第

2項
第

2号
か

ら
第

4号
ま

で
及

び
第

29
条
の
規
定
は
適
用

し
な
い
も
の
と
し
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の
右
欄
に

掲
げ
る
字
句
と
す

る
。

 
第

12
条
第

1項
 

法
令

に
基

づ
く

場
合

を
除

き
、

利
用

目
的

以
外

の
目

的
 

利
用
目
的
以
外
の
目
的

 

自
ら

利
用

し
、

又
は

提
供

し
て
は
な
ら
な
い

 
自

ら
利

用
し

て
は

な
ら

な

い
 

第
12

条
第

2項
 

自
ら

利
用

し
、

又
は

提
供

す
る

 
自
ら
利
用
す
る

 

第
12

条
第

2項
第

1号
 

本
人

の
同

意
が

あ
る

と

き
、

又
は

本
人

に
提

供
す

る
と
き

 

人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産

の
保

護
の

た
め

に
必

要
が

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人

の
同
意
が
あ
り
、
又
は
本
人

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
困

難
で
あ
る
と
き

 
第

38
条
第

1項
第

1号
 

又
は

第
12

条
第

1項
及

び

第
2項

の
規

定
に

違
反

し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き

 第
12

条
第

5項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
1項

及
び

第
2項

(第

第
12

条
第

1項
 

法
令

に
基

づ
く

場
合

を
除

き
、

利
用

目
的

以
外

の
目

的
 

利
用
目
的
以
外
の
目
的

 

自
ら

利
用

し
、

又
は

提
供

し
て
は
な
ら
な
い

 
自

ら
利

用
し

て
は

な
ら

な

い
 

第
12

条
第

2項
 

自
ら

利
用

し
、

又
は

提
供

す
る

 
自
ら
利
用
す
る

 

第
12

条
第

2項
第

1号
 

本
人

の
同

意
が

あ
る

と

き
、

又
は

本
人

に
提

供
す

る
と
き

 

人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産

の
保

護
の

た
め

に
必

要
が

あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
本
人

の
同
意
が
あ
り
、
又
は
本
人

の
同

意
を

得
る

こ
と

が
困

難
で
あ
る
と
き

 
第

38
条
第

1項
第

1号
 

又
は

第
12

条
第

1項
及

び

第
2項

の
規

定
に

違
反

し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
と
き

 第
12

条
第

5項
の

規
定

に
よ

り
読

み
替

え
て

適
用

す
る

同
条

第
1項

及
び

第
2項

(第

6



か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
3
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

1号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

)
の

規
定

に
違

反
し

て
利

用

さ
れ
て
い
る
と
き
、
番
号
利

用
法

第
20

条
の

規
定

に
違

反
し
て
収
集
さ
れ
、
若
し
く

は
保
管
さ
れ
て
い
る
と
き
、

又
は

番
号

利
用

法
第

29
条

の
規

定
に

違
反

し
て

作
成

さ
れ

た
特

定
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
(番

号
利

用
法

第
2

条
第

10
項

に
規

定
す

る
特

定
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
を

い
う

。
)に

記
録

さ
れ

て
い

る
と
き

 
第

38
条
第

1項
第

2号
 

第
12

条
第

1項
及
び
第

2項
 番

号
利
用
法
第

19
条

 
 

1号
に
係
る
部
分
に
限
る
。

)
の

規
定

に
違

反
し

て
利

用

さ
れ
て
い
る
と
き
、
番
号
利

用
法

第
20

条
の

規
定

に
違

反
し
て
収
集
さ
れ
、
若
し
く

は
保
管
さ
れ
て
い
る
と
き
、

又
は

番
号

利
用

法
第

29
条

の
規

定
に

違
反

し
て

作
成

さ
れ

た
特

定
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
(番

号
利

用
法

第
2

条
第

9項
に

規
定

す
る

特
定

個
人

情
報

フ
ァ

イ
ル

を
い

う
。

)に
記

録
さ

れ
て

い
る

と
き

 
第

38
条
第

1項
第

2号
 

第
12

条
第

1項
及
び
第

2項
 番

号
利
用
法
第

19
条

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(個

人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成
及
び
公
表

) 
(個

人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
の
作
成
及
び
公
表

) 
第

17
条

 
議
長
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
会
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
フ

ァ
イ
ル
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
議
長
が
定
め
る
事

項
を

記
載

し
た

帳
簿

(第
3項

に
お

い
て

「
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
簿

」
と

い
う

。
)

を
作

成
し
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
17

条
 
議
長
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
会
が
保
有
し
て
い
る
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
掲
げ
る
事
項
そ
の
他
議
長
が
定
め
る
事

項
を
記
載
し
た
帳

簿
(以

下
「
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
簿
」
と
い
う
。

)を
作
成
し
、

公
表
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 
(1

)～
(9

) 
（
略
）

 
(1

)～
(9

) 
（
略
）

 
2 

前
項
の

規
定
は

、
次

に
掲
げ
る

個
人
情

報
フ

ァ
イ
ル
に
つ

い
て
は

、
適

用
し
な

い
。

 
2 

前
項
の

規
定
は

、
次

に
掲
げ
る

個
人
情

報
フ

ァ
イ
ル
に
つ

い
て
は

、
適

用
し
な

い
。

 

7



か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
4
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

(1
) 

次
に
掲
げ
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 
(1

) 
次
に
掲
げ

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 
ア

 
議

会
の

議
員

若
し

く
は

議
員

で
あ

っ
た

者
又

は
職

員
若

し
く

は
職

員
で

あ
っ
た
者
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
議
員

報
酬
、
給
与

若
し
く
は
報
酬
若
し
く
は
福
利
厚
生
に
関
す
る
事
項
又
は
こ
れ

ら
に
準
ず
る
事
項
を
記
録
す
る
も
の

 

ア
 

議
会

の
議

員
若

し
く

は
議

員
で

あ
っ

た
者

又
は

職
員

若
し

く
は

職
員

で

あ
っ
た
者
に

係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
専
ら
そ
の
人
事
、
議
員

報
酬
、
給
与
又
は
報
酬
、
福
利
厚
生

に
関
す
る
事
項
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

る
事
項
を
記

録
す
る
も
の

 
イ

 
専

ら
試

験
的

な
電

子
計

算
機

処
理

の
用

に
供

す
る

た
め

の
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル

 
イ

 
専

ら
試

験
的

な
電

子
計

算
機

処
理

の
用

に
供

す
る

た
め

の
個

人
情

報
フ

ァ
イ
ル

 
ウ

 
1年

以
内
に

消
去
す

る
こ
と

と
な
る

記
録
情

報
の
み
を
記

録
す

る
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル

 
ウ
 

1年
以

内
に

消
去
す

る
こ
と

と
な
る

記
録
情

報
の
み
を
記

録
す

る
個
人
情

報
フ
ァ
イ
ル

 
エ

 
資

料
そ

の
他

の
物

品
若

し
く

は
金

銭
の

送
付

又
は

業
務

上
必

要
な

連
絡

の
た

め
に

利
用

す
る

記
録

情
報

を
記

録
し

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
で

あ
っ

て
、
送
付
又
は
連
絡
の
相
手

方
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の

送
付
又
は
連
絡
に

必
要
な
事
項
の
み
を
記
録
す
る
も
の

 

エ
 

資
料

そ
の

他
の

物
品

若
し

く
は

金
銭

の
送

付
又

は
業

務
上

必
要

な
連

絡

の
た

め
に

利
用

す
る

記
録

情
報

を
記

録
し

た
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
で

あ
っ

て
、
送
付
又
は
連
絡
の
相
手
方
の
氏
名
、
住
所
そ
の
他
の

送
付
又
は
連
絡
に

必
要
な
事
項

の
み
を
記
録
す
る
も
の

 
オ

 
職
員
が
学
術
研
究
の
用
に
供
す
る
た
め
そ
の
発
意
に
基
づ
き
作
成
し
、
又

は
取
得
す
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
記
録
情
報
を
専
ら
当
該
学
術

研
究
の
目
的
の
た
め
に
利
用
す
る
も
の

 

オ
 
職
員
が
学

術
研
究
の
用
に
供
す

る
た
め
そ
の
発
意
に
基
づ
き
作
成
し
、
又

は
取
得
す
る

個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル
で
あ
っ
て
、
記
録
情
報
を
専
ら
当
該
学
術

研
究
の
目
的

の
た
め
に
利
用
す
る
も
の

 
カ

 
本
人
の
数
が
議
長
が
定
め
る
数
に
満
た
な
い
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 
カ
 
本
人
の
数

が
議
長
が
定
め
る
数
に
満
た
な
い
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 
キ

 
ア

か
ら

カ
ま

で
に

掲
げ

る
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

議
長
が
定
め
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 
キ

 
ア

か
ら

カ
ま

で
に

掲
げ

る
個

人
情

報
フ

ァ
イ

ル
に

準
ず

る
も

の
と

し
て

議
長
が
定
め

る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
3 

（
略
）

 
3 

（
略
）

 
(開

示
請
求
権

) 
(開

示
請
求
権

) 
第

18
条

 
何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
自
己
を

本
人

と
す
る
保
有
個
人
情
報
の
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
第

18
条
 
何
人
も
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長
に
対
し
、
議
会
の

保
有

す
る

自
己

を
本

人
と

す
る

保
有

個
人

情
報

の
開

示
を

請
求

す
る

こ
と

が
で

き
る
。
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か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
5
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

2 
未

成
年

者
若
し

く
は

成
年
被
後

見
人
の

法
定

代
理
人
又
は

本
人
の

委
任

に
よ
る

代
理

人
(以

下
「
代
理
人
」
と
総
称
す
る
。

)は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定

に
よ

る
開
示
の
請
求

(以
下
「
開
示
請
求
」
と
い
う
。

)を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

2 
未
成
年

者
若
し

く
は

成
年
被
後

見
人
の

法
定

代
理
人
又

は
本
人
の

委
任

に
よ
る

代
理
人

(以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
代
理
人
」
と
総
称
す
る
。

)は
、
本
人
に
代
わ

っ
て

前
項

の
規

定
に

よ
る

開
示

の
請

求
(以

下
こ

の
章

及
び

第
48

条
に

お
い

て

「
開
示
請
求
」
と

い
う
。

)を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(第

三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等

) 
(第

三
者
に
対
す
る
意
見
書
提
出
の
機
会
の
付
与
等

) 
第

27
条

 
（
略
）

 
第

27
条
 
（
略
）

 
2 

議
長

は
、

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

と
き

は
、

第
24

条
第

1項
の

決

定
(以

下
「
開
示
決
定
」
と
い
う
。

)に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者
に
対
し
、
議
長
が

定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
示
請
求
に
係
る
当
該
第
三
者
に
関
す
る
情
報
の
内
容

そ
の

他
議
長
が
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
て
、
意
見
書
を
提
出
す
る
機

会
を

与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第
三
者

の
所
在
が
判
明
し
な
い

場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

2 
議

長
は

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
と

き
は

、
第

24
条

第
1項

の
決

定
(以

下
こ
の
章
に
お
い
て
「
開
示
決
定
」
と
い
う
。

)に
先
立
ち
、
当
該
第
三
者

に
対
し
、
議
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
開
示
請
求
に

係
る
当
該
第
三
者
に
関

す
る
情
報
の
内
容

そ
の
他
議
長
が
定
め
る
事
項
を
書
面
に
よ
り
通
知
し
て
、
意
見

書
を
提
出
す
る
機

会
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
第

三
者
の
所

在
が
判
明
し
な
い

場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
3 

（
略
）

 
3 

（
略
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(訂

正
請
求
権

) 
(訂

正
請
求
権

) 
第

31
条

 
（
略
）

 
第

31
条
 
（
略
）

 
2 

代
理
人
は
、
本
人
に
代
わ
っ

て
前
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求

(以
下
「
訂
正

請
求

」
と
い
う
。

)を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
2 

代
理
人
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
訂
正
の
請
求

(以
下
こ
の
章

及
び
第

48
条
に
お
い
て

「
訂
正
請
求
」
と
い
う
。

)を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
3 

（
略
）

 
3 

（
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
6
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

(訂
正
請
求
の
手
続

) 
(訂

正
請
求
の
手
続

) 
第

32
条

 
（
略
）

 
第

32
条
 
（
略
）

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
3 

議
長
は

、
訂
正

請
求

書
に
形
式

上
の
不

備
が

あ
る
と
認
め

る
と
き

は
、

訂
正
請

求
を

し
た
者

(以
下
「
訂
正
請
求
者
」
と
い
う
。

)に
対
し
、
相
当
の
期
間
を
定
め

て
、

そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

3 
議
長
は

、
訂
正

請
求

書
に
形
式

上
の
不

備
が

あ
る
と
認
め

る
と
き

は
、

訂
正
請

求
を
し
た
者

(以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
訂
正
請
求
者
」
と
い
う
。

)に
対
し
、
相

当
の
期
間
を
定
め

て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(利

用
停
止
請
求
権

) 
(利

用
停
止
請
求
権

) 
第

38
条

 
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か

に
該

当
す
る
と
思
料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議
長

に
対

し
、
当
該
各
号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
保

有
個
人
情
報
の
利
用
の
停
止
、
消
去
又
は
提
供

の
停
止

(以
下
「
利
用
停

止
」

と
い

う
。

)に
関

し
て

他
の

法
令

の
規

定
に

よ
り

特
別

の
手

続
が

定
め

ら
れ

て
い

る
と

き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

第
38

条
 
何
人
も
、
自
己
を
本
人
と
す
る
保
有
個
人
情
報
が
次
の
各

号
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
と
思

料
す
る
と
き
は
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
議

長

に
対
し
、
当
該
各

号
に
定
め
る
措
置
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当

該
保

有
個

人
情

報
の

利
用

の
停

止
、

消
去

又
は

提
供

の
停

止
(以

下
こ

の
章

に
お

い
て

「
利

用
停

止
」

と
い

う
。

)に
関

し
て

他
の

法
令

の
規

定
に

よ
り

特
別

の
手

続
が
定
め
ら
れ
て

い
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
2 

代
理

人
は

、
本

人
に

代
わ

っ
て

前
項

の
規

定
に

よ
る

利
用

停
止

の
請

求
(以

下

「
利

用
停
止
請
求
」
と
い
う
。

)を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
2 

代
理
人
は
、
本
人
に
代
わ
っ
て
前
項
の
規
定
に
よ
る
利
用
停
止
の
請
求

(以
下
こ

の
章

及
び

第
48

条
に
お

い
て

「
利

用
停
止

請
求
」

と
い

う
。

)を
す
る

こ
と
が
で

き
る
。

 
3 

（
略
）

 
3 

（
略
）

 
(利

用
停
止
請
求
の
手
続

) 
(利

用
停
止
請
求
の
手
続

) 
第

39
条

 
（
略
）

 
第

39
条
 
（
略
）

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
3 

議
長
は

、
利
用

停
止

請
求
書
に

形
式
上

の
不

備
が
あ
る
と

認
め
る

と
き

は
、
利

3 
議
長
は

、
利
用

停
止

請
求
書
に

形
式
上

の
不

備
が
あ
る
と

認
め
る

と
き

は
、
利

10



か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
7
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

用
停

止
請
求
を
し
た
者

(以
下
「
利
用
停
止
請
求
者
」
と
い
う
。

)に
対
し
、
相
当

の
期

間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
用
停
止
請
求
を
し

た
者

(以
下
こ
の
章
に
お
い
て
「
利
用
停
止
請
求
者
」
と
い
う
。

)
に
対
し
、
相
当
の

期
間
を
定
め
て
、
そ
の
補
正
を

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(適

用
除
外

) 
(適

用
除
外

) 
第

47
条

 
保

有
個
人

情
報

(不
開

示
情
報

を
専
ら

記
録

す
る

行
政

文
書
に

記
録
さ

れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
)の

う
ち

、
ま

だ
分

類
そ

の
他

の
整

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
も

の
で
、
同
一
の
利
用
目
的

に
係
る
も
の
が
著
し
く
大
量
に
あ
る
た
め
そ
の
中

か
ら

特
定
の
保
有
個
人
情
報
を
検
索
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
も
の
は
、

前
章

(第
4節

を
除

く
。

)の
規

定
の

適
用

に
つ

い
て

は
、

議
会

に
保

有
さ

れ
て

い

な
い

も
の
と
み
な
す
。

 

第
47

条
 
保

有
個
人

情
報

(不
開

示
情
報

を
専
ら

記
録

す
る

行
政

文
書
に

記
録
さ

れ

て
い

る
も

の
に

限
る

。
)の

う
ち

、
ま

だ
分

類
そ

の
他

の
整

理
が

行
わ

れ
て

い
な

い
も
の
で
、
同
一
の
利
用
目
的
に
係
る
も
の
が
著
し
く
大
量
に
あ
る
た
め
そ
の
中

か
ら
特
定
の
保
有

個
人
情
報
を
検
索
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
も
の
は
、

第
4章

(第
4節

を
除
く
。

)の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
議
会
に
保
有
さ
れ
て
い

な
い
も
の
と
み
な

す
。

 
(開

示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
等

) 
(開

示
請
求
等
を
し
よ
う
と
す
る
者
に
対
す
る
情
報
の
提
供
等

) 
第

48
条

 
議

長
は
、

開
示
請

求
、

訂
正

請
求
又

は
利
用

停
止

請
求

(以
下
こ

の
条

に

お
い

て
「

開
示

請
求

等
」

と
い

う
。

)を
し

よ
う

と
す

る
者

が
そ

れ
ぞ

れ
容

易
か

つ
的

確
に
開
示
請
求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
有
個
人
情
報
の
特
定
に

資
す

る
情

報
の

提
供

そ
の

他
開

示
請

求
等

を
し

よ
う

と
す

る
者

の
利

便
を

考
慮

し
た

適
切
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

 

第
48

条
 
議

長
は
、

開
示
請

求
、

訂
正

請
求
又

は
利
用

停
止

請
求

(以
下
こ

の
条

に

お
い

て
「

開
示

請
求

等
」

と
い

う
。

)を
し

よ
う

と
す

る
者

が
そ

れ
ぞ

れ
容

易
か

つ
的
確
に
開
示
請

求
等
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
保
有
個
人
情
報
の
特
定
そ

の
他

開
示

請
求

等
を

し
よ

う
と

す
る

者
の

利
便

を
考

慮
し

た
適

切
な

措
置

を
講

ず
る
も
の
と
す
る

。
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
第

53
条

 
職
員
若
し

く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第

9条
第

2項
若
し
く
は
第

15
条
第

5
項

の
委

託
を

受
け

た
業

務
に

従
事

し
て

い
る

者
若

し
く

は
従

事
し

て
い

た
者

又

は
議

会
に
お
い
て
個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱

い
に

従
事
し
て
い
る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正

第
53

条
 
職
員
若
し
く
は
職
員
で
あ
っ
た
者
、
第

9条
第

2項
若
し
く
は
第

15
条
第

5
項

の
委

託
を

受
け

た
業

務
に

従
事

し
て

い
る

者
若

し
く

は
従

事
し

て
い

た
者

又

は
議
会
に
お
い
て

個
人
情
報
、
仮
名
加
工
情
報
若
し
く
は
匿
名
加
工
情
報
の
取
扱

い
に
従
事
し
て
い

る
派
遣
労
働
者
若
し
く
は
従
事
し
て
い
た
派
遣
労
働
者
が
、
正

11



か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
条
例

-
 
8
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

当
な

理
由
が
な
い
の
に
、
個
人

の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第

2条
第

5
項
第

1号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

(そ
の
全

部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加

工
し

た
も

の
を

含
む
。

)を
提
供
し

た
と
き

は
、

2年
以
下
の

拘
禁
刑

又
は

10
0万

円
以

下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

当
な
理
由
が
な
い

の
に
、
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
第

2条
第

5
項
第

1号
に
係
る
個
人
情
報
フ
ァ
イ
ル

(そ
の
全
部
又
は
一
部
を
複
製
し
、
又
は
加

工
し
た
も

の
を
含

む
。

)を
提
供
し

た
と
き

は
、

2年
以
下
の

懲
役
又

は
10

0万
円

以
下
の
罰
金
に
処

す
る
。

 
第

54
条

 
前
条
に
規

定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た

保
有
個
人
情
報

を
自

己
若
し
く
は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し

た
と

き
は
、

1年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

第
54

条
 
前
条
に
規
定
す
る
者
が
、
そ
の
業
務
に
関
し
て
知
り
得
た

保
有
個
人
情
報

を
自
己
若
し
く
は

第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用
し

た
と
き
は
、

1年
以
下
の
懲
役
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 
第

55
条

 
職
員
が
そ

の
職
権
を
濫
用
し

て
、
専
ら
そ
の
職
務
の
用
以

外
の
用
に
供
す

る
目

的
で
個
人
の
秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的

記
録

を
収
集
し
た
と
き
は
、

1年
以
下
の
拘
禁
刑

又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

す
る

。
 

第
55

条
 
職
員
が
そ
の
職
権
を
濫
用
し
て
、
専
ら
そ
の

職
務
の
用
以
外
の
用
に
供
す

る
目
的
で
個
人
の

秘
密
に
属
す
る
事
項
が
記
録
さ
れ
た
文
書
、
図
画
又
は
電
磁
的

記
録
を
収
集
し
た

と
き
は
、

1年
以
下
の
懲
役
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す

る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 議会事務局

４．概要

　条文の引用元であるかつらぎ町議会会議規則の一部改正により、条ずれが発生するた
め、条番号を整理します。

（費用弁償）
　　第５条第３項中
　　　＜改正前＞　かつらぎ町議会会議規則第１２８条
　　　＜改正後＞　かつらぎ町議会会議規則第１３２条
　
　（施行期日：公布の日）

１．議案名

議案第１８号　かつらぎ町議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例の一部を改
正する条例制定について

２．背景・経過

　かつらぎ町議会会議規則の一部を改正する規則の施行に伴い、かつらぎ町議会の議員
の議員報酬及び費用弁償に関する条例について改正が必要となりました。

３．趣旨・目的

　かつらぎ町議会会議規則の一部を改正する規則の施行に伴い、所要の改正を行おうと
するものです。
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か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
８
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

議
会
の
議

員
の

議
員

報
酬
及
び
費

用
弁
償
に

関
す
る

条
例
新
旧

対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

〇
か
つ
ら
ぎ
町
議
会
の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
（
昭
和
３
７
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
５
号
）

 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
議
会

の
議
員
の
議
員
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
（
昭
和
３
７
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
５
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(費

用
弁
償

) 
(費

用
弁
償

) 
第

5条
 
（
略
）

 
第

5条
 
（
略
）

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
3 

前
2項

に
規
定
す

る
も
の
の
ほ
か

、
議
員
が
議
長
又
は
委
員
長
の
招
集
に
応
じ
、

か
つ

ら
ぎ

町
議

会
会

議
規

則
(昭

和
62

年
か

つ
ら

ぎ
町

議
会

規
則

第
1号

)第
13

2
条

の
規

定
に
よ

る
協
議

会
又

は
か

つ
ら
ぎ

町
議
会

委
員

会
条

例
(昭

和
62

年
か
つ

ら
ぎ
町
条
例
第

12
号

)第
2条

、
第

4条
の

2及
び

第
5条

に
規
定
す
る
委
員
会

(以
下

「
会
議
等
」
と

い
う
。

)に
出
席
し
た
と
き
は
、
費

用
弁
償
と
し
て

1日
に
つ
き

1,
80

0円
を
支
給
す
る

。
た
だ
し
、

同
一
日
に
行
わ
れ
る
会
議
等
へ
の
出
席
に
伴
う

費
用
弁
償
に
つ
い

て
は
、
そ
の
日
数
は

1日
と
す
る
。

 

3 
前

2項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
議
員
が
議
長
又
は
委
員
長
の
招
集
に
応
じ
、

か
つ

ら
ぎ

町
議

会
会

議
規

則
(昭

和
62

年
か

つ
ら

ぎ
町

議
会

規
則

第
1号

)第
12

8
条

の
規

定
に
よ

る
協
議

会
又

は
か

つ
ら
ぎ

町
議
会

委
員

会
条

例
(昭

和
62

年
か
つ

ら
ぎ
町
条
例
第

12
号

)第
2条

、
第

4条
の

2及
び
第

5条
に
規
定
す
る
委
員
会

(以
下

「
会
議
等
」
と
い
う
。

)に
出
席
し
た
と
き
は
、
費
用
弁
償
と
し
て

1日
に
つ
き

1,
80

0円
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
同

一
日
に
行
わ
れ
る
会
議
等
へ
の
出
席
に
伴
う

費
用
弁
償
に
つ
い

て
は
、
そ
の
日
数
は

1日
と
す
る
。

 
4 

（
略
）

 
4 

（
略
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 総務課　管理係

　行に伴い、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

　法第２条に新たに第８項が新設されたことにより条ずれが発生するため、該当する

３．趣旨・目的

　が改正されます。

　行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正

４．概要

に伴い、所要の改正を行おうとするものです。

　施行期日：令和７年４月１日

条例の条文を整理します。

１．議案名

議案第１９号　かつらぎ町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等
に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例等の一部を
改正する条例制定について

２．背景・経過

　　情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性向上並びに行政運営の

　簡素化及び効率化を図るためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律の施

15



か
つ

ら
ぎ

町
行

政
手

続
に

お
け

る
特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る
法

律
に

基
づ

く
個

人
番

号
の
利

用
及

び
特

定
個

人
情

報
の
提

供
に

関
す

る
条

例
- 1

 - 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
９
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

行
政
手
続

に
お

け
る

特
定
の
個
人

を
識
別
す

る
た
め

の
番
号
の

利
用
等
に

関
す

る
法

律
に
基
づ

く
 

個
人

番
号
の

利
用
及
び

特
定

個
人

情
報
の
提
供

に
関
す
る

条
例
新

旧
対

照
表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か

つ
ら

ぎ
町

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利

用
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

個
人

番
号

の
利

用
及

び
特

定
個

人
情

報
の

提
供

に
関
す
る
条
例
(
平

成
2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
3
号
)

 

○
か

つ
ら

ぎ
町

行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め

の
番

号
の

利

用
等

に
関

す
る

法
律

に
基

づ
く

個
人

番
号

の
利

用
及

び
特

定
個

人
情

報
の

提
供

に
関
す
る
条
例
(
平

成
2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
3
3
号
)

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(定

義
) 

(定
義

) 
第
２
条
 
こ
の
条
例

に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

 
第
２
条
 
こ
の
条
例

に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

 
(1

) 
(略

) 
(1

) 
(略

) 
(2

) 
特
定
個
人
情
報

 
法
第

2条
第

9項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

 
(2

) 
特
定
個
人

情
報
 
法
第

2条
第

8項
に
規
定
す
る
特
定
個
人
情
報
を
い
う
。

 
(3

) 
個

人
番

号
利

用
事

務
実

施
者

 
法

第
2条

第
13

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

利
用
事
務
実
施

者
を
い
う
。

 
(3

) 
個

人
番

号
利

用
事

務
実

施
者

 
法

第
2条

第
12

項
に

規
定

す
る

個
人

番
号

利
用
事
務
実
施

者
を
い
う
。

 
(4

) 
情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
 

法
第

2条
第

15
項

に
規

定
す

る
情

報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

 
(4

) 
情

報
提

供
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
シ

ス
テ

ム
 

法
第

2条
第

14
項

に
規

定
す

る
情

報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム
を
い
う
。

 
(5

)・
(6

) 
 (
略

) 
(5

)・
(6

) 
 (
略

) 
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か
つ

ら
ぎ

町
行

政
手

続
に

お
け

る
特
定

の
個

人
を

識
別

す
る

た
め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る
法

律
に

基
づ

く
個

人
番

号
の
利

用
及

び
特

定
個

人
情

報
の
提

供
に

関
す

る
条

例
- 2

 - 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
９
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

税
条
例
新

旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例

(昭
和

37
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2号
) 

○
か
つ
ら
ぎ
町
税
条

例
(
昭
和

37
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2号
) 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
第

63
条

の
2 

(略
) 

第
63

条
の

2 
(略

) 
 

(1
) 

代
表

者
の
住

所
、

氏
名
又
は

名
称
及

び
個
人

番
号

(行
政
手

続
に
お

け
る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
2条

第
5項

に
規
定
す
る
個

人
番
号
を
い
い
、
当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
同
項
に
規
定
す

る
個

人
番

号
に

限
る

。
以

下
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

同
じ

。
)又

は
法

人
番

号

(同
条

第
16

項
に

規
定

す
る

法
人

番
号
を

い
う

。
以
下

固
定

資
産
税

に
つ

い
て

同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び

氏
名
又
は
名
称

) 

(1
) 

代
表

者
の
住

所
、

氏
名
又
は

名
称
及

び
個
人

番
号

(行
政
手

続
に
お

け
る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
2条

第
5項

に
規
定
す
る
個

人
番
号
を
い
い
、
当
該
書
類
を
提
出
す
る
者
の
同
項
に
規
定
す

る
個

人
番

号
に

限
る

。
以

下
固

定
資

産
税

に
つ

い
て

同
じ

。
)又

は
法

人
番

号

(同
条

第
15

項
に

規
定

す
る

法
人

番
号
を

い
う

。
以
下

固
定

資
産
税

に
つ

い
て

同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及
び

氏
名
又
は
名
称

) 
 

(2
)～

(4
) 

（
略
）

 
(2

)～
(4

) 
（
略
）

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(種

別
割
の
減
免

) 
(種

別
割
の
減
免

) 
第

89
条

 
(略

) 
第

89
条
 

(略
) 
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か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

2 
(略

) 
2 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(1
) 

(略
) 

(2
) 

軽
自

動
車

等
の

所
有

者
等

の
住

所
又

は
事

務
所

若
し

く
は

事
業

所
の

所
在

地
、

氏
名

又
は

名
称

及
び

個
人

番
号

(行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
2条

第
5項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

及
び

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
)又

は
法

人
番

号

(同
法
第

2条
第

16
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は

事
務
所
若
し
く

は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

) 

(2
) 

軽
自

動
車

等
の

所
有

者
等

の
住

所
又

は
事

務
所

若
し

く
は

事
業

所
の

所
在

地
、

氏
名

又
は

名
称

及
び

個
人

番
号

(行
政

手
続

に
お

け
る

特
定

の
個

人
を

識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用
等

に
関

す
る

法
律

第
2条

第
5項

に
規

定
す

る
個

人
番

号
を

い
う

。
以

下
こ

の
号

及
び

次
条

に
お

い
て

同
じ

。
)又

は
法

人
番

号

(同
法
第

2条
第

15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
又
は

事
務
所
若
し
く

は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又
は
名
称

) 
 

(3
)～

(8
) 

（
略
）

 
(3

)～
(8

) 
（
略
）

 
3 

（
略
）

 
3 

（
略
）

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(特

別
土
地
保
有
税
の
減
免

) 
(特

別
土
地
保
有
税
の
減
免

) 
第

13
9条

の
3 

(略
) 

第
13

9条
の

3 
(略

) 
2 

(略
) 

2 
(略

) 
(1

) 
納
税

義
務
者

の
住

所
、
氏
名

又
は
名

称
及
び

個
人
番
号

(行
政
手
続

に
お
け

る
特
定

の
個
人

を
識
別

す
る

た
め

の
番
号

の
利
用

等
に
関

す
る

法
律

第
2条

第

5項
に
規
定
す
る

個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

)又
は
法

人
番

号
(同

条
第

16
項

に
規

定
す

る
法
人

番
号

を
い
う

。
以

下
こ
の

号
に

お
い

て
同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及

び
氏
名
又
は
名

称
) 

(1
) 

納
税

義
務

者
の
住

所
、
氏
名

又
は
名

称
及
び

個
人
番
号

(行
政
手
続

に
お
け

る
特
定

の
個
人

を
識
別

す
る

た
め

の
番
号

の
利
用

等
に
関

す
る

法
律

第
2条

第

5項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。

)又
は
法

人
番

号
(同

条
第

15
項

に
規

定
す

る
法
人

番
号

を
い
う

。
以

下
こ
の

号
に

お
い

て
同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
住
所
及

び
氏
名
又
は
名

称
) 

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
3 

（
略
）

 
3 

（
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
税
条
例
-
 
3
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(入

湯
税
に
係
る
特
別
徴
収
義
務
者
の
経
営
申
告

) 
(入

湯
税
に
係
る
特
別
徴
収
義
務
者
の
経
営
申
告

) 
第

14
9条

 
(略

) 
第

14
9条

 
(略

) 
(1

) 
住

所
又

は
事

務
所

若
し

く
は

事
業

所
の

所
在

地
、

氏
名

又
は

名
称

及
び

個

人
番

号
(行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用

等
に
関
す
る
法

律
第

2条
第

5項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ

。
)又

は
法

人
番
号

(同
条
第

16
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い

う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。

)(個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
っ
て
は

、
住
所
又
は
事

務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又

は
名
称

) 

(1
) 

住
所

又
は

事
務

所
若

し
く

は
事

業
所

の
所

在
地

、
氏

名
又

は
名

称
及

び
個

人
番

号
(行

政
手

続
に

お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す

る
た

め
の

番
号

の
利

用

等
に
関
す
る
法

律
第

2条
第

5項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
を
い
う
。
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
同
じ

。
)又

は
法

人
番
号

(同
条
第

15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い

う
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。

)(個
人
番
号
又

は
法
人
番
号
を
有
し
な
い

者
に
あ
っ
て
は

、
住
所
又
は
事
務
所
若
し
く
は
事
業
所
の
所
在
地
及
び
氏
名
又

は
名
称

) 
 

(2
)・

(3
) 

(略
) 

 
(2

)・
(3

) 
(略

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計
画
税
条
例
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
１
９
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

都
市
計
画

税
条

例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
３
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
都
市
計

画
税
条
例
(
平
成

9年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

32
号

) 
○
か
つ
ら
ぎ
町
都
市

計
画
税
条
例

(
平
成

9年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

32
号

) 
 

 
(本

 
則
 
省
 
略

) 
(本

 
則
 
省
 
略

) 
 

 
附
 
則

 
附
 
則

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
7 

(略
) 

7 
(略

) 
(1

) 
納
税

義
務
者

の
住

所
、
氏
名

又
は
名

称
及
び

個
人
番
号

(行
政
手
続

に
お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す
る

た
め

の
番
号

の
利

用
等
に

関
す

る
法
律

(平
成

25
年
法
律
第

27
号

)第
2条

第
5項

に
規
定

す
る
個

人
番

号
を
い
い

、
当
該

書
類
を

提
出
す
る
者
の

同
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。

)又
は
法
人
番
号

(同
条
第

16
項
に
規

定
す
る
法
人
番
号
を
い

う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ

て
は
、
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

) 

(1
) 

納
税

義
務

者
の
住

所
、
氏
名

又
は
名

称
及
び

個
人
番
号

(行
政
手
続

に
お
け

る
特

定
の

個
人

を
識

別
す
る

た
め

の
番
号

の
利

用
等
に

関
す

る
法
律

(平
成

25
年
法
律
第

27
号

)第
2条

第
5項

に
規
定

す
る
個

人
番

号
を
い
い

、
当
該

書
類
を

提
出
す
る
者
の

同
項
に
規
定
す
る
個
人
番
号
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

同
じ
。

)又
は
法
人
番
号

(同
条
第

15
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
に
お
い

て
同
じ
。

)(個
人
番
号
又
は
法
人
番

号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ

て
は
、
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

) 
(2

)～
(6

) 
(略

) 
(2

)～
(6

) 
(略

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
略

) 
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議 案 参 考 資 料

（令和７年第１回定例会３月会議）

　（施行期日：令和７年４月１日）

３．趣旨・目的

４．概要

　　　を講じることとします。

　　　定の条項を変更します。

　育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正に伴

　　　校就学の始期に達するまでの子まで拡充します。

　　③配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対し、面談等による意向確認等の措置

　　②育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限を３歳に満たない子から小学

　　④勤務環境の整備等に関する措置（研修や相談体制の整備等）を講じることとします。

　　⑤短時間勤務職員以外の非常勤職員が要介護家族の介護をするため、部分休業ができる規

い、所要の改正を行おうとするものです。

担当課（室）係

総務課　管理係

１．議案名

議案第２０号　職員の勤務時間、休暇等に関する条例及び職員の育児休業等に関する条例の
一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　　このことにより、国家公務員や地方公務員についても対応する民間労働法制の施行に遅れ

　　子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充等のため、育児休業、介護休

　業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律の一部改正が行われました。

　ることなく実施することとされているところです。

　　①育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務を導入します。
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

-
 1
 -
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
０
号
 
参
考
資
料
】

 

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
条
関
係
】

 
 

 
 

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

 

(平
成
9年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
27
号
) 

○
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

 

(平
成
9年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
27
号
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
早
出
遅
出
勤
務

) 
(新

設
) 

第
8
条
の

2
 
任
命
権
者
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
が
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

そ
の
子

(民
法

(明
治

2
9
年
法
律
第

8
9
号

)第
8

1
7
条
の

2
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
職

員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組
の
成
立
に

つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者

(当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事
件
が
裁
判

所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

)で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に
監
護
す
る

も
の
、
児
童
福
祉
法

(昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6

4
号

)第
2

7
条
第

1
項
第

3
号
の
規
定
に

よ
り
同
法
第

6
条
の

4
第

2
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職
員
に
委
託

さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
を
含

む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

)を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た

場
合
に
は
、
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
、
当
該
職
員
に
当
該
請
求
に
係
る
早
出
遅
出
勤
務

(始
業
及
び
終
業
の
時

刻
を
、
職
員
が
育
児
又
は
介
護
を
行
う
た
め
の
も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
ら

れ
た
特
定
の
時
刻
と
す
る
勤
務
時
間
の
割
振
り
に
よ
る
勤
務
を
い
う
。
第

3
項
に

お
い
て
同
じ
。

)を
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。
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(1
) 
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

 

(2
) 
小
学
校
に
就
学
し
て
い
る
子
の
あ
る
職
員
で
あ
っ
て
、
規
則
で
定
め
る
も
の

 

2
 
前
項
の
規
定
は
、
第

1
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
次
に
掲
げ
る
職
員
が
、
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
子

(民
法

(明
治

2
9
年
法
律
第

8
9
号

)第
8
1

7
条

第
1
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特

別
養
子
縁
組
の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者

(当
該
請
求
に
係
る

家
事
審
判
事
件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

)で
あ
っ
て
、
当
該

職
員
が
現
に
監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法

(昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6

4
号

)第
2

7
条

第
1
項
第

3
号
の
規
定
に
よ
り
同
法
第

6
条
の

4
第

2
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里

親
で
あ
る
職
員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て

規
則
で
定
め
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。

)を
養
育
」

と
あ
る
の
は
「
第

1
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
 

 

3
 
前

2
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
早
出
遅
出
勤
務
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
早

出
遅
出
勤
務
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

 

(育
児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限

) 
(育

児
又
は
介
護
を
行
う
職
員
の
深
夜
勤
務
及
び
時
間
外
勤
務
の
制
限

) 

第
8
条
の

3
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

(職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜

(午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の

午
前

5
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
常
態
と

し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。

)が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を

妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

第
8
条
の

2
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

(職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜

(午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の

午
前

5
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
常
態
と

し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該

当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。

)が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
公
務
の
正
常
な
運
営
を

妨
げ
る
場
合
を
除
き
、
深
夜
に
お
け
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

2
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

2
 
任
命
権
者
は
、

3
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に
は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
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は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
第

8
条
第

2
項
に
規
定
す
る
勤
務

(災
害
そ
の

他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。

)を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
場

合
を
除
き
、
前
条
第

2
項
に
規
定
す
る
勤
務

(災
害
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な

い
事
由
に
基
づ
く
臨
時
の
勤
務
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。

)を
さ
せ
て
は

な
ら
な
い
。

 

3
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、

1
月
に
つ
い
て

2
4
時
間
、

1
年
に
つ
い
て

1
5
0

時
間
を
超
え
て
、
第

8
条
第

2
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

3
 
任
命
権
者
は
、
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
す
る
た
め
に
請
求
し
た
場
合
に

は
、
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が

著
し
く
困
難
で
あ
る
場
合
を
除
き
、

1
月
に
つ
い
て

2
4
時
間
、

1
年
に
つ
い
て

1
5
0

時
間
を
超
え
て
、
前
条
第

2
項
に
規
定
す
る
勤
務
を
さ
せ
て
は
な
ら
な
い
。

 

4
 
前

3
項
の
規
定
は
、
第

1
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

1
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員

(職
員
の
配
偶
者
で
当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の

が
、
深
夜

(午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養
育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
職
員
を
除
く
。

)

が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
り
、
第

2
項
及
び

前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

1
5
条
第

1
項
に
規

定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介

護
者
を
介
護
」
と
、
第

1
項
中
「
深
夜
に
お
け
る
」
と
あ
る
の
は
「
深
夜
（
午
後

1

0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間
を
い
う
。
）
に
お
け
る
」
と
、
第

2
項
中
「
当

該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し

く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

 

4
 
前

3
項
の
規
定
は
、
第

1
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
を
介
護
す
る
職
員
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第

1
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に

達
す
る
ま
で
の
子

(民
法

(明
治

2
9
年
法
律
第

8
9
号

)第
8

1
7
条
の

2
第

1
項
の
規
定

に
よ
り
職
員
が
当
該
職
員
と
の
間
に
お
け
る
同
項
に
規
定
す
る
特
別
養
子
縁
組

の
成
立
に
つ
い
て
家
庭
裁
判
所
に
請
求
し
た
者

(当
該
請
求
に
係
る
家
事
審
判
事

件
が
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
合
に
限
る
。

)で
あ
っ
て
、
当
該
職
員
が
現
に

監
護
す
る
も
の
、
児
童
福
祉
法

(昭
和

2
2
年
法
律
第

1
6

4
号

)第
2

7
条
第

1
項
第

3
号

の
規
定
に
よ
り
同
法
第

6
条
の

4
第

2
号
に
規
定
す
る
養
子
縁
組
里
親
で
あ
る
職

員
に
委
託
さ
れ
て
い
る
児
童
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
と
し
て
規
則
で
定
め

る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。

)の
あ
る
職
員

(職
員
の
配
偶
者
で

当
該
子
の
親
で
あ
る
も
の
が
、
深
夜

(午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間

を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)に
お
い
て
常
態
と
し
て
当
該
子
を
養

育
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
規
則
で
定
め
る
者
に
該
当
す
る
場
合
に
お

け
る
当
該
職
員
を
除
く
。

)が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養

育
」
と
あ
る
の
は
「
第

1
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
規

則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を
介
護
」
と
、
「
深
夜
に
お
け
る
」

と
あ
る
の
は
「
深
夜

(午
後

1
0
時
か
ら
翌
日
の
午
前

5
時
ま
で
の
間
を
い
う
。

)に

お
け
る
」
と
、
第

2
項
中
「

3
歳
に
満
た
な
い
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る

25
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と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第

1
5
条
第

1
項
に
規
定
す
る

要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要
介
護
者
を

介
護
」
と
、
「
当
該
請
求
を
し
た
職
員
の
業
務
を
処
理
す
る
た
め
の
措
置
を
講
ず

る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
」
と
あ
る
の
は
「
公
務
の
運
営
に
支
障
が
あ
る
」

と
、
前
項
中
「
小
学
校
就
学
の
始
期
に
達
す
る
ま
で
の
子
の
あ
る
職
員
が
、
規
則

で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
子
を
養
育
」
と
あ
る
の
は
「
第

1
5
条
第

1
項
に

規
定
す
る
要
介
護
者
の
あ
る
職
員
が
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
要

介
護
者
を
介
護
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

 

5
 
前
各
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
務
の
制
限
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
勤

務
の
制
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

5
 
前

4
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
勤
務
の
制
限
に
関
す
る
手
続
そ
の
他
の
勤
務

の
制
限
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

(超
勤
代
休
時
間

) 
(超

勤
代
休
時
間

) 

第
8
条
の

4
 
任
命
権
者
は
、
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

(昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ

町
条
例
第

4
4
号

)第
1

6
条
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き

職
員
に
対
し
て
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
超
過
勤
務
手
当
の
一
部

の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
べ
き
時
間

(以
下
「
超
勤
代
休
時
間
」
と

い
う
。

)と
し
て
、
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等

(第
3
条
第

2
項
、
第

4
条
又
は
第

5
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
第

1
0

条
第

1
項
に
お
い
て
同
じ
。

)(
第

1
0
条
第

1
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代
休
日
を
除

く
。

)に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

第
8
条
の

3
 
任
命
権
者
は
、
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

(昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ

町
条
例
第

4
4
号

)第
1

6
条
第

4
項
の
規
定
に
よ
り
超
過
勤
務
手
当
を
支
給
す
べ
き

職
員
に
対
し
て
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
超
過
勤
務
手
当
の
一
部

の
支
給
に
代
わ
る
措
置
の
対
象
と
な
る
べ
き
時
間

(以
下
「
超
勤
代
休
時
間
」
と

い
う
。

)と
し
て
、
規
則
で
定
め
る
期
間
内
に
あ
る
勤
務
日
等

(第
3
条
第

2
項
、
第

4
条
又
は
第

5
条
の
規
定
に
よ
り
勤
務
時
間
が
割
り
振
ら
れ
た
日
を
い
う
。
第

1
0

条
第

1
項
に
お
い
て
同
じ
。

)(
第

1
0
条
第

1
項
に
規
定
す
る
休
日
及
び
代
休
日
を
除

く
。

)に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
又
は
一
部
を
指
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

 

2
 

(略
) 

2
 

(略
) 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(介
護
休
暇

) 
(介

護
休
暇

) 

第
1

5
条

 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者

(配
偶
者

(届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚

第
1

5
条
 
介
護
休
暇
は
、
職
員
が
要
介
護
者

(配
偶
者

(届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

-
 5
 -
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)、

父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
（
第

1
7
条
の

2
第

1
項
に

お
い
て
「
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢
に
よ
り
規
則
で
定

め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同

じ
。

)の
介
護
を
す
る
た
め
、
任
命
権
者
が
、
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を
必
要
と
す
る
一
の
継

続
す
る
状
態
ご
と
に
、

3
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て

6
月
を
超
え
な
い
範
囲

内
で
指
定
す
る
期
間

(以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。

)内
に
お
い
て
勤
務
し
な
い

こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇
と
す
る
。

 

姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。

)、

父
母
、
子
、
配
偶
者
の
父
母
そ
の
他
規
則
で
定
め
る
者
で
負
傷
、
疾
病
又
は
老
齢

に
よ
り
規
則
で
定
め
る
期
間
に
わ
た
り
日
常
生
活
を
営
む
の
に
支
障
が
あ
る
も

の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。

)の
介
護
を
す
る
た
め
、
任
命
権
者
が
、
規
則
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
職
員
の
申
出
に
基
づ
き
、
要
介
護
者
の
各
々
が
当
該
介
護
を

必
要
と
す
る
一
の
継
続
す
る
状
態
ご
と
に
、

3
回
を
超
え
ず
、
か
つ
、
通
算
し
て

6

月
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
指
定
す
る
期
間

(以
下
「
指
定
期
間
」
と
い
う
。

)内
に

お
い
て
勤
務
し
な
い
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
お
け
る
休
暇

と
す
る
。

 

2
・

3
 
（
略
）

 
2
・

3
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

（
配
偶
者
等
が
介
護
を
必
要
と
す
る
状
況
に
至
っ
た
職
員
に
対
す
る
意
向
確
認

等
）

 

(新
設

) 

第
1

7
条
の

2
 
任
命
権
者
は
、
職
員
が
配
偶
者
等
が
当
該
職
員
の
介
護
を
必
要
と
す

る
状
況
に
至
っ
た
こ
と
を
申
し
出
た
と
き
は
、
当
該
職
員
に
対
し
て
、
仕
事
と
介

護
と
の
両
立
に
資
す
る
制
度
又
は
措
置
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
介

護
両
立
支
援
制
度
等
」
と
い
う
。
）
そ
の
他
の
事
項
を
知
ら
せ
る
と
と
も
に
、
介

護
両
立
支
援
制
度
等
の
申
告
、
請
求
又
は
申
出
（
次
条
に
お
い
て
「
請
求
等
」
と

い
う
。
）
に
係
る
当
該
職
員
の
意
向
を
確
認
す
る
た
め
の
面
談
そ
の
他
の
措
置
を

講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
任
命
権
者
は
、
職
員
に
対
し
て
、
当
該
職
員
が

4
0
歳
に
達
し
た
日
の
属
す
る
年

度
（

4
月

1
日
か
ら
翌
年
の

3
月

3
1
日
ま
で
を
い
う
。
）
に
お
い
て
、
前
項
に
規
定

す
る
事
項
を
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 

（
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置
）

 
(新

設
) 
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職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

-
 6
 -
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
1

7
条
の

3
 
任
命
権
者
は
、
介
護
両
立
支
援
制
度
等
の
請
求
等
が
円
滑
に
行
わ
れ

る
よ
う
に
す
る
た
め
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(1
) 
 
職
員
に
対
す
る
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
研
修
の
実
施

 

(2
) 
 
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
関
す
る
相
談
体
制
の
整
備

 

(3
) 
 
そ
の
他
介
護
両
立
支
援
制
度
等
に
係
る
勤
務
環
境
の
整
備
に
関
す
る
措
置

 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
０
号
 
参

考
資
料
】
 

職
員

の
育
児

休
業
等
に

関
す

る
条

例
新
旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】

 
 

 
 

○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

19
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

40
号

) 
○
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

19
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

40
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(部

分
休
業
の
承
認

) 
(部

分
休
業
の
承
認

) 
第

18
条

 
(略

) 
第

18
条
 

(略
) 

2 
(略

) 
2 

(略
) 

3 
非
常
勤
職
員
に
対

す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、

1日
に
つ
き
、
当
該
非

常
勤

職
員

に
つ

い
て

1日
に

つ
き

定
め

ら
れ

た
勤

務
時

間
か

ら
5時

間
45

分
を

減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
(当

該
非

常
勤

職
員

が
育

児
時

間
又

は
育

児
休

業
、

介
護

休
業

等
育

児
又

は
家

族
介

護
を

行
う

労
働

者
の

福
祉

に
関

す
る

法
律

(平
成

3年
法

律
第

76
号

)第
61

条
の

2第
20

項
の

規
定

に
よ

る
介

護
を

す
る

た
め

の
時
間

(以
下
「
介
護
を
す
る
た
め
の
時
間
」
と
い
う
。

)の
承
認
を
受
け
て
勤
務

し
な
い
場

合
に

あ
っ
て

は
、

当
該
時

間
を

超
え
な

い
範
囲

内
で

、
か

つ
、

2時
間

か
ら

当
該

育
児

時
間

又
は

当
該

介
護

す
る

た
め

の
時

間
の

承
認

を
受

け
て

勤
務

し
な
い
時
間
を
減

じ
た
時
間
を
超
え
な
い
範
囲
内
で

)行
う
も
の
と
す
る
。

 

3 
非
常
勤
職
員
に
対
す
る
部
分
休
業
の
承
認
に
つ
い
て
は
、

1日
に
つ
き
、
当
該
非

常
勤

職
員

に
つ

い
て

1日
に

つ
き

定
め

ら
れ

た
勤

務
時

間
か

ら
5時

間
45

分
を

減

じ
た

時
間

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
(当

該
非

常
勤

職
員

が
育

児
時

間
又

は
育

児
休

業
、

介
護

休
業

等
育

児
又

は
家

族
介

護
を

行
う

労
働

者
の

福
祉

に
関

す
る

法
律

(平
成

3年
法
律
第

76
号

)第
61

条
第

32
項
に

お
い

て
読
み
替

え
て
準

用
す
る

同
条

第
29

項
の
規

定
に

よ
る

介
護

を
す

る
た
め

の
時
間

(以
下

「
介

護
を

す
る
た

め
の

時
間

」
と

い
う

。
)の

承
認

を
受

け
て

勤
務

し
な

い
場

合
に

あ
っ

て
は

、
当

該
時

間
を
超
え

な
い

範
囲
内

で
、

か
つ
、

2時
間

か
ら
当

該
育
児
時

間
又

は
当
該

介
護

す
る

た
め

の
時

間
の

承
認

を
受

け
て

勤
務

し
な

い
時

間
を

減
じ

た
時

間
を

超
え

な
い
範
囲
内
で

)行
う
も
の
と
す
る
。

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
０
号
 
参

考
資
料
】
 

職
員

の
給
与

等
に
関
す

る
条

例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

44
号
）

 
○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

44
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(給

与
か
ら
の
減
額

) 
(給

与
か
ら
の
減
額

) 
第

5条
 
職
員
が
職
員

の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(以
下
「
勤
務
時
間
条

例
」

と
い

う
。

)第
2条

か
ら

第
5条

ま
で

の
規

定
に
よ

っ
て

定
め
ら

れ
た
勤

務
時

間
(以

下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。

)中
に
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合

を
除

き
、
そ

の
勤

務
し
な

い
時

間
1時

間
に
つ
き
次

条
に

規
定
す

る
勤

務
1時

間
当
た
り
の

給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

 

第
5条

 
職
員
が
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(以
下
「
勤
務
時
間
条

例
」

と
い

う
。

)第
2条

か
ら

第
5条

ま
で

の
規

定
に
よ

っ
て

定
め
ら

れ
た
勤

務
時

間
(以

下
「
正
規
の
勤
務
時
間
」
と
い
う
。

)中
に
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
次
に
掲

げ
る
場
合

を
除

き
、
そ

の
勤

務
し
な

い
時

間
1時

間
に
つ
き
次

条
に

規
定
す

る
勤

務
1時

間
当
た
り
の
給
与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

 
(1

) 
勤
務
時
間
条
例

第
8条

の
4第

1項
に
規
定

す
る
超
勤
代
休
時
間

、
勤
務
時
間

条
例
第

9条
に
規
定

す
る

祝
日
法
に

よ
る
休

日
(勤

務
時
間
条

例
第

10
条

第
1項

の
規
定
に
よ
り

代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時

間
の
全
部
を
勤

務
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
。
以

下
「
祝
日
法
に

よ
る
休
日

等
」
と
い
う
。

)又
は
勤
務

時
間
条
例
第

9条
に
規
定

す
る

年
末

年
始

の
休

日
(勤

務
時

間
条

例
第

10
条

第
1項

の
規

定
に

よ
り

代
休

日
を
指
定
さ
れ

て
、
当
該
休
日

に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し

た
職
員
に
あ
っ

て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
。
以
下
「
年
末
年
始
の
休

日
等
」
と
い
う

。
)の

場
合

 

(1
) 

勤
務
時
間

条
例
第

8条
の

3第
1項

に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
、
勤
務
時
間

条
例
第

9条
に

規
定

す
る

祝
日
法
に

よ
る
休

日
(勤

務
時
間
条

例
第

10
条

第
1項

の
規
定
に
よ
り

代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時

間
の
全
部
を
勤

務
し
た
職
員
に
あ

っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
。
以

下
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日

等
」
と
い
う
。

)又
は
勤
務

時
間
条
例
第

9条
に
規
定

す
る

年
末

年
始

の
休

日
(勤

務
時

間
条

例
第

10
条

第
1項

の
規

定
に

よ
り

代
休

日
を
指
定
さ
れ

て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し

た
職
員
に
あ
っ

て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
。
以
下
「
年
末
年
始
の
休

日
等
」
と
い
う

。
)の

場
合

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
(2

) 
・

(3
) 

（
略
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

(超
過
勤
務
手
当

) 
(超

過
勤
務
手
当

) 
第

16
条

 
（
略
）

 
第

16
条
 
（
略
）

 
2～

4 
（
略
）

 
2～

4 
（
略
）

 
5 

勤
務

時
間

条
例

第
8条

の
4第

1項
に

規
定

す
る

超
勤

代
休

時
間

を
指

定
さ

れ
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
超
勤
代
休
時
間
に
職
員
が
勤
務
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
前

項
に

規
定

す
る

60
時

間
を

超
え

て
勤

務
し

た
全

時
間

の
う

ち
当

該
超

勤
代

休
時

間
の
指
定
に
代
え

ら
れ
た
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
時
間
に
対
し
て
は
、
当

該
時
間

1時
間
に
つ

き
、
第

6条
に
規
定
す
る
勤
務

1時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る

時
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
の
超
過
勤
務

手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 

5 
勤

務
時

間
条

例
第

8条
の

3第
1項

に
規

定
す

る
超

勤
代

休
時

間
を

指
定

さ
れ

た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
超
勤
代
休
時
間
に
職
員
が
勤
務
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
前

項
に

規
定

す
る

60
時

間
を

超
え

て
勤

務
し

た
全

時
間

の
う

ち
当

該
超

勤
代

休
時

間
の
指
定
に
代
え

ら
れ
た
超
過
勤
務
手
当
の
支
給
に
係
る
時
間
に
対
し
て
は
、
当

該
時
間

1時
間
に
つ
き
、
第

6条
に
規
定
す
る
勤
務

1時
間
当
た
り
の
給
与
額
に
次

の
各
号
に
掲
げ
る

時
間
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
の
超
過
勤
務

手
当
を
支
給
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
(1

) 
・

(2
) 

（
略
）

 
6 

（
略
）

 
6 

（
略
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 危機管理課　消防係

　（施行期日:令和７年４月１日）

　＜出動報酬＞

　現在すべての出動に対して１日当たり1,000円が割り当てられています。

[今後]

　　　　　　　　　　　　　　　　　　すべての出動（１日当たり）　1,000円/日

　　　　　　　　　　　　　　訓練出動、警戒出動等（１日当たり）　4,000円/日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　交通費（１日当たり）　1,000円/日

　＜費用弁償＞

　　現行の出動に係る措置を見直し、新たに出動報酬を創設することとし、出動報酬の単

  　　　　　　　　　　　消防学校入校及び所定の研修（１日当たり）　8,000円/日

　価を以下のとおりとします。　

　　　　　水火災その他災害出動、行方不明者の捜索（１日当たり）　8,000円/日

  [現状]

　消防団員の処遇改善を図るため、活動実績に応じた出動報酬金額及び出動に関する費

４．概要

用弁償の改正を行おうとするものです。

訓練出動、警戒出動などに対する報酬の標準額が定められました。

１．議案名

議案第２１号　かつらぎ町の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する
条例の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　消防団員の処遇改善を図るため、非常勤消防団員の報酬等の基準において災害出動、
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か
つ
ら
ぎ
町
の
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
１
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

の
特
別
職

の
職

員
で

非
常
勤
の
も

の
の
報
酬

及
び
費

用
弁
償
に

関
す
る
条

例
新

旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か

つ
ら

ぎ
町

の
特

別
職

の
職

員
で

非
常

勤
の

も
の

の
報

酬
及

び
費

用
弁

償
に

関

す
る

条
例

 
(
昭
和
3
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
9
号
)
 

○
か

つ
ら

ぎ
町

の
特

別
職

の
職

員
で

非
常

勤
の

も
の

の
報

酬
及

び
費

用
弁

償
に

関

す
る
条
例
 
(
昭
和

3
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
9
号
)
 

 
 

(
省
 
 
 
 
 

略
)
 

(
省
 
 
 
 
 
略
)
 

 
 

第
3条

 
（
略
）

 
第

3条
 
（
略
）

 
2 

地
方
公
務
員
法

(昭
和

25
年
法
律
第

26
1号

)第
3条

第
3項

第
5号

に
規
定

す
る
消

防
団

員
及
び
水
防
団
員
が
、
災
害
、
訓
練
、
警
戒

、
そ
の
他
消
防
団
長
の
要
請
に

応
じ

出
動
し
た
場
合
（
他
の
市
町
村
の
区
域
内
に
お
け
る
災
害
に
出
動
し
た
場
合

を
含

む
。
）
の
費
用
弁
償
の
額
は
、
１
日
に
つ
き

1,
00

0円
と
す
る
。

 

2 
地
方
公
務
員
法

(昭
和

25
年
法
律
第

26
1号

)第
3条

第
3項

第
5号

に
規
定

す
る
消

防
団
員
及
び
水
防
団
員
が
、
水
火
災
そ
の
他
災
害
等
の
職
務
に
従
事
す
る
場
合
に

お
い
て
は
、
費
用
弁
償
と
し
て

1日
に
つ
き

1,
00

0円
を
支
給
す
る
。

 
 

 
 

(
省
 
 
 
 
 

略
)
 

(
省
 
 
 
 
 
略
)
 

  
  

附
 
則

 
附
 
則

 
 

 
(
省
 
 
 
 
 

略
)
 

(
省
 
 
 
 
 
略
)
 

 別
表
第

5(
第

2条
関

係
) 

地
方
公
務
員

法
第

3条
第

3項
第

5号
に
該

当
す
る
職

 
 

 別
表
第

5(
第

2条
関
係

) 
地
方
公
務

員
法
第

3条
第

3項
第

5号
に
該
当
す
る
職

 
 

職
名

 
報
酬
額

 
職
名

 
報
酬
額
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か
つ
ら
ぎ
町
の
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

消
防
団

団
長

 
年
 

10
2,

20
0円

 
〃
 
 
副
団
長

 
年
 

73
,0

00
円

 
〃
 
 
分
団
長

 
年
 

58
,4

00
円

 
〃
 
 
副
分
団
長

 
年
 

51
,1

00
円

 
〃
 
 
部
長

 
年
 

43
,8

00
円

 
〃
 
 
班
長

 
年
 

39
,4

20
円

 
〃
 
 
団
員

 
年
 

36
,5

00
円

 
消
防
団

員
（
全
階
級
）

 
 

水
火

災
そ
の
他
災
害
出
動
、
行
方
不
明

者
の

捜
索

 
１
日

当
た
り
 

8,
00

0円
 

消
防
団

員
（
全
階
級
）

 
 

訓
練

出
動
、
警
戒
出
動
等

 
１
日

当
た
り
 

4,
00

0円
 

消
防
団

員
（
全
階
級
）

 
 

消
防

学
校
入
校
及
び
所
定
の
研
修

 
１
日

当
た
り
 

8,
00

0円
 

 

消
防
団
団
長

 
年
 

10
2,

20
0円

 
〃
 
 
副
団
長

 
年
 

73
,0

00
円

 
〃
 
 
分
団
長

 
年
 

58
,4

00
円

 
〃
 
 
副
分
団
長

 
年
 

51
,1

00
円

 
〃
 
 
部
長

 
年
 

43
,8

00
円

 
〃
 
 
班
長

 
年
 

39
,4

20
円

 
〃
 
 
団
員

 
年
 

36
,5

00
円
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議 案 参 考 資 料

（令和７年第１回定例会３月会議）

現行 令和7年度 令和8年度

　　⑤企業職員の手当についても一般行政職員と同様の改正を行います。

　人事院勧告等に伴い、所要の改正を行おうとするものです。

　②通勤手当　　支給限度額を1か月当たり１５０，０００円に引上げます。

扶養親族

配偶者

子（一人当たり）

担当課（室）係

総務課　管理係

１．議案名

議案第２２号　職員の給与等に関する条例等の一部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　　社会と公務の変化に応じた給与制度を整備するため、人事院勧告が行われました。

　　　職員の給料表の１級及び２級の最高号給まで給料表を延伸します。

　　　３級から６級の初号近辺の号給をカットして各級の初号の額を引き上げます。

　②会計年度任用職員の給料表の改定

３．趣旨・目的

４．概要

  ２．手当の見直し

　①扶養手当　　配偶者に係る手当を廃止し、子に係る手当額を引き上げます。

　１．給料表の見直し

　　①国家公務員の行政職給料表（一）に準じ、給料表を改定します。

　　（見直しに関しては２年をかけて段階的に実施）

　　③管理職特別勤務手当　　支給対象時間帯を拡大します。

　　　現行：午前０時～午前５時　⇒　見直し後：午後１０時～午前５時

　（施行期日：令和７年４月１日）

6,500円

10,000円

3,000円

11,500円

廃止

13,000円

　　④地域手当　　国家公務員の地域手当の支給地域に準じた改正を行います。

　　　規則で定める地域（和歌山市及び橋本市）を除く規定を削ります。

　　⑥定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員に住居手当を新たに支給します。
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
２
号
 
参

考
資
料
】
 

職
員

の
給
与

等
に
関
す

る
条

例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
条
関
係
】

 
 

 
 

○
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

44
号
）

 
○
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
条
例
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

44
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(扶

養
手
当

) 
(扶

養
手
当

) 
第

14
条

 
扶
養
親
族

の
あ
る
職
員
に
は

、
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
。

 
第

14
条
 
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
は
、
扶
養
手
当
を
支
給
す
る
。

 
2 

前
項
の

扶
養
親

族
と

は
、
次
に

掲
げ
る

者
で

他
に
生
計
の

途
が
な

く
主

と
し
て

そ
の
職
員
の
扶
養

を
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

 
2 

前
項
の

扶
養
親

族
と

は
、
次
に

掲
げ
る

者
で

他
に
生
計
の

途
が
な

く
主

と
し
て

そ
の
職
員
の
扶
養

を
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

(1
) 

配
偶

者
(婚

姻
の

届
出
を
し
て

い
な
い

が
、
事

実
上
、
婚

姻
関
係

と
同
様

の

事
情
に
あ
る
と

認
め
ら
れ
る
者
を
含
む
。

) 
(1

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

 
(2

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

 
(2

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫

 
(3

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫

 
(3

) 
満

60
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

 
(4

) 
満

60
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

 
(4

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

 
(5

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

 
(5

) 
重
度
心
身
障
害
者

 
(6

) 
重
度
心
身

障
害
者

 
3 

扶
養
手
当
の
月
額

は
、
前
項
第

1号
に
該
当
す

る
扶
養
親
族

(次
項
に
お
い
て
「
扶

養
親
族

た
る

子
」

と
い

う
。

)に
つ

い
て

は
1人

に
つ

き
13

,0
00

円
、

同
項
第

2号
か

ら
第

5号
ま

で
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
扶

養
親

族
に

つ
い

て
は

1人
に

つ
き

6,
50

0円
と
す
る
。

 

3 
扶

養
手

当
の

月
額

は
、

前
項

第
1号

及
び

第
3号

か
ら

第
6号

ま
で

の
い

ず
れ

か

に
該
当
す
る
扶
養

親
族

に
つ
い
て
は

1人
に
つ
き

6,
50

0円
、
同
項
第

2号
に
該
当

す
る

扶
養

親
族

(以
下

「
扶

養
親

族
た

る
子

」
と

い
う

。
)に

つ
い

て
は

1人
に

つ

き
10

,0
00

円
と
す
る
。
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

4 
扶
養
親
族
た
る
子

の
う
ち
に
、
満

15
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

4月
1日

か

ら
満

22
歳

に
達

す
る

日
以

後
の

最
初

の
3月

31
日

ま
で

の
間

に
あ

る
子

が
い

る

場
合

に
お

け
る

扶
養

手
当
の

月
額
は

、
前

項
の

規
定
に

か
か
わ

ら
ず

、
5,

00
0円

に
当

該
期

間
に

あ
る

当
該

扶
養

親
族

た
る

子
の

数
を

乗
じ

て
得

た
額

を
同

項
の

規
定
に
よ
る
額
に

加
算
し
た
額
と
す
る
。

 

4 
扶
養
親
族
た
る
子
の
う
ち
に
、
満

15
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

4月
1日

か

ら
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間

(以
下
「
特
定
期
間
」

と
い

う
。

)に
あ

る
子

が
い

る
場

合
に

お
け

る
扶

養
手

当
の

月
額

は
、

前
項

の
規

定
に

か
か

わ
ら

ず
、

5,
00

0円
に

特
定

期
間

に
あ

る
当

該
扶
養

親
族

た
る

子
の
数

を
乗
じ
て
得
た
額

を
同
項
の
規
定
に
よ
る
額
に
加
算
し
た
額
と
す
る
。

 
5 

前
各

項
に

規
定
す

る
も

の
の

ほ
か

、
扶

養
親
族
の

数
の
変

更
に
伴

う
支
給
額

の

改
定
そ
の
他
扶
養
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(通

勤
手
当

) 
(通

勤
手
当

) 
第

20
条

の
2 

通
勤
手

当
は
、
次
に
掲
げ
る

職
員
に
支
給
す
る
。

 
 

(1
) 

通
勤

の
た

め
交

通
機

関
又

は
有

料
の

道
路

(以
下

こ
の

項
か

ら
第

3項
ま

で

に
お
い
て
「

交
通
機
関

等
」
と
い
う
。

)を
利

用
し

て
そ
の
運
賃

又
は
料
金

(以
下

こ
の

項
及

び
次

項
に

お
い

て
「

運
賃

等
」

と
い

う
。

)を
負

担
す

る
こ

と
を

常
例

と
す

る
職

員
(交

通
機

関
等

を
利

用
し

な
け

れ
ば

通
勤

す
る

こ
と

が
著

し

く
困

難
で

あ
る

職
員

以
外

の
職

員
で

あ
っ

て
交

通
機

関
等

を
利

用
し

な
い

で

徒
歩

に
よ
り

通
勤
す

る
も
の

と
し

た
場

合
の
通

勤
距
離

が
片

道
2キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未
満
で
あ
る
も
の
及
び
第

3号
に
掲
げ
る

職
員
を
除
く
。

) 
 

(2
) 

通
勤

の
た

め
自
動

車
そ
の

他
の
交

通
の

用
具

で
規
則

で
定
め

る
も

の
(以

下

こ
の

条
に

お
い

て
「

自
動

車
等

」
と

い
う

。
)を

使
用

す
る

こ
と

を
常

例
と

す

る
職

員
(自

動
車

等
を

使
用

し
な

け
れ

ば
通

勤
す

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
で

あ

る
職

員
以

外
の

職
員

で
あ

っ
て

自
動

車
等

を
使

用
し

な
い

で
徒

歩
に

よ
り

通

勤
す

る
も

の
と

し
た

場
合

の
通

勤
距

離
が

片
道

2.
キ

ロ
メ

ー
ト

ル
未

満
で

あ

る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。

) 
 

(3
) 

通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を
負
担
し
、
か

つ
、
自

第
20

条
の

2 
職
員
に

は
45

,0
00

円
を
限
度
と
し
て
通
勤
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ

し
、
通
勤
距
離
が

片
道

2.
0キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
者
を
除
く
。

 
2 

町
外

か
ら

通
勤

す
る

職
員

で
(規

則
で

定
め

る
職

員
を

含
む

。
)、

交
通

機
関

を

利
用
し
、
か
つ
、
そ
の
運
賃
又
は
料
金
を
負
担
す
る
こ
と

を
常
例
と
す
る
職
員
で

町
長
が
必
要
と
認

め
る
と
き
は
、
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

(昭
和

2
5年

法
律
第

95
号

)第
12

条
各
項
の
規
定
を
準
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
3 

定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
の
う
ち
、
1箇

月
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮

し
て
規
則
で
定
め

る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
か
ら
、
そ
の
額
に
規
則
で
定
め

る
割
合
を
乗
じ
て

得
た

額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

 
4 

前
3項

の
通
勤
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
別
に
町

長
が
規
則
で
定
め

る
。
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動
車

等
を

使
用

す
る

こ
と

を
常

例
と

す
る

職
員

(交
通

機
関

等
を

利
用

し
、

又

は
自

動
車

等
を

使
用

し
な

け
れ

ば
通

勤
す

る
こ

と
が

著
し

く
困

難
で

あ
る

職

員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等
を

使
用

し
な

い
で

徒
歩

に
よ

り
通

勤
す

る
も

の
と

し
た

場
合

の
通

勤
距

離
が

片

道
2キ

ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除

く
。

) 
2 

通
勤
手

当
の
額

は
、

次
の
各
号

に
掲
げ

る
職

員
の
区
分
に

応
じ
、

当
該

各
号
に

定
め
る
額
と
す
る

。
 

 
(1

) 
前
項
第

1号
に
掲
げ
る
職
員
 
支
給
単
位
期
間
に
つ
き
、
規
則
で
定
め
る
と

こ
ろ

に
よ

り
算

出
し

た
当

該
職

員
の

支
給

単
位

期
間

の
通

勤
に

要
す

る
運

賃

等
の
額
に
相
当
す
る
額

(次
項
に
お
い
て
「
運
賃
等
相
当
額
」
と
い
う
。

) 
 

(2
) 

前
項

第
2号

に
掲

げ
る

職
員

 
当

該
職

員
の

自
動

車
等

の
使

用
距

離
に

応

じ
、

支
給

単
位

期
間

に
つ
き

、
3,

40
0円

か
ら

31
,6

00
円
ま

で
の

間
に

お
い

て

規
則

で
定

め
る

額
(定

年
前

再
任

用
短

時
間

勤
務

職
員

の
う

ち
、

支
給

単
位

期

間
当
た
り
の
通
勤
回
数
を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の

額
か
ら
そ
の
額
に
規
則
で
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
を
減
じ
た
額

) 
 

(3
) 

前
項
第

3号
に
掲
げ
る
職
員
 
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自

動
車

等
を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
、

交
通
機
関
等
の
利
用
距
離
、
自
動
車
等
の
使
用
距
離
等
の
事
情
を
考
慮
し
て
規

則
で
定
め
る
区
分
に
応
じ
、
前

2号
に
定
め
る
額
、
第

1号
に
定
め
る
額
又
は
前

号
に
定
め
る
額

 

 

3 
運

賃
等

相
当

額
を

そ
の

支
給

単
位

期
間

の
月

数
で

除
し

て
得

た
額

(交
通

機
関

等
が

2以
上

あ
る
場

合
に
お

い
て

は
、
そ

の
合
計

額
)及

び
前

項
第

2号
に

定
め
る

額
の
合
計
額
が

15
万
円
を
超
え
る
職
員
の
通
勤
手
当
の
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
当
該
職
員
の
通
勤

手
当
に
係
る
支
給
単
位
期
間
の
う
ち
最
も
長
い
支

給
単
位
期
間
に
つ

き
、
15

万
円
に
当
該
支
給
単
位
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。

 

 

4 
通
勤
手
当
は
、
支
給
単
位
期
間

(規
則
で
定
め

る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、
規
則
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で
定
め
る
期
間

)に
係
る
最
初
の
月
の
規
則
で
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。

 
5 

通
勤
手

当
を
支

給
さ

れ
る
職
員

に
つ
き

、
離

職
そ
の
他
の

規
則
で

定
め

る
事
由

が
生
じ
た
場
合
に

は
、
当
該
職
員
に
、
支
給
単
位
期
間
の

う
ち
こ
れ
ら
の
事
由
が

生
じ
た
後
の
期
間

を
考
慮
し
て
規
則
で
定
め
る
額
を
返
納
さ
せ
る
も
の
と
す
る
。

 

 

6 
こ
の
条

に
お
い

て
「

支
給
単
位

期
間
」

と
は

、
通
勤
手
当

の
支
給

の
単

位
と
な

る
期

間
と

し
て

6箇
月

を
超

え
な

い
範

囲
内

で
1箇

月
を

単
位

と
し

て
規

則
で

定

め
る
期
間

(自
動
車
等
に
係
る
通
勤
手
当
に
あ
っ
て
は
、

1箇
月

)を
い
う
。

 

 

7 
前
各
項

に
規
定

す
る

も
の
の
ほ

か
、
通

勤
の

実
情
の
変
更

に
伴
う

支
給

額
の
改

定
そ

の
他

通
勤

手
当

の
支

給
及

び
返

納
に

関
し

必
要

な
事

項
は

、
規

則
で

定
め

る
。

 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当

) 
(管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当

) 
第

20
条

の
5 

第
20

条
の

3に
規

定
す

る
管

理
職

手
当

を
支

給
さ

れ
る

こ
と

と
な

る

職
員

(次
項
に
お
い
て
「
管
理
職
員
」
と
い
う
。

)が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の

他
の
公
務
の
運
営

の
必
要
に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第

3条
第

1項
、
第

4条
及
び
第

5条
の
規
定

に
よ

る
週
休

日
又
は
祝

日
法

に
よ
る

休
日
等
若
し

く
は

年
末
年

始
の

休
日
等

(次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。

)に
勤
務
を
し
た
場
合
は
、
当

該
職
員
に
は
、
管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 

第
20

条
の

5 
第

20
条

の
3に

規
定

す
る

管
理

職
手

当
を

支
給

さ
れ

る
こ

と
と

な
る

職
員

(次
項
に
お
い
て
「
管
理
職
員
」
と
い
う
。

)が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の

他
の
公
務
の
運
営

の
必
要

に
よ
り
勤
務
時
間
条
例
第

3条
第

1項
、
第

4条
及
び
第

5条
の
規
定

に
よ

る
週
休

日
又
は
祝

日
法

に
よ
る

休
日
等
若
し

く
は

年
末
年

始
の

休
日
等

(次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。

)に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該

職
員
に
は
、
管
理

職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 
2 

前
項
に

規
定
す

る
場

合
の
ほ
か

、
管
理

職
員

が
災
害
へ
の

対
処
そ

の
他

の
臨
時

又
は

緊
急

の
必

要
に

よ
り

午
後

10
時

か
ら

翌
日

の
午

前
5時

ま
で

の
間

(週
休

日

等
に

含
ま

れ
る

時
間

を
除

く
。

)で
あ

っ
て

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
の

時
間

に
勤

務
を
し
た
場
合
は

、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 

2 
前
項
に

規
定
す

る
場

合
の
ほ
か

、
管
理

職
員

が
災
害
へ
の

対
処
そ

の
他

の
臨
時

又
は
緊
急

の
必

要
に
よ

り
週
休
日
等

以
外

の
日
の

午
前
零
時
か

ら
午

前
5時

ま
で

の
間
で
あ
っ
て
正

規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に

勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員

に
は
、
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 
3 

管
理
職
員
特
別
勤

務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該

各
号

に
定

め
る

額
(前

2項
に

規
定

す
る

勤
務

に
従

事
す

る
時

間
を

考
慮

し

3 
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、

当
該
各
号
に
定
め

る
額
と
す
る
。
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て
規

則
で

定
め

る
勤

務
を

し
た

職
員

に
あ

っ
て

は
、

そ
の

額
に

10
0分

の
15

0を
乗
じ
て
得
た
額

)と
す
る
。

 
(1

) 
第

1項
に

規
定
す

る
場

合
 

同
項

の
勤

務
1回

に
つ

き
、

12
,0

00
円

を
超
え

な
い
範
囲
内
に

お
い
て
規
則
で
定
め
る
額
 

 
(1

) 
第

1項
に

規
定

す
る

場
合

 
同

項
の

規
定

に
よ

る
勤

務
に

従
事

す
る

時
間

が
6時

間
を

超
え

る
こ

と
と

な
る

勤
務

1回
に

つ
き

、
12

,0
00

円
を

超
え

な
い

範
囲

内
に

お
い

て
規

則
で

定
め

る
額

(同
項

の
勤

務
に

従
事

す
る

時
間

等
を

考

慮
し
て
規
則
で

定
め
る
勤
務
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に

10
0分

の
50

を
乗
じ
て

得
た
額

) 
(2

) 
前

項
に

規
定

す
る

場
合

 
同

項
の

勤
務

1回
に

つ
き

、
6,

00
0円

を
超

え
な

い
範
囲
内
に
お

い
て
規
則
で
定
め
る
額

 
(2

) 
前

項
に

規
定

す
る

場
合

 
同

項
の

勤
務

1回
に

つ
き

、
6,

00
0円

を
超

え
な

い
範
囲
内
に
お

い
て
規
則
で
定
め
る
額

 
4 

前
3項

に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の

支
給
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。

 
4 

前
3項

に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の

支
給
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。

 
(地

域
手
当

) 
(地

域
手
当

) 
第

20
条

の
6 

地
域

手
当

は
、

当
該

地
域

に
お

け
る

民
間

の
賃

金
水

準
を

基
礎

と

し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮
し
て
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法

律
(昭

和
25

年
法

律
第

95
号

)第
11

条
の

3第
1項

に
規

定
す

る
地

域
手

当
の

支
給
地
域
に
在
勤

す
る
職
員
に
支
給
す
る
。

 

第
20

条
の

6 
地

域
手

当
は

、
当

該
地

域
に

お
け

る
民

間
の

賃
金

水
準

を
基

礎
と

し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮
し
て
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法

律
(昭

和
25

年
法

律
第

95
号

)第
11

条
の

3第
1項

に
規

定
す

る
地

域
手

当
の

支
給
地
域

(規
則
で
定
め
る
地
域
を
除
く
。

)に
在
勤
す
る
職
員
に
支
給
す
る
。

 
2 

地
域
手

当
の
月

額
は

、
給
料
、

扶
養
手

当
及

び
管
理
職
手

当
の
月

額
の

合
計
額

に
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
第

11
条

の
3第

2項
に

規
定

す
る

地

域
手
当
の
級
地
の

区
分
に
応
じ
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 

2 
地
域
手

当
の
月

額
は

、
給
料
、

扶
養
手

当
及

び
管
理
職
手

当
の
月

額
の

合
計
額

に
、

一
般

職
の

職
員

の
給

与
に

関
す

る
法

律
第

11
条

の
3第

2項
に

規
定

す
る

地

域
手
当
の
級
地
の

区
分
に
応
じ
た
支
給
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

 
第

3節
 
補

則
 

第
3節

 
補
則

 
(特

定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外

) 
(特

定
の
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外

) 
第

21
条

 
第

9条
第

1項
か
ら
第

3項
ま
で
、
第

10
条
、
第

14
条
及
び
第

20
条
の
規
定

は
、
定
年
前
再
任

用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

 
第

21
条
 
第

9条
第

1項
か
ら
第

3項
ま
で
、
第

10
条
、
第

14
条
、
第

20
条
及
び
第

2
0条

の
4の

規
定
は
、
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

 
 

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）
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給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
6
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

別
表
第

1(
第

8条
関
係

) 
別
表
第

1(
第

8条
関

係
) 

職
員

の
区

分
 

 職
務

の
級

 
1級

 
2級

 
3級

 
4級

 
5級

 
6級

 

号
級

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 
定

年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

  
円

円
円

円
円

円

1 
18

3,
50

0
23

0,
00

0
26

5,
30

0
29

8,
80

0
32

1,
30

0
35

5,
20

0
2 

18
4,

60
0

23
1,

50
0

26
6,

30
0

30
0,

30
0

32
3,

10
0

35
6,

90
0

3 
18

5,
80

0
23

3,
00

0
26

7,
30

0
30

1,
80

0
32

4,
90

0
35

8,
50

0
4 

18
6,

90
0

23
4,

50
0

26
8,

30
0

30
3,

20
0

32
6,

60
0

36
0,

10
0

5 
18

8,
00

0
23

6,
00

0
26

9,
30

0
30

4,
60

0
32

8,
30

0
36

1,
70

0
6 

18
9,

70
0

23
7,

50
0

27
0,

30
0

30
5,

70
0

33
0,

00
0

36
3,

50
0

7 
19

1,
30

0
23

9,
00

0
27

1,
30

0
30

6,
70

0
33

1,
70

0
36

5,
00

0
8 

19
2,

90
0

24
0,

50
0

27
2,

30
0

30
7,

90
0

33
3,

40
0

36
6,

60
0

9 
19

4,
50

0
24

2,
00

0
27

3,
30

0
30

9,
10

0
33

5,
00

0
36

8,
00

0
10

 
19

6,
20

0
24

3,
40

0
27

4,
30

0
31

0,
70

0
33

6,
70

0
36

9,
60

0
11

 
19

7,
80

0
24

4,
80

0
27

5,
30

0
31

2,
30

0
33

8,
40

0
37

1,
20

0
12

 
19

9,
40

0
24

6,
20

0
27

6,
40

0
31

3,
90

0
34

0,
00

0
37

2,
70

0
13

 
20

1,
00

0
24

7,
40

0
27

7,
40

0
31

5,
40

0
34

1,
50

0
37

4,
60

0
14

 
20

2,
70

0
24

8,
60

0
27

8,
70

0
31

7,
00

0
34

3,
10

0
37

6,
50

0
15

 
20

4,
40

0
24

9,
80

0
28

0,
00

0
31

8,
60

0
34

4,
70

0
37

8,
40

0
16

 
20

6,
10

0
25

1,
00

0
28

1,
20

0
32

0,
20

0
34

6,
20

0
38

0,
20

0
17

 
20

7,
40

0
25

2,
10

0
28

2,
50

0
32

1,
70

0
34

7,
60

0
38

1,
70

0
18

 
20

9,
00

0
25

3,
20

0
28

3,
80

0
32

3,
40

0
34

9,
30

0
38

3,
50

0
19

 
21

0,
60

0
25

4,
30

0
28

5,
00

0
32

5,
00

0
35

0,
90

0
38

5,
20

0
20

 
21

2,
10

0
25

5,
40

0
28

6,
20

0
32

6,
60

0
35

2,
50

0
38

6,
80

0

職
員

の
区

分
 

 職
務

の
級

 
1級

 
2級

 
3級

 
4級

 
5級

 
6級

 

号
級

 給
料

月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 給
料
月
額

 
定

年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
以

外
の

職
員

  
円

 
円

円
円

円
円

1 
18

3,
50

0
23

0,
00

0
26

1,
30

0
28

7,
30

0
30

9,
80

0
33

5,
00

0
2 

18
4,

60
0

23
1,

50
0

26
2,

30
0

28
8,

90
0

31
1,

50
0

33
6,

90
0

3 
18

5,
80

0
23

3,
00

0
26

3,
30

0
29

0,
40

0
31

3,
20

0
33

8,
70

0
4 

18
6,

90
0

23
4,

50
0

26
4,

30
0

29
1,

90
0

31
4,

70
0

34
0,

50
0

5 
18

8,
00

0
23

6,
00

0
26

5,
30

0
29

3,
40

0
31

6,
10

0
34

2,
20

0
6 

18
9,

70
0

23
7,

50
0

26
6,

30
0

29
4,

90
0

31
7,

40
0

34
3,

90
0

7 
19

1,
30

0
23

9,
00

0
26

7,
30

0
29

6,
30

0
31

8,
70

0
34

5,
50

0
8 

19
2,

90
0

24
0,

50
0

26
8,

30
0

29
7,

60
0

32
0,

00
0

34
7,

20
0

9 
19

4,
50

0
24

2,
00

0
26

9,
30

0
29

8,
80

0
32

1,
30

0
34

8,
80

0
10

 
19

6,
20

0
24

3,
40

0
27

0,
30

0
30

0,
30

0
32

3,
10

0
35

0,
50

0
11

 
19

7,
80

0
24

4,
80

0
27

1,
30

0
30

1,
80

0
32

4,
90

0
35

2,
10

0
12

 
19

9,
40

0
24

6,
20

0
27

2,
30

0
30

3,
20

0
32

6,
60

0
35

3,
70

0
13

 
20

1,
00

0
24

7,
40

0
27

3,
30

0
30

4,
60

0
32

8,
30

0
35

5,
20

0
14

 
20

2,
70

0
24

8,
60

0
27

4,
30

0
30

5,
70

0
33

0,
00

0
35

6,
90

0
15

 
20

4,
40

0
24

9,
80

0
27

5,
30

0
30

6,
70

0
33

1,
70

0
35

8,
50

0
16

 
20

6,
10

0
25

1,
00

0
27

6,
40

0
30

7,
90

0
33

3,
40

0
36

0,
10

0
17

 
20

7,
40

0
25

2,
10

0
27

7,
40

0
30

9,
10

0
33

5,
00

0
36

1,
70

0
18

 
20

9,
00

0
25

3,
20

0
27

8,
70

0
31

0,
70

0
33

6,
70

0
36

3,
50

0
19

 
21

0,
60

0
25

4,
30

0
28

0,
00

0
31

2,
30

0
33

8,
40

0
36

5,
00

0
20

 
21

2,
10

0
25

5,
40

0
28

1,
20

0
31

3,
90

0
34

0,
00

0
36

6,
60

0

41



職
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-
 

改
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21
 

21
3,

60
0

25
6,

40
0

28
7,

30
0

32
8,

00
0

35
3,

70
0

38
8,

50
0

22
 

21
5,

20
0

25
7,

40
0

28
8,

50
0

32
9,

70
0

35
5,

20
0

38
9,

90
0

23
 

21
6,

80
0

25
8,

40
0

28
9,

80
0

33
1,

40
0

35
6,

70
0

39
1,

30
0

24
 

21
8,

40
0

25
9,

40
0

29
1,

10
0

33
3,

00
0

35
8,

20
0

39
2,

70
0

25
 

22
0,

00
0

26
0,

40
0

29
2,

40
0

33
4,

20
0

35
9,

90
0

39
4,

10
0

26
 

22
1,

70
0

26
1,

30
0

29
3,

40
0

33
6,

10
0

36
1,

70
0

39
5,

30
0

27
 

22
3,

00
0

26
2,

20
0

29
4,

40
0

33
7,

80
0

36
3,

40
0

39
6,

50
0

28
 

22
4,

30
0

26
3,

10
0

29
5,

50
0

33
9,

40
0

36
5,

10
0

39
7,

50
0

29
 

22
5,

60
0

26
3,

90
0

29
6,

60
0

34
0,

90
0

36
6,

50
0

39
8,

60
0

30
 

22
6,

70
0

26
4,

70
0

29
7,

80
0

34
2,

50
0

36
7,

80
0

39
9,

80
0

31
 

22
7,

80
0

26
5,

50
0

29
8,

90
0

34
4,

10
0

36
9,

00
0

40
0,

90
0

32
 

22
8,

90
0

26
6,

30
0

30
0,

10
0

34
5,

70
0

37
0,

40
0

40
2,

00
0

33
 

23
0,

00
0

26
7,

00
0

30
1,

30
0

34
7,

40
0

37
1,

50
0

40
2,

70
0

34
 

23
1,

10
0

26
7,

80
0

30
2,

60
0

34
9,

20
0

37
2,

40
0

40
3,

40
0

35
 

23
2,

20
0

26
8,

60
0

30
3,

90
0

35
1,

00
0

37
3,

40
0

40
4,

10
0

36
 

23
3,

30
0

26
9,

30
0

30
5,

20
0

35
2,

80
0

37
4,

50
0

40
4,

80
0

37
 

23
4,

40
0

27
0,

00
0

30
6,

50
0

35
4,

30
0

37
5,

30
0

40
5,

40
0

38
 

23
5,

40
0

27
0,

80
0

30
7,

80
0

35
5,

70
0

37
6,

20
0

40
6,

00
0

39
 

23
6,

40
0

27
1,

60
0

30
9,

10
0

35
7,

10
0

37
7,

10
0

40
6,

50
0

40
 

23
7,

30
0

27
2,

30
0

31
0,

40
0

35
8,

50
0

37
7,

90
0

40
6,

90
0

41
 

23
8,

20
0

27
3,

00
0

31
1,

70
0

36
0,

00
0

37
8,

70
0

40
7,

30
0

42
 

23
9,

10
0

27
3,

80
0

31
3,

00
0

36
0,

80
0

37
9,

50
0

40
7,

50
0

43
 

23
9,

90
0

27
4,

60
0

31
4,

30
0

36
1,

80
0

38
0,

30
0

40
7,

80
0

44
 

24
0,

70
0

27
5,

30
0

31
5,

40
0

36
2,

80
0

38
1,

00
0

40
8,

10
0

45
 

24
1,

40
0

27
6,

00
0

31
6,

30
0

36
3,

70
0

38
1,

70
0

40
8,

40
0

46
 

24
2,

00
0

27
6,

70
0

31
7,

60
0

36
4,

80
0

38
2,

40
0

40
8,

70
0

21
 

21
3,

60
0

25
6,

40
0

28
2,

50
0

31
5,

40
0

34
1,

50
0

36
8,

00
0

22
 

21
5,

20
0

25
7,

40
0

28
3,

80
0

31
7,

00
0

34
3,

10
0

36
9,

60
0

23
 

21
6,

80
0

25
8,

40
0

28
5,

00
0

31
8,

60
0

34
4,

70
0

37
1,

20
0

24
 

21
8,

40
0

25
9,

40
0

28
6,

20
0

32
0,

20
0

34
6,

20
0

37
2,

70
0

25
 

22
0,

00
0

26
0,

40
0

28
7,

30
0

32
1,

70
0

34
7,

60
0

37
4,

60
0

26
 

22
1,

70
0

26
1,

30
0

28
8,

50
0

32
3,

40
0

34
9,

30
0

37
6,

50
0

27
 

22
3,

00
0

26
2,

20
0

28
9,

80
0

32
5,

00
0

35
0,

90
0

37
8,

40
0

28
 

22
4,

30
0

26
3,

10
0

29
1,

10
0

32
6,

60
0

35
2,

50
0

38
0,

20
0

29
 

22
5,

60
0

26
3,

90
0

29
2,

40
0

32
8,

00
0

35
3,

70
0

38
1,

70
0

30
 

22
6,

70
0

26
4,

70
0

29
3,

40
0

32
9,

70
0

35
5,

20
0

38
3,

50
0

31
 

22
7,

80
0

26
5,

50
0

29
4,

40
0

33
1,

40
0

35
6,

70
0

38
5,

20
0

32
 

22
8,

90
0

26
6,

30
0

29
5,

50
0

33
3,

00
0

35
8,

20
0

38
6,

80
0

33
 

23
0,

00
0

26
7,

00
0

29
6,

60
0

33
4,

20
0

35
9,

90
0

38
8,

50
0

34
 

23
1,

10
0

26
7,

80
0

29
7,

80
0

33
6,

10
0

36
1,

70
0

38
9,

90
0

35
 

23
2,

20
0

26
8,

60
0

29
8,

90
0

33
7,

80
0

36
3,

40
0

39
1,

30
0

36
 

23
3,

30
0

26
9,

30
0

30
0,

10
0

33
9,

40
0

36
5,

10
0

39
2,

70
0

37
 

23
4,

40
0

27
0,

00
0

30
1,

30
0

34
0,

90
0

36
6,

50
0

39
4,

10
0

38
 

23
5,

40
0

27
0,

80
0

30
2,

60
0

34
2,

50
0

36
7,

80
0

39
5,

30
0

39
 

23
6,

40
0

27
1,

60
0

30
3,

90
0

34
4,

10
0

36
9,

00
0

39
6,

50
0

40
 

23
7,

30
0

27
2,

30
0

30
5,

20
0

34
5,

70
0

37
0,

40
0

39
7,

50
0

41
 

23
8,

20
0

27
3,

00
0

30
6,

50
0

34
7,

40
0

37
1,

50
0

39
8,

60
0

42
 

23
9,

10
0

27
3,

80
0

30
7,

80
0

34
9,

20
0

37
2,

40
0

39
9,

80
0

43
 

23
9,

90
0

27
4,

60
0

30
9,

10
0

35
1,

00
0

37
3,

40
0

40
0,

90
0

44
 

24
0,

70
0

27
5,

30
0

31
0,

40
0

35
2,

80
0

37
4,

50
0

40
2,

00
0

45
 

24
1,

40
0

27
6,

00
0

31
1,

70
0

35
4,

30
0

37
5,

30
0

40
2,

70
0

46
 

24
2,

00
0

27
6,

70
0

31
3,

00
0

35
5,

70
0

37
6,

20
0

40
3,

40
0

42
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-
 

改
 
正
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改
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前

 

47
 

24
2,

60
0

27
7,

40
0

31
8,

90
0

36
5,

70
0

38
3,

10
0

40
9,

00
0

48
 

24
3,

20
0

27
8,

10
0

32
0,

20
0

36
6,

70
0

38
3,

80
0

40
9,

30
0

49
 

24
3,

80
0

27
8,

80
0

32
1,

40
0

36
7,

60
0

38
4,

30
0

40
9,

50
0

50
 

24
4,

40
0

27
9,

50
0

32
2,

70
0

36
8,

30
0

38
4,

90
0

40
9,

80
0

51
 

24
5,

00
0

28
0,

20
0

32
3,

90
0

36
9,

00
0

38
5,

50
0

41
0,

10
0

52
 

24
5,

50
0

28
0,

90
0

32
5,

10
0

36
9,

60
0

38
6,

20
0

41
0,

40
0

53
 

24
6,

00
0

28
1,

50
0

32
6,

40
0

37
0,

00
0

38
6,

60
0

41
0,

60
0

54
 

24
6,

40
0

28
2,

20
0

32
7,

50
0

37
0,

60
0

38
7,

20
0

41
0,

90
0

55
 

24
6,

70
0

28
2,

80
0

32
8,

60
0

37
1,

30
0

38
7,

80
0

41
1,

20
0

56
 

24
7,

00
0

28
3,

50
0

32
9,

70
0

37
2,

00
0

38
8,

30
0

41
1,

50
0

57
 

24
7,

30
0

28
4,

10
0

33
0,

40
0

37
2,

30
0

38
8,

70
0

41
1,

70
0

58
 

24
7,

60
0

28
4,

80
0

33
1,

30
0

37
3,

00
0

38
9,

30
0

41
2,

00
0

59
 

24
7,

90
0

28
5,

40
0

33
2,

00
0

37
3,

70
0

38
9,

90
0

41
2,

30
0

60
 

24
8,

20
0

28
6,

10
0

33
2,

80
0

37
4,

30
0

39
0,

40
0

41
2,

50
0

61
 

24
8,

50
0

28
6,

70
0

33
3,

60
0

37
4,

60
0

39
0,

80
0

41
2,

70
0

62
 

24
8,

80
0

28
7,

40
0

33
4,

00
0

37
5,

10
0

39
1,

30
0

41
3,

00
0

63
 

24
9,

10
0

28
8,

00
0

33
4,

60
0

37
5,

70
0

39
1,

80
0

41
3,

30
0

64
 

24
9,

40
0

28
8,

50
0

33
5,

30
0

37
6,

30
0

39
2,

40
0

41
3,

50
0

65
 

24
9,

70
0

28
9,

00
0

33
6,

10
0

37
6,

60
0

39
2,

70
0

41
3,

70
0

66
 

25
0,

00
0

28
9,

60
0

33
6,

80
0

37
7,

20
0

39
3,

10
0

41
4,

00
0

67
 

25
0,

30
0

29
0,

10
0

33
7,

50
0

37
7,

90
0

39
3,

50
0

41
4,

30
0

68
 

25
0,

60
0

29
0,

70
0

33
8,

10
0

37
8,

50
0

39
3,

90
0

41
4,

50
0

69
 

25
0,

90
0

29
1,

20
0

33
8,

60
0

37
8,

90
0

39
4,

20
0

41
4,

70
0

70
 

25
1,

20
0

29
1,

70
0

33
9,

20
0

37
9,

40
0

39
4,

50
0

41
5,

00
0

71
 

25
1,

50
0

29
2,

30
0

33
9,

70
0

38
0,

00
0

39
4,

80
0

41
5,

30
0

72
 

25
1,

80
0

29
2,

90
0

34
0,

30
0

38
0,

50
0

39
5,

00
0

41
5,

50
0

47
 

24
2,

60
0

27
7,

40
0

31
4,

30
0

35
7,

10
0

37
7,

10
0

40
4,

10
0

48
 

24
3,

20
0

27
8,

10
0

31
5,

40
0

35
8,

50
0

37
7,

90
0

40
4,

80
0

49
 

24
3,

80
0

27
8,

80
0

31
6,

30
0

36
0,

00
0

37
8,

70
0

40
5,

40
0

50
 

24
4,

40
0

27
9,

50
0

31
7,

60
0

36
0,

80
0

37
9,

50
0

40
6,

00
0

51
 

24
5,

00
0

28
0,

20
0

31
8,

90
0

36
1,

80
0

38
0,

30
0

40
6,

50
0

52
 

24
5,

50
0

28
0,

90
0

32
0,

20
0

36
2,

80
0

38
1,

00
0

40
6,

90
0

53
 

24
6,

00
0

28
1,

50
0

32
1,

40
0

36
3,

70
0

38
1,

70
0

40
7,

30
0

54
 

24
6,

40
0

28
2,

20
0

32
2,

70
0

36
4,

80
0

38
2,

40
0

40
7,

50
0

55
 

24
6,

70
0

28
2,

80
0

32
3,

90
0

36
5,

70
0

38
3,

10
0

40
7,

80
0

56
 

24
7,

00
0

28
3,

50
0

32
5,

10
0

36
6,

70
0

38
3,

80
0

40
8,

10
0

57
 

24
7,

30
0

28
4,

10
0

32
6,

40
0

36
7,

60
0

38
4,

30
0

40
8,

40
0

58
 

24
7,

60
0

28
4,

80
0

32
7,

50
0

36
8,

30
0

38
4,

90
0

40
8,

70
0

59
 

24
7,

90
0

28
5,

40
0

32
8,

60
0

36
9,

00
0

38
5,

50
0

40
9,

00
0

60
 

24
8,

20
0

28
6,

10
0

32
9,

70
0

36
9,

60
0

38
6,

20
0

40
9,

30
0

61
 

24
8,

50
0

28
6,

70
0

33
0,

40
0

37
0,

00
0

38
6,

60
0

40
9,

50
0

62
 

24
8,

80
0

28
7,

40
0

33
1,

30
0

37
0,

60
0

38
7,

20
0

40
9,

80
0

63
 

24
9,

10
0

28
8,

00
0

33
2,

00
0

37
1,

30
0

38
7,

80
0

41
0,

10
0

64
 

24
9,

40
0

28
8,

50
0

33
2,

80
0

37
2,

00
0

38
8,

30
0

41
0,

40
0

65
 

24
9,

70
0

28
9,

00
0

33
3,

60
0

37
2,

30
0

38
8,

70
0

41
0,

60
0

66
 

25
0,

00
0

28
9,

60
0

33
4,

00
0

37
3,

00
0

38
9,

30
0

41
0,

90
0

67
 

25
0,

30
0

29
0,

10
0

33
4,

60
0

37
3,

70
0

38
9,

90
0

41
1,

20
0

68
 

25
0,

60
0

29
0,

70
0

33
5,

30
0

37
4,

30
0

39
0,

40
0

41
1,

50
0

69
 

25
0,

90
0

29
1,

20
0

33
6,

10
0

37
4,

60
0

39
0,

80
0

41
1,

70
0

70
 

25
1,

20
0

29
1,

70
0

33
6,

80
0

37
5,

10
0

39
1,

30
0

41
2,

00
0

71
 

25
1,

50
0

29
2,

30
0

33
7,

50
0

37
5,

70
0

39
1,

80
0

41
2,

30
0

72
 

25
1,

80
0

29
2,

90
0

33
8,

10
0

37
6,

30
0

39
2,

40
0

41
2,

50
0

43
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-
 

改
 
正
 
後

 
改
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前

 

73
 

25
2,

10
0

29
3,

40
0

34
0,

60
0

38
1,

00
0

39
5,

20
0

41
5,

70
0

74
 

25
2,

40
0

29
3,

90
0

34
1,

10
0

38
1,

60
0

39
5,

50
0

 

75
 

25
2,

70
0

29
4,

30
0

34
1,

50
0

38
2,

10
0

39
5,

80
0

 

76
 

25
3,

00
0

29
4,

60
0

34
1,

90
0

38
2,

40
0

39
6,

00
0

 

77
 

25
3,

30
0

29
4,

80
0

34
2,

30
0

38
2,

80
0

39
6,

20
0

 

78
 

25
3,

60
0

29
5,

10
0

34
2,

80
0

38
3,

30
0

39
6,

50
0

 

79
 

25
3,

90
0

29
5,

30
0

34
3,

30
0

38
3,

70
0

39
6,

80
0

 

80
 

25
4,

20
0

29
5,

60
0

34
3,

80
0

38
4,

10
0

39
7,

00
0

 

81
 

25
4,

50
0

29
5,

80
0

34
4,

10
0

38
4,

50
0

39
7,

20
0

 

82
 

25
4,

80
0

29
6,

00
0

34
4,

50
0

38
5,

00
0

39
7,

50
0

 

83
 

25
5,

10
0

29
6,

30
0

34
4,

90
0

38
5,

40
0

39
7,

80
0

 

84
 

25
5,

40
0

29
6,

50
0

34
5,

30
0

38
5,

80
0

39
8,

00
0

 

85
 

25
5,

70
0

29
6,

80
0

34
5,

60
0

38
6,

10
0

39
8,

20
0

 

86
 

25
6,

00
0

29
7,

10
0

34
6,

00
0

 
 

 

87
 

25
6,

30
0

29
7,

40
0

34
6,

40
0

 
 

 

88
 

25
6,

60
0

29
7,

70
0

34
6,

80
0

 
 

 

89
 

25
6,

90
0

29
8,

00
0

34
7,

00
0

 
 

 

90
 

25
7,

20
0

29
8,

30
0

34
7,

40
0

 
 

 

91
 

25
7,

50
0

29
8,

60
0

34
7,

80
0

 
 

 

92
 

25
7,

80
0

29
9,

00
0

34
8,

20
0

 
 

 

93
 

25
8,

10
0

29
9,

20
0

34
8,

40
0

 
 

 

94
 

 
29

9,
40

0
34

8,
80

0
 

 
 

95
 

 
29

9,
70

0
34

9,
20

0
 

 
 

96
 

 
30

0,
10

0
34

9,
50

0
 

 
 

97
 

 
30

0,
30

0
34

9,
80

0
 

 
 

98
 

 
30

0,
60

0
35

0,
20

0
 

 
 

73
 

25
2,

10
0

29
3,

40
0

33
8,

60
0

37
6,

60
0

39
2,

70
0

41
2,

70
0

74
 

25
2,

40
0

29
3,

90
0

33
9,

20
0

37
7,

20
0

39
3,

10
0

41
3,

00
0

75
 

25
2,

70
0

29
4,

30
0

33
9,

70
0

37
7,

90
0

39
3,

50
0

41
3,

30
0

76
 

25
3,

00
0

29
4,

60
0

34
0,

30
0

37
8,

50
0

39
3,

90
0

41
3,

50
0

77
 

25
3,

30
0

29
4,

80
0

34
0,

60
0

37
8,

90
0

39
4,

20
0

41
3,

70
0

78
 

25
3,

60
0

29
5,

10
0

34
1,

10
0

37
9,

40
0

39
4,

50
0

41
4,

00
0

79
 

25
3,

90
0

29
5,

30
0

34
1,

50
0

38
0,

00
0

39
4,

80
0

41
4,

30
0

80
 

25
4,

20
0

29
5,

60
0

34
1,

90
0

38
0,

50
0

39
5,

00
0

41
4,

50
0

81
 

25
4,

50
0

29
5,

80
0

34
2,

30
0

38
1,

00
0

39
5,

20
0

41
4,

70
0

82
 

25
4,

80
0

29
6,

00
0

34
2,

80
0

38
1,

60
0

39
5,

50
0

41
5,

00
0

83
 

25
5,

10
0

29
6,

30
0

34
3,

30
0

38
2,

10
0

39
5,

80
0

41
5,

30
0

84
 

25
5,

40
0

29
6,

50
0

34
3,

80
0

38
2,

40
0

39
6,

00
0

41
5,

50
0

85
 

25
5,

70
0

29
6,

80
0

34
4,

10
0

38
2,

80
0

39
6,

20
0

41
5,

70
0

86
 

25
6,

00
0

29
7,

10
0

34
4,

50
0

38
3,

30
0

39
6,

50
0

 

87
 

25
6,

30
0

29
7,

40
0

34
4,

90
0

38
3,

70
0

39
6,

80
0

 

88
 

25
6,

60
0

29
7,

70
0

34
5,

30
0

38
4,

10
0

39
7,

00
0

 

89
 

25
6,

90
0

29
8,

00
0

34
5,

60
0

38
4,

50
0

39
7,

20
0

 

90
 

25
7,

20
0

29
8,

30
0

34
6,

00
0

38
5,

00
0

39
7,

50
0

 

91
 

25
7,

50
0

29
8,

60
0

34
6,

40
0

38
5,

40
0

39
7,

80
0

 

92
 

25
7,

80
0

29
9,

00
0

34
6,

80
0

38
5,

80
0

39
8,

00
0

 

93
 

25
8,

10
0

29
9,

20
0

34
7,

00
0

38
6,

10
0

39
8,

20
0

 

94
 

 
29

9,
40

0
34

7,
40

0
 

 
 

95
 

 
29

9,
70

0
34

7,
80

0
 

 
 

96
 

 
30

0,
10

0
34

8,
20

0
 

 
 

97
 

 
30

0,
30

0
34

8,
40

0
 

 
 

98
 

 
30

0,
60

0
34

8,
80

0
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-
 

改
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後
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前

 

99
 

 
30

1,
00

0
35

0,
60

0
 

 
 

10
0 

 
30

1,
40

0
35

1,
00

0
 

 
 

10
1 

 
30

1,
60

0
35

1,
50

0
 

 
 

10
2 

 
30

1,
90

0
35

1,
90

0
 

 
 

10
3 

 
30

2,
20

0
35

2,
30

0
 

 
 

10
4 

 
30

2,
50

0
35

2,
70

0
 

 
 

10
5 

 
30

2,
70

0
35

3,
20

0
 

 
 

10
6 

 
30

3,
00

0
35

3,
60

0
 

 
 

10
7 

 
30

3,
30

0
35

3,
90

0
 

 
 

10
8 

 
30

3,
60

0
35

4,
20

0
 

 
 

10
9 

 
30

3,
80

0
35

4,
70

0
 

 
 

11
0 

 
30

4,
20

0
 

 
 

 

11
1 

 
30

4,
60

0
 

 
 

 

11
2 

 
30

4,
90

0
 

 
 

 

11
3 

 
30

5,
10

0
 

 
 

 

11
4 

 
30

5,
30

0
 

 
 

 

11
5 

 
30

5,
60

0
 

 
 

 

11
6 

 
30

6,
00

0
 

 
 

 

11
7 

 
30

6,
20

0
 

 
 

 

11
8 

 
30

6,
40

0
 

 
 

 

11
9 

 
30

6,
70

0
 

 
 

 

12
0 

 
30

7,
00

0
 

 
 

 

12
1 

 
30

7,
40

0
 

 
 

 

12
2 

 
30

7,
60

0
 

 
 

 

12
3 

 
30

7,
90

0
 

 
 

 

12
4 

 
30

8,
20

0
 

 
 

 

99
 

 
30

1,
00

0
34

9,
20

0
 

 
 

10
0 

 
30

1,
40

0
34

9,
50

0
 

 
 

10
1 

 
30

1,
60

0
34

9,
80

0
 

 
 

10
2 

 
30

1,
90

0
35

0,
20

0
 

 
 

10
3 

 
30

2,
20

0
35

0,
60

0
 

 
 

10
4 

 
30

2,
50

0
35

1,
00

0
 

 
 

10
5 

 
30

2,
70

0
35

1,
50

0
 

 
 

10
6 

 
30

3,
00

0
35

1,
90

0
 

 
 

10
7 

 
30

3,
30

0
35

2,
30

0
 

 
 

10
8 

 
30

3,
60

0
35

2,
70

0
 

 
 

10
9 

 
30

3,
80

0
35

3,
20

0
 

 
 

11
0 

 
30

4,
20

0
35

3,
60

0
 

 
 

11
1 

 
30

4,
60

0
35

3,
90

0
 

 
 

11
2 

 
30

4,
90

0
35

4,
20

0
 

 
 

11
3 

 
30

5,
10

0
35

4,
70

0
 

 
 

11
4 

 
30

5,
30

0
 

 
 

 

11
5 

 
30

5,
60

0
 

 
 

 

11
6 

 
30

6,
00

0
 

 
 

 

11
7 

 
30

6,
20

0
 

 
 

 

11
8 

 
30

6,
40

0
 

 
 

 

11
9 

 
30

6,
70

0
 

 
 

 

12
0 

 
30

7,
00

0
 

 
 

 

12
1 

 
30

7,
40

0
 

 
 

 

12
2 

 
30

7,
60

0
 

 
 

 

12
3 

 
30

7,
90

0
 

 
 

 

12
4 

 
30

8,
20

0
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12
5 

 
30

8,
50

0
 

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
 

円
円

円
円

円
円

 
19

2,
00

0
21

9,
50

0
26

0,
00

0
27

9,
70

0
29

4,
90

0
32

0,
60

0

 

12
5 

 
30

8,
50

0
 

 
 

 

定
年

前
再

任
用

短
時

間
勤

務
職

員
 

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
基

準
給

料

月
額

 
 

円
 

円
円

円
円

円

 
19

2,
00

0
21

9,
50

0
26

0,
00

0
27

9,
70

0
29

4,
90

0
32

0,
60

0
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か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

- 1
 - 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
２
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

企
業
職
員

の
給

与
の

種
類
及
び
基

準
に
関
す

る
条
例

新
旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

 
（
平
成

28
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

13
号
）

 
（
平
成

28
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

13
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当

) 
(管

理
職
員
特
別
勤
務
手
当

) 
第

5条
 
前
条
第

1項
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職

員
(以

下
「
管
理
職
員
」
と
い
う
。

)
が
、
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

9年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

27
号

)第
3条

第
1項

、
第

4条
及
び
第

5条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
又
は
職
員
の

給
与
等
に

関
す

る
条
例

(昭
和

33
年
か

つ
ら
ぎ

町
条

例
第

44
号
。

以
下
「

給
与

条

例
」

と
い

う
。

)第
5条

第
1号

に
規

定
す

る
祝

日
法
に

よ
る

休
日
等

若
し
く

は
年

末
年
始
の
休
日
等

(次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。

)に
勤
務
を
し
た
場

合
は
、
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 

第
5条

 
前
条
第

1項
に
規
定
す
る
職
に
あ
る
職
員

(以
下
「
管
理
職
員
」
と
い
う
。

)
が
、
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
条
例

(平
成

9年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

27
号

)第
3条

第
1項

、
第

4条
及
び
第

5条
の
規
定
に
基
づ
く
週
休
日
又
は
職
員
の

給
与
等
に

関
す
る

条
例

(昭
和

33
年
か

つ
ら
ぎ

町
条

例
第

44
号
。

以
下
「

給
与

条

例
」

と
い

う
。

)第
5条

第
1号

に
規

定
す

る
祝

日
法
に

よ
る

休
日
等

若
し
く

は
年

末
年
始
の
休
日
等

(次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。

)に
勤
務
し
た
場
合

は
、
管
理
職
員
特

別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 
2 

前
項
に

規
定
す

る
場

合
の
ほ
か

、
管
理

職
員

が
災
害
へ
の

対
処
そ

の
他

の
臨
時

又
は

緊
急

の
必

要
に

よ
り

午
後

10
時

か
ら

翌
日

の
午

前
5時

ま
で

の
間

(週
休

日

等
に

含
ま

れ
る

時
間

を
除

く
。

)で
あ

っ
て

正
規

の
勤

務
時

間
以

外
の

時
間

に
勤

務
を
し
た
場
合
は

、
当
該
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 

2 
前
項
に

規
定
す

る
場

合
の
ほ
か

、
管
理

職
員

が
災
害
へ
の

対
処
そ

の
他

の
臨
時

又
は
緊
急

の
必

要
に
よ

り
週
休
日
等

以
外

の
日
の

午
前
零
時
か

ら
午

前
5時

ま
で

の
間
で
あ
っ
て
正

規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に

勤
務
し
た
場
合
は
、
当
該
職
員

に
は
、
管
理
職
員

特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

 
(扶

養
手
当

) 
(扶

養
手
当

) 
第

6条
 
扶
養
手
当
は

、
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。

 
第

6条
 
扶
養
手
当
は
、
扶
養
親
族
の
あ
る
職
員
に
対
し
て
支
給
す
る
。
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か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

- 2
 - 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

2 
前
項
の

扶
養
親

族
と

は
、
次
に

掲
げ
る

者
で

他
に
生
計
の

途
が
な

く
主

と
し
て

そ
の
職
員
の
扶
養

を
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う
。

 
2 

前
項
の

扶
養
親

族
と

は
、
次
に

掲
げ
る

者
で

他
に
生
計
の

途
が
な

く
主

と
し
て

そ
の
職
員
の
扶
養

を
受
け
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
い
う

。
 

 
(1

) 
配
偶

者
(婚

姻
の

届
出
を
し
て

い
な
い

が
事
実

上
婚
姻
関

係
と
同

様
の
事

情

に
あ
る
と
認
め

ら
れ
る
者
を
含
む
。
以
下
同
じ
。

) 
(1

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

 
(2

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
子

 
(2

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫

 
(3

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
孫

 
(3

) 
満

60
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

 
(4

) 
満

60
歳
以
上
の
父
母
及
び
祖
父
母

 
(4

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

 
(5

) 
満

22
歳
に
達
す
る
日
以
後
の
最
初
の

3月
31

日
ま
で
の
間
に
あ
る
弟
妹

 
(5

) 
重
度
心
身
障
害
者

 
(6

) 
重
度
心
身

障
害
者

 
(通

勤
手
当

) 
(通

勤
手
当

) 
第

7条
 
通
勤
手
当
は

、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

 
第

7条
 
通
勤
手
当
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
に
支
給
す
る
。

 
(1

) 
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
通
路

(以
下
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。

)
を
利
用
し
、
か
つ
、
そ
の
運
賃

又
は
料
金
を
負
担
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
職

員
(交

通
機

関
等

を
利

用
し

な
け

れ
ば

通
勤

す
る

こ
と

が
著

し
く

困
難

で
あ

る

職
員

以
外

の
職

員
で

あ
っ

て
交

通
機

関
等

を
利

用
し

な
い

で
徒

歩
に

よ
り

通

勤
す
る

も
の
と

し
た
場

合
の

通
勤

距
離
が

片
道

2キ
ロ
メ
ー
ト

ル
未

満
で
あ
る

も
の
及
び
第

3号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。

) 

(1
) 

通
勤
の
た

め
交
通
機
関
又
は
有
料
の
通
路

(以
下
「
交
通
機
関
等
」
と
い
う
。

)
を
利
用
し
、
か
つ
、
そ
の
運
賃
又
は
料
金
を
負
担
す
る
こ

と
を
常
例
と
す
る
職

員
(通

勤
距
離
が
片
道

2キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
職
員
を
除
く
。

) 

(2
) 

通
勤
の
た
め
自
動
車
そ
の
他
の
用
具

(以
下
「

自
動
車
等
」
と
い
う
。

)を
使

用
す

る
こ

と
を

常
例

と
す

る
職

員
(自

動
車

等
を

利
用

し
な

け
れ

ば
通

勤
す

る

こ
と

が
著

し
く

困
難

で
あ

る
職

員
以

外
の

職
員

で
あ

っ
て

自
動

車
等

を
利

用

し
な
い

で
徒
歩

に
よ
り

通
勤

す
る

も
の
と

し
た
場

合
の
通
勤
距

離
が

片
道

2キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未

満
で
あ
る
も
の
及
び
次
号
に
掲
げ
る
職
員
を
除
く
。

) 

(2
) 

通
勤
の
た

め
自
動
車
そ
の
他
の
用
具

(以
下
「

自
動
車
等
」
と
い
う
。

)を
使

用
す

る
こ

と
を

常
例

と
す

る
職

員
(通

勤
距

離
が

片
道

2キ
ロ

メ
ー

ト
ル

未
満

で
あ
る
職
員
を

除
く
。

) 

(3
) 

 
通
勤
の
た
め
交
通
機
関
等
を
利
用
し
て
そ
の
運
賃
等
を
負
担
し
、
か
つ
、

自
動
車
等
を
使
用
す
る
こ
と
を
常
例
と
す
る
職
員
（
交
通
機
関
等
を
利
用
し
、

又
は
自
動
車
等
を
使
用
し
な
け
れ
ば
通
勤
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
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か
つ
ら
ぎ
町
企
業
職
員
の
給
与
の
種
類
及
び
基
準
に
関
す
る
条
例

- 3
 - 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

職
員
以
外
の
職
員
で
あ
っ
て
、
交
通
機
関
等
を
利
用
せ
ず
、
か
つ
、
自
動
車
等

を
使
用
し
な
い
で
徒
歩
に
よ
り
通
勤
す
る
も
の
と
し
た
場
合
の
通
勤
距
離
が

片
道
２
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
未
満
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(地

域
手
当

) 
(地

域
手
当

) 
第

15
条

の
2 

地
域

手
当

は
、

当
該

地
域

に
お

け
る

民
間

の
賃

金
水

準
を

基
礎

と

し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮
し
て
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法

律
(昭

和
25

年
法

律
第

95
号

)第
11

条
の

3第
1項

に
規

定
す

る
地

域
手

当
の

支
給
地
域
に
在
勤

す
る
職
員
に
支
給
す
る
。

 

第
15

条
の

2 
地

域
手

当
は

、
当

該
地

域
に

お
け

る
民

間
の

賃
金

水
準

を
基

礎
と

し
、
当
該
地
域
に
お
け
る
物
価
等
を
考
慮
し
て
、
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法

律
(昭

和
25

年
法

律
第

95
号

)第
11

条
の

3第
1項

に
規

定
す

る
地

域
手

当
の

支
給
地
域

(企
業
管
理
規
程
で
定
め
る
地
域
を
除
く
。

)に
在
勤
す
る
職
員
に
支
給

す
る
。

 
 

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外

) 
(定

年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
に
つ
い
て
の
適
用
除
外

) 
第

20
条

 
第

6条
及
び

第
15

条
の
規
定
は
、
地
方
公
務
員
法

第
22

条
の

4第
1項

又
は

第
22

条
の

5第
1項

の
規
定
に
よ
り
採
用
さ
れ

た
職
員
に
は
適
用
し
な
い
。

 
第

20
条
 
第

6条
、

第
12

条
及
び
第

15
条

の
規

定
は

、
地
方
公

務
員
法
第

22
条

の
4

第
1項

又
は

第
22

条
の

5第
1項

の
規

定
に

よ
り

採
用

さ
れ

た
職

員
に

は
適

用
し

な
い
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 

 
 

49



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
２
号
 
参

考
資
料
】
 

会
計

年
度
任

用
職
員
の

給
与

及
び

費
用
弁
償
に

関
す
る
条

例
新
旧

対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
３
条
関
係
】

 
 

 
 

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
（
令
和
元
年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号
）

 
（
令
和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号
）

 
 

 
（
本
 
則
 
省
 
略
）

 
（
本
 
則
 
省
 
略
）

 
 

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
 

 
別
表
第

1(
第

4条
関
係

) 
別
表
第

1(
第

4条
関

係
) 

行
政
職
給
料
表

 
行
政
職
給
料
表

 
 

職
務
の
級

 
1級

 
2級

 
号
給

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
 

円
円

1 
18

3,
50

0
23

0,
00

0
2 

18
4,

60
0

23
1,

50
0

3 
18

5,
80

0
23

3,
00

0
4 

18
6,

90
0

23
4,

50
0

5 
18

8,
00

0
23

6,
00

0
6 

18
9,

70
0

23
7,

50
0

7 
19

1,
30

0
23

9,
00

0

 
職
務
の
級

 
1級

 
2級

 
号
給

 
給
料
月
額

 
給
料
月
額

 
 

円
円

1 
18

3,
50

0
23

0,
00

0
2 

18
4,

60
0

23
1,

50
0

3 
18

5,
80

0
23

3,
00

0
4 

18
6,

90
0

23
4,

50
0

5 
18

8,
00

0
23

6,
00

0
6 

18
9,

70
0

23
7,

50
0

7 
19

1,
30

0
23

9,
00

0

50



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

8 
19

2,
90

0
24

0,
50

0
9 

19
4,

50
0

24
2,

00
0

10
 

19
6,

20
0

24
3,

40
0

11
 

19
7,

80
0

24
4,

80
0

12
 

19
9,

40
0

24
6,

20
0

13
 

20
1,

00
0

24
7,

40
0

14
 

20
2,

70
0

24
8,

60
0

15
 

20
4,

40
0

24
9,

80
0

16
 

20
6,

10
0

25
1,

00
0

17
 

20
7,

40
0

25
2,

10
0

18
 

20
9,

00
0

25
3,

20
0

19
 

21
0,

60
0

25
4,

30
0

20
 

21
2,

10
0

25
5,

40
0

21
 

21
3,

60
0

25
6,

40
0

22
 

21
5,

20
0

25
7,

40
0

23
 

21
6,

80
0

25
8,

40
0

24
 

21
8,

40
0

25
9,

40
0

25
 

22
0,

00
0

26
0,

40
0

26
 

22
1,

70
0

26
1,

30
0

27
 

22
3,

00
0

26
2,

20
0

28
 

22
4,

30
0

26
3,

10
0

29
 

22
5,

60
0

26
3,

90
0

30
 

22
6,

70
0

26
4,

70
0

31
 

22
7,

80
0

26
5,

50
0

32
 

22
8,

90
0

26
6,

30
0

33
 

23
0,

00
0

26
7,

00
0

8 
19

2,
90

0
24

0,
50

0
9 

19
4,

50
0

24
2,

00
0

10
 

19
6,

20
0

24
3,

40
0

11
 

19
7,

80
0

24
4,

80
0

12
 

19
9,

40
0

24
6,

20
0

13
 

20
1,

00
0

24
7,

40
0

14
 

20
2,

70
0

24
8,

60
0

15
 

20
4,

40
0

24
9,

80
0

16
 

20
6,

10
0

25
1,

00
0

17
 

20
7,

40
0

25
2,

10
0

18
 

20
9,

00
0

25
3,

20
0

19
 

21
0,

60
0

25
4,

30
0

20
 

21
2,

10
0

25
5,

40
0

21
 

21
3,

60
0

25
6,

40
0

22
 

21
5,

20
0

25
7,

40
0

23
 

21
6,

80
0

25
8,

40
0

24
 

21
8,

40
0

25
9,

40
0

25
 

22
0,

00
0

26
0,

40
0

 

51



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
3
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

34
 

23
1,

10
0

26
7,

80
0

35
 

23
2,

20
0

26
8,

60
0

36
 

23
3,

30
0

26
9,

30
0

37
 

23
4,

40
0

27
0,

00
0

38
 

23
5,

40
0

27
0,

80
0

39
 

23
6,

40
0

27
1,

60
0

40
 

23
7,

30
0

27
2,

30
0

41
 

23
8,

20
0

27
3,

00
0

42
 

23
9,

10
0

27
3,

80
0

43
 

23
9,

90
0

27
4,

60
0

44
 

24
0,

70
0

27
5,

30
0

45
 

24
1,

40
0

27
6,

00
0

46
 

24
2,

00
0

27
6,

70
0

47
 

24
2,

60
0

27
7,

40
0

48
 

24
3,

20
0

27
8,

10
0

49
 

24
3,

80
0

27
8,

80
0

50
 

24
4,

40
0

27
9,

50
0

51
 

24
5,

00
0

28
0,

20
0

52
 

24
5,

50
0

28
0,

90
0

53
 

24
6,

00
0

28
1,

50
0

54
 

24
6,

40
0

28
2,

20
0

55
 

24
6,

70
0

28
2,

80
0

56
 

24
7,

00
0

28
3,

50
0

57
 

24
7,

30
0

28
4,

10
0

58
 

24
7,

60
0

28
4,

80
0

59
 

24
7,

90
0

28
5,

40
0

52



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
4
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

60
 

24
8,

20
0

28
6,

10
0

61
 

24
8,

50
0

28
6,

70
0

62
 

24
8,

80
0

28
7,

40
0

63
 

24
9,

10
0

28
8,

00
0

64
 

24
9,

40
0

28
8,

50
0

65
 

24
9,

70
0

28
9,

00
0

66
 

25
0,

00
0

28
9,

60
0

67
 

25
0,

30
0

29
0,

10
0

68
 

25
0,

60
0

29
0,

70
0

69
 

25
0,

90
0

29
1,

20
0

70
 

25
1,

20
0

29
1,

70
0

71
 

25
1,

50
0

29
2,

30
0

72
 

25
1,

80
0

29
2,

90
0

73
 

25
2,

10
0

29
3,

40
0

74
 

25
2,

40
0

29
3,

90
0

75
 

25
2,

70
0

29
4,

30
0

76
 

25
3,

00
0

29
4,

60
0

77
 

25
3,

30
0

29
4,

80
0

78
 

25
3,

60
0

29
5,

10
0

79
 

25
3,

90
0

29
5,

30
0

80
 

25
4,

20
0

29
5,

60
0

81
 

25
4,

50
0

29
5,

80
0

82
 

25
4,

80
0

29
6,

00
0

83
 

25
5,

10
0

29
6,

30
0

84
 

25
5,

40
0

29
6,

50
0

85
 

25
5,

70
0

29
6,

80
0
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
5
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

86
 

25
6,

00
0

29
7,

10
0

87
 

25
6,

30
0

29
7,

40
0

88
 

25
6,

60
0

29
7,

70
0

89
 

25
6,

90
0

29
8,

00
0

90
 

25
7,

20
0

29
8,

30
0

91
 

25
7,

50
0

29
8,

60
0

92
 

25
7,

80
0

29
9,

00
0

93
 

25
8,

10
0

29
9,

20
0

94
 

 
29

9,
40

0
95

 
 

29
9,

70
0

96
 

 
30

0,
10

0
97

 
 

30
0,

30
0

98
 

 
30

0,
60

0
99

 
 

30
1,

00
0

10
0 

 
30

1,
40

0
10

1 
 

30
1,

60
0

10
2 

 
30

1,
90

0
10

3 
 

30
2,

20
0

10
4 

 
30

2,
50

0
10

5 
 

30
2,

70
0

10
6 

 
30

3,
00

0
10

7 
 

30
3,

30
0

10
8 

 
30

3,
60

0
10

9 
 

30
3,

80
0

11
0 

 
30

4,
20

0
11

1 
 

30
4,

60
0

54



会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

-
 
6
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

11
2 

 
30

4,
90

0
11

3 
 

30
5,

10
0

11
4 

 
30

5,
30

0
11

5 
 

30
5,

60
0

11
6 

 
30

6,
00

0
11

7 
 

30
6,

20
0

11
8 

 
30

6,
40

0
11

9 
 

30
6,

70
0

12
0 

 
30

7,
00

0
12

1 
 

30
7,

40
0

12
2 

 
30

7,
60

0
12

3 
 

30
7,

90
0

12
4 

 
30

8,
20

0
12

5 
 

30
8,

50
0

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
２
号
 
参
考
資
料
】

 

地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
４
条
関
係
】

 
 

 
 

○
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
（
令
和

4
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
0
号
）

 

○
地
方
公
務
員
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に

関
す
る
条
例
（
令
和

4
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
0
号
）

 

 
 

（
本
 
則
 
省

 
略
）

 
（
本
 
則
 
省
 
略
）

 

 
 

附
 
則

 
附
 
則

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

) 
(職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置

) 

第
1

2
条

 
（
略
）

 
第

1
2
条
 
（
略
）

 

2
～

6
 
（
略
）

 
2
～

6
 
（
略
）

 

7
 
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第

9
条
第

1
項
か
ら
第

3
項
ま
で
並
び
に
新
給
与

条
例
第

1
0
条
、
第

1
4
条
及
び
第

2
0
条
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用
職
員
に
は
、
適

用
し
な
い
。

 

7
 
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
第

9
条
第

1
項
か
ら
第

3
項
ま
で
及
び
第

2
0
条
の

4
並
び
に
新
給
与
条
例
第

1
0
条
、
第

1
4
条
及
び
第

2
0
条
の
規
定
は
、
暫
定
再
任
用

職
員
に
は
、
適
用
し
な
い
。

 

8
 
（
略
）

 

 

8
 
（
略
）
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議 案 参 考 資 料

（令和７年第１回定例会３月会議）

　（施行期日：令和７年４月１日）

担当課（室）係

総務課　管理係

１．議案名

議案第２３号　職員等の旅費に関する条例の全部を改正する条例制定について

２．背景・経過

③旅行者に対する旅費の支給に代えて、旅行役務提供者に対し、旅費相当額を支払うこと

　　条関係）

　　（改正後）鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、

　　　　　　　転居費、着後滞在費及び家族移転費

　④宿泊費を地域の実情等を考慮した実費支給とします。（第１３条関係）

　②旅費の種類を変更します。（第６条関係）

　　（現行）鉄道賃、船賃、バス賃、航空賃、車賃、宿泊料、食卓料及び町内旅費

　ができるものとします。（第２条第８号、第３条第７項及び第８条第１項関係）

　　国内外の経済社会情勢の変化に対応するとともに事務負担軽減を図るため、国家公務員等

　国家公務員等の旅費に関する法律の一部改正に伴い、条例の全部改正を行おうとするもの

　の旅費に関する法律の一部が改正されました。

です。

　　う移転のための旅行）した場合に旅費を支給するものとします。（第２条第２号及び第３

３．趣旨・目的

　①出張以外にも赴任（新規採用職員の移転のための旅行や転任を命ぜられた職員の転任に伴

４．概要
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町
長
、
副
町
長
及
び
教
育
長
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
３
号
 
参

考
資
料
】
 

町
長
、

副
町

長
及
び
教

育
長

の
給

料
そ
の
他
の

給
与
条
例

新
旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
町
長
、
副
町
長
及
び
教
育
長
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
条
例

 
○
町
長
、
副
町
長
及
び
教
育
長
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
条
例

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

27
号
）

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

27
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
第

3条
 

特
別
職

の
旅
費
額

は
、

職
員

等
の
旅

費
に
関

す
る

条
例

(令
和

7年
か
つ

ら

ぎ
町
条
例
第
 
号

)の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
第

3条
 
特
別
職
の
旅
費
額
は
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

(昭
和

42
年
条
例
第

6号
)の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

 
2 

前
項
の
旅
費
支
給

及
び
そ
の
他
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
町
職
員
の
例
に
よ
る
。

 
2 

前
項
の
旅
費
支
給
及
び
そ
の
他
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
町
職
員
の
例
に
よ
る
。

 
第

4条
 
特

別
職
の

給
与

及
び
旅
費

の
支
給

の
方

法
に
つ
い
て

は
、

一
般
職

の
職
員

の
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
の
例
に
よ
る
。

 
第

4条
 
特

別
職
の

給
与

及
び
旅
費

の
支
給

の
方

法
に
つ
い
て

は
、

一
般
職

の
職
員

の
給
与
及
び
旅
費

の
支
給
方
法
の
例
に
よ
る
。

 
 

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）
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か
つ
ら
ぎ

町
の
特
別
職
の
職
員
で
非
常
勤
の
も
の
の
報
酬
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
３
号
 
参

考
資
料
】
 か
つ

ら
ぎ
町

の
特
別
職

の
職

員
で

非
常
勤
の
も

の
の
報
酬

及
び
費

用
弁
償
に

関
す
る
条

例
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か

つ
ら

ぎ
町

の
特

別
職

の
職

員
で

非
常

勤
の

も
の

の
報

酬
及

び
費

用
弁

償
に

関

す
る
条
例
（
昭
和

37
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

9号
）

 
○

か
つ

ら
ぎ

町
の

特
別

職
の

職
員

で
非

常
勤

の
も

の
の

報
酬

及
び

費
用

弁
償

に
関

す
る
条
例
（
昭
和

37
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

9号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
 

 
第

3条
 
非

常
勤
職

員
が

公
務
の
た

め
旅
行

し
た

と
き
は
、

職
員
等
の

旅
費

に
関
す

る
条

例
(令

和
7年

か
つ

ら
ぎ

町
条

例
第

 
号

)の
規

定
に

よ
る

一
般

職
員

に
支

給

す
る
旅
費
相
当
額

の
費
用
を
弁
償
し
、
そ
の
都
度
支
給
す
る
。

 

第
3条

 
非

常
勤
職

員
が

公
務
の
た

め
旅
行

し
た

と
き
は
、

職
員
等
の

旅
費

に
関
す

る
条

例
(昭

和
42

年
条

例
第

6号
)の

規
定

に
よ

る
一

般
職

員
に

支
給

す
る

旅
費

相

当
額
の
費
用
を
弁

償
し
、
そ
の
都
度
支
給
す
る
。

 
2 

(略
) 

2 
(略

) 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
３
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

固
定
資
産

評
価

審
査

委
員
会
条
例

新
旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
条
例

 
（
昭
和

57
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

30
号
）

 
（
昭
和

57
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

30
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
第

13
条

 
法

第
43

3条
第

7項
の

規
定

に
よ

っ
て

関
係

者
(審

査
申

出
人

及
び

町
長

を
除

く
。

)に
対

し
出

席
及

び
証

言
を

求
め

た
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
関

係
者

に
対

し
て

、
職

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
条

例
(令

和
７

年
か

つ
ら

ぎ
町

条
例

第
 

号
)の

規
定
に
よ
る
旅
費
支
給
の
例
に
よ
っ
て
旅
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

 

第
13

条
 

法
第

43
3条

第
7項

の
規

定
に

よ
っ

て
関

係
者

(審
査

申
出

人
及

び
町

長

を
除

く
。

)に
対

し
出

席
及

び
証

言
を

求
め

た
場

合
に

お
い

て
は

、
当

該
関

係
者

に
対

し
て

、
職

員
等

の
旅

費
に

関
す

る
条

例
(昭

和
42

年
条

例
第

6号
)の

規
定

に

よ
る
旅
費
支
給
の

例
に
よ
っ
て
旅
費
を
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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か
つ
ら
ぎ
町
証
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
３
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ
ら

ぎ
町

証
人
等
に

対
す

る
実

費
弁
償
に
関

す
る
条
例

新
旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
証
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
証
人
等
に
対
す
る
実
費
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
（
昭
和

62
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

16
号
）

 
（
昭
和

62
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

16
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(実

費
弁
償
の
額

) 
(実

費
弁
償
の
額

) 
第

2条
 
前

条
に
規

定
す

る
者
に
対

し
て
、

そ
の

出
頭
又
は
参

加
に

要
し
た

実
費
の

弁
償
と
し
て
、

1日
に
つ
き

3,
60

0円
内
を
支
給

す
る
。
た
だ
し
、
出
頭
し
、
又
は

参
加
し
た
時
間
が

4時
間
に
満
た
な
い
時
は
、

1,
80

0円
以
内
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
証
人
等
が
町
外
在
住
者
の
場
合
に
は
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条

例
(令

和
7年

か
つ

ら
ぎ

町
条

例
第

 
号

)に
規

定
す

る
一

般
職

員
が

支
給

さ
れ

る

旅
費
に
相
当
す
る

額
を
加
給
す
る
。

 

第
2条

 
前

条
に
規

定
す

る
者
に
対

し
て
、

そ
の

出
頭
又
は
参

加
に

要
し
た

実
費
の

弁
償
と
し
て
、

1日
に
つ
き

3,
60

0円
内
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
出
頭
し
、
又
は

参
加
し
た
時
間
が

4時
間
に
満
た
な
い
時
は
、

1,
80

0円
以
内
と
す
る
。
こ
の
場
合

に
お
い
て
、
証
人
等
が
町
外
在
住
者
の
場
合
に
は
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条

例
(昭

和
42

年
条

例
第

6号
)に

規
定

す
る

一
般

職
員

が
支

給
さ

れ
る

旅
費

に
相

当

す
る
額
を
加
給
す

る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
 

 

 

61



外
国

の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
３
号
 
参

考
資
料
】
 

外
国

の
地
方

公
共
団
体

の
機

関
等

に
派
遣
さ
れ

る
職
員
の

処
遇
等

に
関
す
る

条
例
新
旧

対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条

例
（
平
成

16
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

18
号
）

 
 

○
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
 

例
（
平
成

16
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

18
号
）

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(派

遣
職
員
に
対
す
る
旅
費
の
支
給

) 
(派

遣
職
員
に
対
す
る
旅
費
の
支
給

) 
第

6条
 
派
遣
職
員
に

は
、
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
職
員
等
の
旅

費
に

関
す

る
条

例
(令

和
7年

か
つ

ら
ぎ

町
条

例
第

 
号

)の
規

定
に

準
じ

旅
費

を

支
給
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

 

第
6条

 
派
遣
職
員
に
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
職
員
等
の

旅
費

に
関

す
る

条
例

(昭
和

42
年

か
つ

ら
ぎ

町
条

例
第

6号
)の

規
定

に
準

じ
旅

費
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
３
号
 
参

考
資
料
】
 

会
計

年
度
任

用
職
員
の

給
与

及
び

費
用
弁
償
に

関
す
る
条

例
新
旧

対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
○
会
計
年
度
任
用
職
員
の
給
与
及
び
費
用
弁
償
に
関
す
る
条
例

 
（
令
和
元
年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号
）

 
（
令
和
元
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

39
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(公

務
の
た
め
の
旅
行
に
係
る
費
用
弁
償

) 
(公

務
の
た
め
の
旅
行
に
係
る
費
用
弁
償

) 
第

23
条

 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
が

公
務

の
た

め
の

旅
行

に
係

る
費

用
を
負
担
す
る
と

き
は
、
そ
の
旅
行
に
係
る
費
用
弁
償
を
支
給
す
る
。

 
第

23
条

 
パ

ー
ト

タ
イ

ム
会

計
年

度
任

用
職

員
が

公
務

の
た

め
の

旅
行

に
係

る
費

用
を
負
担
す
る
と

き
は
、
そ
の
旅
行
に
係
る
費
用
弁
償
を
支
給
す
る
。

 
2 

旅
行

に
係
る

費
用
弁
償

の
額

は
、

職
員
等

の
旅
費

に
関

す
る

条
例

(令
和

7年
か

つ
ら
ぎ
町
条
例
第

 
号

)の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

 
2 

旅
行
に
係
る
費
用
弁
償
の
額
は
、
職
員
等
の
旅
費
に
関
す
る
条
例

(昭
和

42
年
か

つ
ら
ぎ
町
条
例
第

6号
)の

規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
例
に
よ
る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 総務課　管理係

　「懲役」及び「禁錮」を廃止して「拘禁刑」を創設することによる規定の整理を行い

３．趣旨・目的

　

　刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条例を整備するため、所要の改正を

４．概要

行おうとするものです。

施行期日：令和７年６月１日

ます。

１．議案名

議案第２４号　刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条
例制定について

２．背景・経過

　　刑法等の一部を改正する法律の施行に伴い、「懲役」及び「禁錮」が廃止され、「拘

　禁刑」が創設されました。
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か
つ
ら
ぎ
町
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

- 1
 - 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
４
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ
ら

ぎ
町

個
人
情
報

の
保

護
に

関
す
る
法
律

施
行
条
例

新
旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
条
関
係
】

 
 

 
 

〇
か
つ
ら
ぎ
町
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

 
(令

和
4年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

28
号

) 
(令

和
4年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

28
号

) 
 

 
(本

 
則
 
省
 
略

) 
(本

 
則
 
省
 
略

) 
附
 
則

 
附
 
則

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
(経

過
措
置

) 
(経

過
措
置

) 
5 

次
に
掲

げ
る
者

が
、

正
当
な
理

由
が
な

い
の

に
、
こ
の
条

例
の
施

行
前

に
お
い

て
旧

実
施

機
関

が
保

有
し

て
い

た
個

人
の

秘
密

に
属

す
る

事
項

が
記

録
さ

れ
た

旧
条
例
の
保
有
個

人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
一
定
の
事
務
の
目

的
を

達
す

る
た

め
に

特
定

の
保

有
個

人
情

報
を

電
子

計
算

機
を

用
い

て
検

索
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

体
系

的
に

構
成

し
た

も
の

(そ
の

全
部

又
は

一
部

を
複

製
し

、
又

は
加

工
し

た
も

の
を

含
む

。
)を

こ
の

条
例

の
施

行
後

に
提

供
し

た
と

き
は
、

2年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 

5 
次
に
掲

げ
る
者

が
、

正
当
な
理

由
が
な

い
の

に
、
こ
の
条

例
の
施

行
前

に
お
い

て
旧

実
施

機
関

が
保

有
し

て
い

た
個

人
の

秘
密

に
属

す
る

事
項

が
記

録
さ

れ
た

旧
条
例
の
保
有
個

人
情
報
を
含
む
情
報
の
集
合
物
で
あ
っ
て
、
一
定
の
事
務
の
目

的
を

達
す

る
た

め
に

特
定

の
保

有
個

人
情

報
を

電
子

計
算

機
を

用
い

て
検

索
す

る
こ

と
が

で
き

る
よ

う
に

体
系

的
に

構
成

し
た

も
の

(そ
の

全
部

又
は

一
部

を
複

製
し

、
又

は
加

工
し

た
も

の
を

含
む

。
)を

こ
の

条
例

の
施

行
後

に
提

供
し

た
と

き
は
、

2年
以
下
の
懲
役
又
は

10
0万

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
6 

前
項
各

号
に
掲

げ
る

者
が
、
そ

の
業
務

に
関

し
て
知
り
得

た
こ
の

条
例

の
施
行

前
に

お
い

て
旧

実
施

機
関

が
保

有
し

て
い

た
旧

個
人

情
報

を
こ

の
条

例
の

施
行

6 
前
項
各

号
に
掲

げ
る

者
が
、
そ

の
業
務

に
関

し
て
知
り
得

た
こ
の

条
例

の
施
行

前
に

お
い

て
旧

実
施

機
関

が
保

有
し

て
い

た
旧

個
人

情
報

を
こ

の
条

例
の

施
行

65



か
つ
ら
ぎ
町
個
人
情
報
の
保
護
に
関
す
る
法
律
施
行
条
例

- 2
 - 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

後
に
自
己
若
し
く

は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用

し
た
と
き
は
、

1年
以
下
の
拘
禁
刑
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 
後
に
自
己
若
し
く

は
第
三
者
の
不
正
な
利
益
を
図
る
目
的
で
提
供
し
、
又
は
盗
用

し
た
と
き
は
、

1年
以
下
の
懲
役
又
は

50
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
４
号
 
参

考
資
料
】
 

職
員

の
分
限

に
関
す
る

手
続

及
び

効
果
に
関
す

る
条
例
新

旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】

 
 

 
 

○
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例

 
○
職
員
の
分
限
に
関
す
る
手
続
及
び
効
果
に
関
す
る
条
例

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

38
号
）

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

38
号
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

 
第

8条
 
任

命
権
者

は
、

公
務
遂
行

中
又
は

通
勤

途
上
の
過
失

に
よ

る
交
通

事
故
に

係
る
罰
に
よ
り
拘

禁
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
職
員
に
つ

い
て
情
状
を
考
慮

し
て
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
職
を
失
わ
な
い
も
の

と
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

第
8条

 
任

命
権
者

は
、

公
務
遂
行

中
又
は

通
勤

途
上
の
過
失

に
よ

る
交
通

事
故
に

係
る
罰
に
よ
り
禁

錮
以
上
の
刑

に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
た
職

員
に
つ
い
て
情
状

を
考
慮
し
て
特
に
必
要
と
認
め
る
と
き
は

、
そ
の
職
を
失
わ
な

い
も
の
と
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
 

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
４
号
 
参

考
資
料
】
 

職
員

の
給
与

等
に
関
す

る
条

例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
３
条
関
係
】

 
 

 
 

〇
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
 
 

(昭
和

33
年
か

つ
ら
ぎ
町
条
例
第

44
号

) 
〇
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例

 
 

(昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

44
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(期

末
手
当
の
支
給
の
制
限

) 
(期

末
手
当
の
支
給
の
制
限

) 
第

18
条

の
2 

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に

該
当

す
る

者
に

は
、

前
条

第
1項

の
規

定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期
末
手
当

(第
4号

に
掲
げ
る
者
に

あ
っ
て
は
、
そ
の

支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当

)は
、
支
給
し
な
い
。

 

第
18

条
の

2 
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

に
は

、
前

条
第

1項
の

規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
各
号
の
基
準
日
に
係
る
期

末
手
当

(第
4号

に
掲
げ
る
者
に

あ
っ
て
は
、
そ
の

支
給
を
一
時
差
し
止
め
た
期
末
手
当

)は
、
支
給
し
な
い
。

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
(3

) 
基

準
日

前
1箇

月
以

内
又

は
基

準
日

か
ら

当
該

基
準

日
に

対
応

す
る

支
給

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
離

職
し

た
職

員
(前

2号
に

掲
げ

る
者

を
除

く
。

)で
、

そ
の

離
職

し
た

日
か

ら
当

該
支

給
日

の
前

日
ま

で
の

間
に

拘
禁

刑
以

上
の

刑

に
処
せ
ら
れ
た

も
の

 

(3
) 

基
準

日
前

1箇
月

以
内

又
は

基
準

日
か

ら
当

該
基

準
日

に
対

応
す

る
支

給

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
離

職
し

た
職

員
(前

2号
に

掲
げ

る
者

を
除

く
。

)で
、

そ
の

離
職

し
た

日
か

ら
当

該
支

給
日

の
前

日
ま

で
の

間
に

禁
錮

以
上

の
刑

に

処
せ
ら
れ
た
も

の
 

(4
) 

次
条

第
1項

の
規

定
に

よ
り

期
末

手
当

の
支

給
を

一
時

差
し

止
め

る
処

分

を
受
け
た
者

(当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。

)で
、
そ
の
者
の
在
職

期
間

中
の

行
為

に
係

る
刑

事
事

件
に

関
し

拘
禁

刑
以

上
の

刑
に

処
せ

ら
れ

た

も
の

 

(4
) 

次
条

第
1項

の
規

定
に

よ
り

期
末

手
当

の
支

給
を

一
時

差
し

止
め

る
処

分

を
受
け
た
者

(当
該
処
分
を
取
り
消
さ
れ
た
者
を
除
く
。

)で
、
そ
の
者
の
在
職

期
間

中
の

行
為

に
係

る
刑

事
事

件
に

関
し

禁
錮

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
た

も

の
 

(期
末
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め

) 
(期

末
手
当
の
支
給
の
一
時
差
止
め

) 
第

18
条

の
3 

任
命
権

者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い

第
18

条
の

3 
任
命
権
者
は
、
支
給
日
に
期
末
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
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職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
条
例
-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

た
職

員
で

当
該

支
給

日
の

前
日

ま
で

に
離

職
し

た
も

の
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
当
該

期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

 

た
職

員
で

当
該

支
給

日
の

前
日

ま
で

に
離

職
し

た
も

の
が

次
の

各
号

の
い

ず
れ

か
に
該
当
す
る
場

合
は
、
当
該
期
末
手
当
の
支
給
を
一
時
差
し
止
め
る
こ
と
が
で

き
る
。

 
(1

) 
離

職
し

た
日

か
ら

当
該

支
給

日
の

前
日

ま
で

の
間

に
、

そ
の

者
の

在
職

期

間
中

の
行

為
に

係
る

刑
事

事
件

に
関

し
て

、
そ

の
者

が
起

訴
(当

該
起

訴
に

係

る
犯
罪
に
つ
い

て
拘
禁
刑
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事

訴
訟

法
(昭

和
23

年
法

律
第

13
1号

)第
6編

に
規

定
す

る
略

式
手

続
に

よ
る

も

の
を
除
く
。
第

5項
に
お
い
て
同
じ
。

)を
さ

れ
、
そ

の
判
決
が
確
定
し
て
い
な

い
場
合

 

(1
) 

離
職

し
た

日
か

ら
当

該
支

給
日

の
前

日
ま

で
の

間
に

、
そ

の
者

の
在

職
期

間
中

の
行

為
に

係
る

刑
事

事
件

に
関

し
て

、
そ

の
者

が
起

訴
(当

該
起

訴
に

係

る
犯
罪
に
つ
い

て
禁
錮
以
上
の
刑
が
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
に
限
り
、
刑
事
訴

訟
法

(昭
和

23
年

法
律

第
13

1号
)第

6編
に

規
定

す
る

略
式

手
続

に
よ

る
も

の

を
除
く
。
第

5項
に
お
い
て
同
じ
。

)を
さ
れ
、
そ
の

判
決
が
確
定
し
て
い
な
い

場
合

 
(2

) 
（
略
）

 
(2

) 
（
略
）

 
2～

4 
（
略
）

 
2～

4 
（
略
）

 
5 

任
命
権

者
は
、

一
時

差
止
処
分

に
つ
い

て
、

次
の
各
号
の

い
ず
れ

か
に

該
当
す

る
に
至
っ
た
場
合

に
は
、
速
や

か
に
当
該
一
時
差
止
処
分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。
た

だ
し
、

第
3号

に
該
当

す
る

場
合
に

お
い
て
、

一
時

差
止
処

分
を

受
け

た
者

が
そ

の
者

の
在

職
期

間
中

の
行

為
に

係
る

刑
事

事
件

に
関

し
現

に
逮

捕
さ

れ
て

い
る

と
き

そ
の

他
こ

れ
を

取
り

消
す

こ
と

が
一

時
差

止
処

分
の

目
的

に
明
ら
か
に
反
す

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

5 
任
命
権

者
は
、

一
時

差
止
処
分

に
つ
い

て
、

次
の
各
号
の

い
ず
れ

か
に

該
当
す

る
に
至
っ
た
場
合

に
は
、
速
や
か
に
当
該
一
時
差
止
処

分
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い

。
た

だ
し
、

第
3号

に
該
当

す
る

場
合
に

お
い
て
、

一
時

差
止
処

分
を

受
け

た
者

が
そ

の
者

の
在

職
期

間
中

の
行

為
に

係
る

刑
事

事
件

に
関

し
現

に
逮

捕
さ

れ
て

い
る

と
き

そ
の

他
こ

れ
を

取
り

消
す

こ
と

が
一

時
差

止
処

分
の

目
的

に
明
ら
か
に
反
す

る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 
(1

) 
一

時
差

止
処

分
を

受
け

た
者

が
当

該
一

時
差

止
処

分
の

理
由

と
な

っ
た

行

為
に
係
る
刑
事

事
件
に
関
し
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

 
(1

) 
一

時
差

止
処

分
を

受
け

た
者

が
当

該
一

時
差

止
処

分
の

理
由

と
な

っ
た

行

為
に
係
る
刑
事

事
件
に
関
し

禁
錮
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
な
か
っ
た
場
合

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
6・

7 
（
略
）

 
6・

7 
（
略
）

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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か
つ
ら
ぎ
町
文
化
財
保
護
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
４
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

文
化
財
保

護
条

例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
４
条
関
係
】

 
 

 
 

〇
か
つ
ら
ぎ
町
文
化
財
保
護
条
例

(昭
和

43
年
か
つ
ら
ぎ
町

条
例
第

15
号

) 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
文
化
財

保
護
条
例

(昭
和

43
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

15
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(罰

則
) 

(罰
則

) 
第

15
条

 
指
定
文
化

財
を
損
壊
し
、
き

棄
し
、
又
は
隠
匿
し
た
者
は
、

6月
以
下
の

拘
禁
刑
又
は

2万
円

以
下
の
罰
金
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
。

 
第

15
条
 
指
定
文
化
財
を
損
壊
し
、
き
棄
し
、
又
は
隠
匿
し
た
者
は
、

6月
以
下
の

懲
役
若
し
く
は
禁

錮
又
は

2万
円
以
下
の
罰
金
若
し
く
は
科
料
に
処
す
る
。

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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か
つ
ら
ぎ
町
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
４
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ

ら
ぎ
町

土
砂
等
に

よ
る

土
地

の
埋
立
て
等

の
規
制
に

関
す
る

条
例
新
旧

対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
５
条
関
係
】

 
 

 
 

〇
か
つ
ら
ぎ
町
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
土
砂
等
に
よ
る
土
地
の
埋
立
て
等
の
規
制
に
関
す
る
条
例

 
(平

成
2年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

16
号

) 
(平

成
2年

か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

16
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(罰

則
) 

(罰
則

) 
第

21
条

 
次

の
各

号
の

1に
該

当
す

る
者

は
、

6月
以

下
の

拘
禁

刑
又

は
10

万
円

以

下
の
罰
金
に
処
す

る
。

 
第

21
条

 
次

の
各

号
の

1に
該

当
す

る
者

は
、

6月
以

下
の

懲
役

又
は

10
万

円
以

下

の
罰
金
に
処
す
る

。
 

(1
)・

(2
) 

（
略
）

 
(1

)・
(2

) 
（
略
）

 
2 

（
略
）

 
2 

（
略
）

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
４
号
 
参

考
資
料
】
 か

つ
ら

ぎ
町

消
防
団
員

の
定

員
、

任
免
、
給
与

、
服
務
等

に
関
す

る
条
例
新

旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
６
条
関
係
】

 
 

 
 

 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
消
防
団
員
の
定
員
、
任
免
、
給
与
、
服
務
等
に
関
す
る
条
例

 
(昭

和
40

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

24
号

) 
(昭

和
40

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

24
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(欠

格
条
項

) 
(欠

格
条
項

) 
第

4条
 
次
の
各
号
の

1に
該
当
す
る
者
は
、
団
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
第

4条
 
次
の
各
号
の

1に
該
当
す
る
者
は
、
団
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

 
(1

) 
拘

禁
刑

以
上

の
刑

に
処

せ
ら

れ
、

そ
の

執
行

を
終

わ
る

ま
で

の
者

又
は

そ

の
執
行
を
受
け

る
こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

 
(1

) 
禁
錮こ

以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
る
ま
で
の
者
又
は
そ
の

執
行
を
受
け
る

こ
と
が
な
く
な
る
ま
で
の
者

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
(2

)・
(3

) 
（
略
）

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
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（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
４
号
 
参

考
資
料
】
 か
つ

ら
ぎ
町

非
常
勤
消

防
団

員
に

係
る
退
職
報

償
金
の
支

給
に
関

す
る
条
例

新
旧
対
照

表
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
７
条
関
係
】

 
 

 
 

〇
か
つ
ら
ぎ
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

 
〇
か
つ
ら
ぎ
町
非
常
勤
消
防
団
員
に
係
る
退
職
報
償
金
の
支
給
に
関
す
る
条
例

 
(昭

和
39

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

13
号

) 
(昭

和
39

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

13
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(退

職
報
償
金
支
給
の
制
限

) 
(退

職
報
償
金
支
給
の
制
限

) 
第

6条
 

退
職

報
償

金
は

、
次

の
各

号
の

1に
該

当
す

る
者

に
対

し
て

は
支

給
し

な

い
。

 
第

6条
 

退
職

報
償

金
は

、
次

の
各

号
の

1に
該

当
す

る
者

に
対

し
て

は
支

給
し

な

い
。

 
(1

) 
拘
禁
刑
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

 
(1

) 
禁
錮こ

以
上

の
刑
に
処
せ
ら
れ
た
者

 

(2
)～

(5
) 

（
略
）

 
(2

)～
(5

) 
（
略
）

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 

 

73



議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 企画公室

４．概要

①使用料の改正（消費税別表記、貸出単位の見直しなど）

②題目表記の整理
　「（施設名）設置及び管理に関する条例」に改める
　（第１条、第８条から第１６条まで）

（施行期日：令和７年１０月１日）

１．議案名

議案第２５号　公の施設における使用料に関する見直しに伴う関係条例の整備に関する
条例制定について

２．背景・経過

　公の施設における使用料は、施設を利用する方に受益の範囲内で、使用料等を負担し
ていただくことを基本的な考え方としています。
　そのことから、本町における公の施設使用料について統一的な基準を定め、受益と負
担の公平性や公正性を確保し、施設を利用する方に理解が得られる合理的な料金の設定
を行います。

３．趣旨・目的

　公の施設における使用料に関する見直し及び表記の整理等に伴う、関係条例整備のた
め、所要の改正を行おうとするものです。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

 -
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
平
和
祈
念
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
平
和
祈
念
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
平
和
祈
念
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和

5
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

6
号
）

 
（
令
和

5
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

6
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 

 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
9
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
9
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 

 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

別
表

(第
7
条
関
係

) 
別
表

(第
7
条
関
係

) 

名
称

 
種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

平
和
祈
念
館

 
和
室

1
 

1
0

0
円

 

和
室

2
 

1
0

0
円

 

大
ホ
ー
ル

 
2

0
0
円

 

平
和
祈
念
像
施
設

 
 

4
0

0
円

 

備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を

含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

名
称

 
区
分

 
使
用
時
間
・
使
用
料

(1
時
間
当
た
り

) 

午
前

 
午
後

 

午
前

9
時
か
ら
正
午
ま

で
 

午
後

1
時
か
ら
午
後

5
時
ま

で
 

平
和
祈
念
館

 
和
室

1
 

1
0

0
円

 
1

0
0
円

 

和
室

2
 

1
0

0
円

 
1

0
0
円

 

大
ホ
ー
ル

 
2

0
0
円

 
2

0
0
円

 

平
和

祈
念

像
施

設
 

 
2

0
0
円

 
2

0
0
円

 

75



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

 -
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

備
考

 

1
 
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た
り
各
使
用
区
分
に

 

定
め
た
額
の
同
額
を
加
算
す
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使
用
す
る
場
合
は
、

1

時
間
に
つ
き

3
0

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃
料
代
を
含
む
。

)の
使

用
料
は

1
台
に
つ
き

2
5
0
円
と
す
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

 -
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
２
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成

25
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
40
号
）

 
（
平
成
25
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

40
号
）
 

 
 

（
省
 
 
 
 

 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
6
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。

 

第
6
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
8
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
8
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

 -
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 

 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
6
条
関
係

) 
別
表

(第
6
条
関
係

) 

名
称

 
種
別
 

使
用
料
（

1
時
間
に
つ
き
） 

大
谷
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

 
和
室

1
 

1
0

0
円

 

和
室

2
 

1
0

0
円

 

実
習
室

 
1

0
0
円

 

会
議
室

 
1

0
0
円

 

集
会
室

(ホ
ー
ル

) 
1

0
0
円

 

丁
ノ
町
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

 
会
議
室

1
 

1
0

0
円

 

談
話
室

 
1

0
0
円

 

実
習
室

 
1

0
0
円

 

和
室

 
1

0
0
円

 

会
議
室

2
 

1
0

0
円

 

集
会
室

(ホ
ー
ル

) 
1

0
0
円

 

中
飯
降
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

 
実
習
室

 
1

0
0
円

 

和
室

1
 

1
0

0
円

 

和
室

2
 

1
0

0
円

 

集
会
室

(ホ
ー
ル

) 
2

0
0
円

 

河
南
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

 
実
習
室

1
 

1
0

0
円

 

実
習
室

2
 

1
0

0
円

 

談
話
室

 
1

0
0
円

 

会
議
室

1
 

1
0

0
円

 

会
議
室

2
 

1
0

0
円

 

会
議
室

3
 

1
0

0
円

 

会
議
室

4
 

1
0

0
円

 

名
称

 
使

用
区

分
及

び
時
間

 

午
前

 
午
後

 
夜
間

 

午
前

9
時
か
ら
正

午
ま
で

 

午
後

1
時
か
ら
午

後
5
時
ま
で

 

午
後

6
時
か
ら
午
後

1
0
時
ま
で

 

大
谷
地
域
交

流
セ
ン
タ
ー

 生
活
相
談
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

和
室

1
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

和
室

2
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

実
習
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

会
議
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

集
会
室

 

(ホ
ー
ル

) 

1
,0

5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

丁
ノ
町
地
域

交
流
セ
ン
タ

ー
 

会
議
室

1
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

談
話
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

実
習
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

和
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

会
議
室

2
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

集
会
室

 

(ホ
ー
ル

) 

1
,0

5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

中
飯
降
地
域

交
流
セ
ン
タ

ー
 

実
習
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

和
室

1
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

和
室

2
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

集
会
室

 

(ホ
ー
ル

) 

1
,0

5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

河
南
地
域
交
実
習
室

1
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
5

 -
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

和
室

 
1

0
0
円

 

集
会
室

(ホ
ー
ル

) 
1

0
0
円

 

備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を

含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

     
 

流
セ
ン
タ
ー

 実
習
室

2
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

談
話
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

会
議
室

1
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

会
議
室

2
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

会
議
室

3
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

会
議
室

4
 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

和
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

集
会
室

 

(ホ
ー
ル

) 

6
3

0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

 

 
備
考

 

規
則
に
定
め
る
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た
り
、

各
使
用
区
分
ご
と
に
定
め
た
夜
間
の
欄
に
掲
げ
る
額
の

3
割
に
相
当
す
る
額
と

し
、

1
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使
用
す
る
場
合

は
、

1
時
間
に
つ
き

3
2

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃
料
代
を
含
む
。

)

の
使
用
料
は
、

1
台
に
つ
き

2
6

0
円
と
す
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
6

 -
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

四
郷
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(と
も
が
き

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
３
条
関
係
】

 
 

 
 

○
四
郷
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(と
も
が
き

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
四
郷
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(と
も
が
き

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成

2
6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
号
）

 
（
平
成

2
6
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
6
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。

 

第
6
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
8
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
8
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
7

 -
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
6
条
関
係

) 
別
表

(第
6
条
関
係

) 

種
別

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 

交
流
体
験
室

 
1

0
0
円

 

調
理
実
習
室

 
1

0
0
円

 

憩
の
間

 
1

0
0
円

 

大
会
議
室

 
1

0
0
円

 

会
議
室

 
1

0
0
円

 

展
示
資
料
室

 
1

0
0
円

 

子
ど
も
交
流
室

 
1

0
0
円

 

多
目
的
集
会
場

 
3

0
0
円

 

グ
ラ
ウ
ン
ド

 
 

 
1

0
0
円

 
 

使
用

区
分

及
び

時

間
 

午
前

 
午
後

 
夜
間

 

午
前

9
時
か
ら
正
午

ま
で

 

午
後

1
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で

 

午
後

6
時
か
ら
午
後

1

0
時
ま
で

 

交
流
体
験
室

 
1

,0
5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

調
理
実
習
室

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

憩
の
間

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

大
会
議
室

 
1

,0
5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

会
議
室

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

展
示
資
料
室

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

子
ど
も
交
流
室

 
1

,0
5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

多
目
的
集
会
場

 
1

,5
8
0
円

 
1

,5
8
0
円

 
3

,1
5
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

1
 
規
則
に
定
め
る
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た

り
、
各
使
用
区
分
ご
と
に
定
め
た
夜
間
の
欄
に
掲
げ
る
額
の

3
割
に
相
当
す

る
額
と
し
、

1
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使

用
す
る
場
合
は
、

1
時
間
に
つ
き

3
2

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃

料
代
を
含
む
。

)の
使
用
料
は
、

1
台
に
つ
き

2
6
0
円
と
す
る
。

 

 
2
 
夜
間
照
明
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、

1
時
間
に
つ
き

4
2

0
円
を
加
算
す

る
。

 

 

81



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
8

 -
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

志
賀
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(ふ
れ
あ
い

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
４
条
関
係
】

 
 

 
 

○
志
賀
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(ふ
れ
あ
い

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
志
賀
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(ふ
れ
あ
い

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
令
和

4
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
9
号
）

 
（
令
和

4
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
9
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
7
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。

 

第
7
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
9
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
9
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

82



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
9

 -
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
7
条
関
係

) 
別
表

(第
7
条
関
係

) 

種
別

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 

会
議
室

1
 

1
0

0
円

 

会
議
室

2
 

1
0

0
円

 

会
議
室

3
 

1
0

0
円

 

調
理
室

 
1

0
0
円

 

大
広
間

 
2

0
0
円

 
 

使
用
区
分
及
び
時

間
 

午
前

 
午
後

 
夜
間

 

午
前

9
時
か
ら
正
午

ま
で

 

午
後

1
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で

 

午
後

6
時
か
ら
午
後

1
0
時
ま
で

 

会
議
室

1
 

1
,0

5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

会
議
室

2
 

6
3

0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

会
議
室

3
 

6
3

0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

調
理
室

 
1

,0
5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

大
広
間

 
1

,5
8
0
円

 
1

,5
8
0
円

 
3

,1
5
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

1
 
規
則
に
定
め
る
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た

り
、
各
使
用
区
分
ご
と
に
定
め
た
夜
間
の
欄
に
掲
げ
る
額
の

3
割
に
相
当
す

る
額
と
し
、

1
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使

用
す
る
場
合
は
、

1
時
間
に
つ
き

3
2

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃

料
代
を
含
む
。

)の
使
用
料
は
、

1
台
に
つ
き

2
6
0
円
と
す
る
。

 

 

83



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

0
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

新
城
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(「
水
と
み
ど
り
の
美
術
館
」

(す
ぎ
の
こ

))
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
５
条
関
係
】

 
 

 
 

○
新
城
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(「
水
と
み
ど
り
の
美
術
館
」

(す
ぎ
の
こ

))
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例

 

○
新
城
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(「
水
と
み
ど
り
の
美
術
館
」

(す
ぎ
の
こ

))
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成

2
9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
2
号
）

 
（
平
成

2
9
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
2
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 

 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
7
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。

 

第
7
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
9
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
9
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

84



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

1
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
7
条
関
係

) 
別
表

(第
7
条
関
係

) 

種
別

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 

集
会
室

1
 

2
0

0
円

 

集
会
室

2
 

1
0

0
円

 
 

使
用
区
分
及
び
時

間
 

午
前

 
午
後

 
夜
間

 

午
前

9
時
か
ら
正
午

ま
で

 

午
後

1
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で

 

午
後

6
時
か
ら
午
後

1
0
時
ま
で

 

集
会
室

1
 

1
,0

5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

集
会
室

2
 

6
3

0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

1
 
規
則
に
定
め
る
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た

り
、
各
使
用
区
分
ご
と
に
定
め
た
夜
間
の
欄
に
掲
げ
る
額
の

3
割
に
相
当
す

る
額
と
し
、

1
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使

用
す
る
場
合
は
、

1
時
間
に
つ
き

3
2

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃

料
代
を
含
む
。

)の
使
用
料
は
、

1
台
に
つ
き

2
6
0
円
と
す
る
。

 

 

85



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

2
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

天
野
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(ゆ
ず
り
葉

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
６
条
関
係
】

 
 

 
 

○
天
野
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(ゆ
ず
り
葉

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
天
野
地
域
交
流
セ
ン
タ
ー

(ゆ
ず
り
葉

)設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成

2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
4
号
）

 
（
平
成

2
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

3
4
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
7
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。

 

第
7
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
9
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
9
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

86



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

3
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
7
条
関
係

) 
別
表

(第
7
条
関
係

) 

(1
) 

(1
) 

種
別

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 

調
理
室

 
1

0
0
円

 

集
会
室

 
1

0
0
円

 

老
人
談
話
室

 
1

0
0
円

 

子
供
支
援
室

 
1

0
0
円

 

研
修
室

A
 

1
0

0
円

 

研
修
室

B
 

1
0

0
円

 

研
修
室

C
 

1
0

0
円

 

体
育
館

 
5

0
0
円

 
 

使
用

区
分

及
び

時

間
 

午
前

 
午
後

 
夜
間

 

午
前

9
時
か
ら
正
午

ま
で

 

午
後

1
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で

 

午
後

6
時
か
ら
午
後

1

0
時
ま
で

 

調
理
室

 
1

,0
5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

集
会
室

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

老
人
談
話
室

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

子
供
支
援
室

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

研
修
室

A
 

1
,0

5
0
円

 
1

,0
5
0
円

 
2

,1
0
0
円

 

研
修
室

B
 

6
3

0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

研
修
室

C
 

6
3

0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

体
育
館

 
1

,5
8
0
円

 
1

,5
8
0
円

 
3

,1
5
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

1
 
規
則
に
定
め
る
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た

り
、
各
使
用
区
分
ご
と
に
定
め
た
夜
間
の
欄
に
掲
げ
る
額
の

3
割
に
相
当
す

る
額
と
し
、

1
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使

用
す
る
場
合
は
、

1
時
間
に
つ
き

3
2

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃

料
代
を
含
む
。

)の
使
用
料
は
、

1
台
に
つ
き

2
6
0
円
と
す
る
。

 

 
2
 
夜
間
照
明
施
設
を
使
用
す
る
場
合
は
、

1
時
間
に
つ
き

4
2

0
円
を
加
算
す

る
。

 

(2
) 

(2
) 

施
設

 
区
分

 
使
用
料
金

 
施
設

 
区
分

 
使
用
料
金
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

4
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

宿
泊
施
設

 
宿
泊

 

1
人

1
泊
に
つ
き

 

大
人

 
4

,0
0
0
円

 

小
人

 
小
学
生

 
3

,0
0
0
円

 

幼
児

3
歳
以
上

 
2

,0
0
0
円

 

幼
児

3
歳
未
満

 
無
料

 
 

宿
泊
施
設

 
宿
泊

 

1
人

1
泊
に
つ
き

 

大
人

 
4

,0
0
0
円

 

小
人

 
小
学
生

 
3

,0
0
0
円

 

幼
児

3
歳
以
上

 
2

,0
0
0
円

 

幼
児

3
歳
未
満

 
無
料
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

5
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
７
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
立
学
校
施
設
使
用
条
例

 

（
昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号
）

 
（
昭
和

3
3
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号
）

 

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

第
6
条
 
使
用
料
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
。

 
第

6
条
 
使
用
料
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。

 

２
 
使
用
料
の
額
は
、
別
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法
（
昭
和
６
３
年
法
律

第
１
０
８
号
）
に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法
（
昭

和
２
５
年
法
律
第
２
２
６
号
）
に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額

を
加
算
し
た
額
（
こ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨

て
た
額
）
と
す
る
。

 

 

第
7
条
 
既
に
納
め
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
あ
る
。

 

第
7
条
 
既
に
納
め
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
場
合
に
は
そ
の

全
部
又
は
一
部
を
還
付
す
る
こ
と
が
あ
る
。

 

(1
) 

使
用
者
の
責
任
で
な
い
事
情
に
よ
り
使
用
が
で
き
な
い
と
き
。

 
(1

) 
使
用
者
の
責
任
で
な
い
事
情
に
よ
り
使
用
が
で
き
な
い
と
き
。

 

(2
) 

第
9
条
第

3
号
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

 
(2

) 
次
条
第

3
号
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

 

(3
) 

使
用
前
に
使
用
の
申
請
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

 
(3

) 
使
用
前
に
使
用
の
申
請
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
。

 

第
8
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

6
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
9
条
 
次
の
各
号
の

1
に
該
当
す
る
と
き
は
、
委
員
会
は
そ
の
使
用
条
件
を
変
え
、

使
用
を
停
止
し
、
又
は
使
用
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
8
条
 
次
の
各
号
の

1
に
該
当
す
る
と
き
は
、
委
員
会
は
そ
の
使
用
条
件
を
変
え
、

使
用
を
停
止
し
、
又
は
使
用
の
許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

 

(1
) 

使
用
許
可
の
目
的
又
は
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

 
(1

) 
使
用
許
可
の
目
的
又
は
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

 

(2
) 

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
等
に
違
反
し
た
と
き
。

 
(2

) 
こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
等
に
違
反
し
た
と
き
。

 

(3
) 

そ
の
他
委
員
会
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 
(3

) 
そ
の
他
委
員
会
に
お
い
て
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

 

第
1

0
条

 
使
用
者
が
使
用
が
終
わ
っ
た
と
き
、
使
用
を
中
止
さ
れ
た
と
き
、
又
は
使

用
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
使
用
場
所
を
原
状
に
復
し
て
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

第
9
条
 
使
用
者
が
使
用
が
終
わ
っ
た
と
き
、
使
用
を
中
止
さ
れ
た
と
き
、
又
は
使

用
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
と
き
は
、
使
用
場
所
を
原
状
に
復
し
て
返
還
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
使
用
者
が
前
項
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
委
員
会
が
こ
れ
を
執
行
し
、

そ
の
費
用
を
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
。

 

2
 
使
用
者
が
前
項
の
義
務
を
履
行
し
な
い
と
き
は
、
委
員
会
が
こ
れ
を
執
行
し
、

そ
の
費
用
を
使
用
者
か
ら
徴
収
す
る
。

 

第
1

1
条

 
使
用
に
よ
り
建
物
及
び
附
属
物
等
に
損
害
を
生
じ
た
と
き
は
、
使
用
者
は

そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
1

0
条
 
使
用
に
よ
り
建
物
及
び
附
属
物
等
に
損
害
を
生
じ
た
と
き
は
、
使
用
者
は

そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
1

2
条

 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
こ
れ
を
定
め
る
。

 
第

1
1
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委
員
会
が
こ
れ
を
定
め
る
。

 

 
 

（
附
 
則
 
省

 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 

 
 

別
表

(第
6
条
関
係

) 

 
(1

) 
学
校
体
育
施
設
基
本
使
用
料

 

種
別

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 

屋
内
運
動
場

 
 
２
０
０
円

 

屋
外
運
動
場

 
 
１
０
０
円

 

 
(2

) 
夜
間
照
明
設
備
使
用
料

 

種
別

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 

笠
田
中
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
１
，
０
０
０
円

 

大
谷
小
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
９
０
０
円
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

7
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

渋
田
小
学
校
屋
外
運
動
場
夜
間
照
明
設
備

 
５
０
０
円

 

 
 
備
考

 

 
 
 
１

 
本
町
以
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
使
用
す
る
場
合
は
、
基
本
使
用
料
の

１
０
割
を
加
算
す
る
。

 

２
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時

間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

 
 
 
３

 
１
時
間
未
満
の
利
用
は
、
１
時
間
と
す
る
。

 

(3
) 

学
校
施
設
基
本
使
用
料

 

種
別

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 

教
室

 

(１
教
室
に
つ
き

) 

１
０
０
円

 

 
 
備
考

 

 
 
 
１

 
本
町
以
外
に
住
所
を
有
す
る
者
が
使
用
す
る
場
合
は
、
基
本
使
用
料
の

１
０
割
を
加
算
す
る
。

 

２
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時

間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

 
 
 
３

 
１
時
間
未
満
の
利
用
は
、
１
時
間
と
す
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

8
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
８
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
条
例

 

（
平
成

5
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号
）

 
（
平
成

5
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号
）

 

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
4
条
 
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
場
合
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料

を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法
（
昭
和

6
3
年
法
律

第
1

0
8
号
）
に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

2
2

6
号
）
に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算

し
た
額
（
こ
の
額
に

1
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
す
る
。

 

第
4
条
 
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
を
使
用
す
る
場
合
は
、
別
に
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(使
用
料
の
還
付

) 
 

第
5
条
 
既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
施
設
を
使
用
し
な
い
こ
と

に
つ
い
て
町
長
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
全
部
又
は
一
部
を
還

付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
1

9
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
6
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

(教
育
委
員
会
へ
の
委
任

) 
(教

育
委
員
会
へ
の
委
任

) 

第
7
条
 
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
か
つ
ら
ぎ
町
教
育

委
員
会
に
委
任
す
る
。

 

第
5
条
 
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
の
管
理
及
び
運
営
に
つ
い
て
は
、
か
つ
ら
ぎ
町
教
育

委
員
会
に
委
任
す
る
。

 

 
(規

則
へ
の
委
任

) 
(規

則
へ
の
委
任

) 

第
8
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。

 

第
6
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
教
育
委
員
会
規
則
で

定
め
る
。

 

（
附
 
則
 
省

 
略
）

 
（
附
 
則
 
省
 
略
）

 

 
 

別
表

(第
4
条
関
係

) 
 

1
 
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
基
本
使
用
料

 

(単
位
：
円

) 

 
 

使
用

時

 
 
 
 
間

 

区
分

 

(午
前

) 

9
:0

0
～

1
2

:0
0
 

(午
後

) 

1
3

:0
0
～

1
7

:0
0
 

(夜
間

) 

1
8

:0
0
～

2
2

:0
0
 

(全
日

) 

9
:0

0
～

2
2

:0
0
 

備
考

 

大
ホ

ー
ル

(平

日
) 

1
0

,0
0

0
 

1
5

,0
0

0
 

2
0

,0
0

0
 

4
5

,0
0

0
 
椅
子
・
舞
台
共

 

大
ホ

ー
ル

(土
・
日
・
祝

) 

1
2

,0
0

0
 

1
8

,0
0

0
 

2
4

,0
0

0
 

5
4

,0
0

0
 
椅
子
・
舞
台
共

 

大
ホ

ー
ル

の

み
使
用

(平
日

) 

7
,0

0
0
 

1
0

,5
0

0
 

1
4

,0
0

0
 

3
1

,5
0

0
 
椅
子
な
し

 

大
ホ

ー
ル

の

み
使

用
(土

・

日
・
祝

) 

8
,4

0
0
 

1
2

,6
0

0
 

1
6

,8
0

0
 

3
7

,8
0

0
 
椅
子
な
し
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

0
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

舞
台

の
み

使

用
(平

日
) 

6
,0

0
0
 

9
,0

0
0
 

1
2

,0
0

0
 

2
7

,0
0

0
 

 

舞
台

の
み

使

用
(土

・
日

・

祝
) 

7
,2

0
0
 

1
0

,8
0

0
 

1
4

,4
0

0
 

3
2

,4
0

0
 

 

A
V
ホ

ー
ル

(平
日

) 

6
,0

0
0
 

9
,0

0
0
 

1
2

,0
0

0
 

2
7

,0
0

0
 

 

A
V
ホ

ー
ル

(土
・
日
・
祝

) 

7
,2

0
0
 

1
0

,8
0

0
 

1
4

,4
0

0
 

3
2

,4
0

0
 

 

控
室

(楽
屋

) 
5

0
0
 

5
0

0
 

5
0

0
 

1
,5

0
0
 

 

展
示

ホ
ー

ル

(平
日

) 

4
,5

0
0
 

6
,0

0
0
 

7
,5

0
0
 

1
8

,0
0

0
 

 

展
示

ホ
ー

ル

(土
・
日
・
祝

) 

5
,0

0
0
 

6
,5

0
0
 

8
,0

0
0
 

1
9

,5
0

0
 

 

2
階
リ
ハ
ー
サ

ル
室

 

1
,0

0
0
 

1
,0

0
0
 

1
,0

0
0
 

3
,0

0
0
 

 

2
階
ス
タ
ジ
オ

 
7

0
0
 

7
0

0
 

7
0

0
 

2
,1

0
0
 

 

イ
ベ

ン
ト

広

場
 

5
,0

0
0
 

7
,5

0
0
 

1
0

,0
0

0
 

2
2

,5
0

0
 

 

野
外

ス
テ

ー

ジ
広
場

 

5
,0

0
0
 

7
,5

0
0
 

1
0

,0
0

0
 

2
2

,5
0

0
 

 

 

会
議
室

 
使
用
料
（
１
時
間
に
つ
き
）

 
備
考

 

和
室

1
 

5
0

0
 
 

 

和
室

2
 

3
5

0
 
 

 

和
室

3
 

3
5

0
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

1
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

研
修
室

 
1

,5
0
0

 
 

 

料
理
実
習
室

 
1

,0
0
0

 
 

 

会
議
室

A
 

2
,0

0
0

 
 
マ
イ
ク
設
備
付

 

会
議
室

C
 

1
,0

0
0

 
 

 

会
議
室

D
 

3
5

0
 
 

 

 備
考

 

１
 
大
ホ
ー
ル

(椅
子
な
し

)の
み
使
用
の
場
合
は
、
大
ホ
ー
ル

(椅
子
・
舞
台
共

)

基
本
料
金
の

7
割
と
す
る
。

 

２
 
舞
台
の
み
使
用
の
場
合
は
、
大
ホ
ー
ル

(椅
子
・
舞
台
共

)基
本
料
金
の

6

割
と
す
る
。

 

３
 
大
ホ
ー
ル
で
冷
暖
房
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
基
本
料
金
の

5
割
増
し
と

す
る
。

 

４
 
町
外

(橋
本
広
域
市
町
村
圏
域
及
び
大
阪
府
和
泉
市
を
除
く
。

)居
住
者
の

使
用
は
、
基
本
料
金
の

5
割
増
し
と
す
る
。

 

５
 
入
場
料
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
を
徴
収
す
る
場
合
の
使
用
料

 

入
場

者
１

人
当

た
り

の
徴

収
額

の

最
高
額

 

商
業
宣
伝
、
営
業
又
は
こ
れ
ら
に
類
す
る

も
の

 

3
,0

0
0
円
以
下

 
基
本
料
金
の

5
割
増
し

 

3
,0

0
1
円
以
上

 
基
本
料
金
の

1
0
割
増
し

 

６
 
イ
ベ
ン
ト
広
場
、
野
外
ス
テ
ー
ジ
広
場
の
使
用
料
は
、
催
し
の
場
合
の
み

徴
収
す
る
。

 

７
 
使
用
区
分
に
よ
る
時
間
帯
を
連
続
し
て
使
用
し
た
場
合
に
お
け
る
使
用

料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
ご
と
の
使
用
料
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

 

８
 
使
用
延
長
料
金
に
つ
い
て
は

3
0
分
当
た
り
直
近
の
使
用
時
間
帯
使
用
料

の
3
割
相
当
分
と
す
る
。

 

９
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

2
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

１
０

 
会
議
室
使
用
に
お
い
て
、
１
時
間
未
満
の
利
用
は
、
１
時
間
と
す
る
。

 

１
１

 
会
議
室
に
付
随
す
る
設
備
の
使
用
に
つ
い
て
は
、
基
本
使
用
料
に
含
む

も
の
と
す
る
。

 

１
２

 
野
外
ス
テ
ー
ジ
広
場
の
電
気
設
備
を
使
用
し
た
場
合
、

1
時
間
当
た
り

 

2
0

0
円
を
徴
す
る
。

 

2
 
附
属
設
備
使
用
料

 

番
号

 
品
名

 
単
位

 
使
用
料

(円
) 

(1
回
に
つ
き

) 

備
考

 

1
 

平
台

 
1
台

 
2

0
0
 

 

2
 

箱
足

 
1
個

 
5

0
 

 

3
 

緋
毛
氈

 
1
枚

 
1

0
0
 

 

4
 

高
座
用
座
布
団

 
1
枚

 
1

0
0
 

 

5
 

地
が
す
り

 
1
枚

 
1

,0
0
0
 

 

6
 

ジ
ョ
ー
ゼ
ッ
ト
幕

 
1
式

 
2

,0
0
0
 

 

7
 

屏
風

 
半
双

 
1

,0
0
0
 

 

8
 

演
台

 
1
台

 
5

0
0
 

 

9
 

司
会
者
卓

 
1
卓

 
2

0
0
 

 

1
0
 

花
台

 
1
台

 
1

0
0
 

 

1
1
 

プ
ロ
グ
ラ
ム
ス
タ
ン
ド

 
1
台

 
1

0
0
 

 

1
2
 

ホ
ワ
イ
ト
ボ
ー
ド

 
1
台

 
2

0
0
 

 

1
3
 

指
揮
台

 
1
台

 
2

0
0
 

 

1
4
 

指
揮
者
用
譜
面
台

 
1
台

 
2

0
0
 

 

1
5
 

譜
面
台

 
1
台

 
1

0
0
 

 

1
6
 

展
示
パ
ネ
ル

 
1
枚

 
5

0
 

 

1
7
 

音
響
反
射
板

 
1
式

 
4

,0
0
0
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

3
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

1
8
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

 
1
台

 
3

,0
0
0
 
大
ホ
ー
ル
用

ス
ク
リ
ー
ン

付
き

 

1
9
 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

 
1
台

 
1

,5
0
0
 
ス
ク
リ
ー
ン

付
き

 

2
0
 

ワ
イ
ヤ
レ
ス
ア
ン
プ

 
1
式

 
1

,0
0
0
 
マ

イ
ク

2
本

付
き

 

2
1
 

B
L

,D
V

D
プ
レ
ー
ヤ
ー

 
1
台

 
5

0
0
 

 

2
2
 

音
響
操
作
卓

 
1
式

 
4

,0
0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

2
3
 

音
響
操
作
卓

 
1
式

 
2

,0
0
0
 

A
V
ホ
ー
ル

 

2
4
 

ス
テ
ー
ジ
ス
ピ
ー
カ
ー

 
1
台

 
5

0
0
 

 

2
5
 

C
D
デ
ッ
キ

(再
生
機

) 
1
台

 
5

0
0
 

 

2
6
 

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

 
1
本

 
4

0
0
 

 

2
7
 

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

 
1
本

 
1

0
0
 

 

2
8
 

調
光
操
作
卓

 
1
式

 
4

,0
0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

2
9
 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

 
1
列

 
5

0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
0
 

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト

 
1
列

 
1

,5
0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
1
 

ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ

ト
 

1
列

 
1

,2
0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
2
 

ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

 
1
列

 
1

,2
0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
3
 

シ
ー
リ
ン
グ
ラ
イ
ト

 
1
列

 
1

,2
0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
4
 

客
席
シ
ー
リ
ン
グ
ラ
イ
ト

 
1
列

 
6

0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
5
 

フ
ロ
ン
ト
サ
イ
ド
ス
ポ
ッ
ト

ラ
イ
ト

 

1
列

 
3

0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
6
 

フ
ロ
ア
コ
ン
セ
ン
ト

 
1
回
路

 
1

5
0
 
大
ホ
ー
ル

 

3
7
 

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

 
1
台

 
1

,5
0
0
 
大
ホ
ー
ル

 

97



公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

4
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

3
8
 

調
光
操
作
卓

 
1
式

 
2

,0
0
0
 

A
V
ホ
ー
ル

 

3
9
 

ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ト

 
1
列

 
3

0
0
 

A
V
ホ
ー
ル

 

4
0
 

サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト

 
1
列

 
5

0
0
 

A
V
ホ
ー
ル

 

4
1
 

ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

 
1
列

 
3

0
0
 

A
V
ホ
ー
ル

 

4
2
 

シ
ー
リ
ン
グ
ラ
イ
ト

 
1
列

 
5

0
0
 

A
V
ホ
ー
ル

 

4
3
 

フ
ロ
ア
コ
ン
セ
ン
ト

 
1
回
路

 
1

0
0
 

A
V
ホ
ー
ル

 

4
4
 

効
果
機
器

 
1
台

 
1

0
0
 

 

4
5
 

特
設
電
源

 
1
回
路

 
1

5
0
 

 

4
6
 

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

 
1
台

 
5

,0
0
0
 
大

ホ
ー

ル

(
調

律
費

別

途
) 

4
7
 

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

 
1
台

 
3

,0
0
0
 

A
V
ホ

ー
ル

(
調

律
費

別

途
) 

4
8
 

机
 

1
台

 
1

0
0
 
ホ
ー
ル
使
用

 

4
9
 

椅
子

 
1
脚

 
5

0
 
ホ
ー
ル
使
用

 

備
考

 

１
 

1
回
と
は
、
午
前

9
時
か
ら
正
午
ま
で
、
午
後

1
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で
及

び
午
後

6
時
か
ら
午
後

1
0
時
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
時
間
に
お
け
る
使

用
を
い
う
。

 

２
 
会
議
室
に
お
い
て
は
、
４
時
間
ま
で
は
１
回
、
以
降
４
時
間
毎
に
使
用
回

数
を
加
算
す
る
。
終
日
使
用
に
つ
い
て
は
３
回
と
す
る
。

 

３
 
こ
の
表
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
附
属
設
備
及
び
備
品
の
使
用
料
は
、
類
似

す
る
附
属
設
備
又
は
備
品
の
使
用
料
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

 

3
 
設
置
し
、
管
理
又
は
管
理
す
る
場
合

 

種
別

 
単
位

 
使
用
料

(月
額

) 
備
考
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

5
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

食
堂
売
店

 
1
フ
ロ
ア
ー

 
収
入
金
額
の

1
0

%
 

9
0
㎡

 

自
動

販
売

機
 

1
台
に
つ
き

 
売
上
金
額
の

1
0

%
以
上

2
5

%

以
内

 

 

4
 
手
数
料

 

 
 
 
入
場
券
等
の
販
売
手
数
料
は
販
売
合
計
金
額
の

1
0

%
と
す
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

6
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
設
置
及
び
管
理
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
９
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
等
設
置
及
び
管
理
条
例

 

（
平
成

1
2
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
3
号
）

 
（
平
成

1
2
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
3
号
）

 

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(セ
ン
タ
ー
等
の
使
用
等

) 
(セ

ン
タ
ー
等
の
使
用
等

) 

第
4
条
 
（
略
）
。

 
第

4
条
 
（
略
）

 

2
 
セ
ン
タ
ー
等
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、

か
つ
ら
ぎ
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
体
力
づ
く
り
フ
ロ
ア
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

1
回
当
た
り

9
1
円
と
す
る
。

 

2
 
セ
ン
タ
ー
等
の
使
用
に
係
る
使
用
料
に
つ
い
て
は
、
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、

か
つ
ら
ぎ
町
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
体
力
づ
く
り
フ
ロ
ア
の
使
用
料
に
つ
い
て

は
、
別
に
条
例
で
定
め
る
。

 

3
 
使
用
料
の
額
は
、
前
項
の
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る

消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年
法
律
第

2
2

6
号

)に

定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

(こ
の
額
に

1
円

未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す
る
。

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
 

第
5
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

(管
理

) 
(管

理
) 
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

7
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
6
条
 
セ
ン
タ
ー
等
は
、
町
長
が
管
理
す
る
。

 
第

5
条
 
セ
ン
タ
ー
等
は
、
町
長
が
管
理
す
る
。

 

(委
任

) 
(委

任
) 

第
7
条

 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
等
の
管
理
運
営
に
必
要
な

事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

第
6
条

 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
セ
ン
タ
ー
等
の
管
理
運
営
に
必
要
な

事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

8
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
０
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
地
域
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
設
置
条
例

 

（
平
成
６
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

7
号
）

 
（
平
成
６
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

7
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(管
理

) 
 

第
3
条
 
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
常
に
良
好
な
状
態
に
お
い
て
管
理
し
、
設
置
の
目

 
 

的
に
応
じ
て
最
も
効
果
的
に
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
 

(業
務

) 
(業

務
) 

第
4
条
 
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

 
第

3
条
 
福
祉
セ
ン
タ
ー
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
。

 

(1
)・

(2
) 

 
（
略
）

 
(1

)・
(2

) 
 
（
略
）

 

 
 

(使
用
者

) 
(使

用
者

) 

第
5
条

 
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
使
用
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

 

第
4
条
 
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
使
用
で
き
る
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す

る
者
と
す
る
。

 

(1
)・

(2
) 

 
（
略
）

 
(1

)・
(2

) 
 
（
略
）

 

 
 

(使
用
の
許
可

) 
(使

用
の
許
可

) 
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
2

9
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
6
条

 
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

(以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。

)

は
、
あ
ら
か
じ
め
町
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
5
条

 
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者

(以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。

)

は
、
あ
ら
か
じ
め
町
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
（
略
）

 
2
 
（
略
）

 

(使
用
の
許
可
の
取
消
し
等

) 
(使

用
の
許
可
の
取
消
し
等

) 

第
7
条

 
町
長
は
、
使
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き

は
、
使
用
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
使
用
の
中
止
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
6
条

 
町
長
は
、
使
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
認
め
た
と
き

は
、
使
用
許
可
を
取
り
消
し
、
又
は
使
用
の
中
止
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(1
)～

(3
) 

 
（
略
）

 
(1

)～
(3

) 
 
（
略
）

 

2
 
（
略
）

 
 

2
 
 
（
略
）

 

(目
的
外
使
用

) 
(目

的
外
使
用

) 

第
8
条

 
町
長
は
、
別
に
定
め
る
室
に
限
り
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
範

囲
に
お
い
て
、
目
的
外
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
7
条
 
町
長
は
、
別
に
定
め
る
室
に
限
り
、
そ
の
用
途
又
は
目
的
を
妨
げ
な
い
範

囲
に
お
い
て
、
目
的
外
に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
9
条

 
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
は
、
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に

基
づ
き
使
用
す
る
場
合
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
使
用
前
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

第
8
条
 
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
料
は
、
無
料
と
す
る
。
た
だ
し
、
前
条
の
規
定
に

基
づ
き
使
用
す
る
場
合
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
使
用
前
に
納
付
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に

1
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。

 

2
 
町
長
は
、
特
別
な
理
由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
前
項
の
使
用
料
を
減
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
3
 
既
に
納
付
さ
れ
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 
(1

) 
使
用
者
の
責
任
に
帰
さ
な
い
理
由
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
。

 

 
(2

) 
使
用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
許
可
申
請
を
撤
回
し
た
と
き
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

0
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
使
用
料
の
還
付
）

 
 

第
1

0
条

 
既
に
納
付
さ
れ
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

 

(1
) 

使
用
者
の
責
任
に
帰
さ
な
い
理
由
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
。

 

 

(2
) 

使
用
日
の
前
日
ま
で
に
使
用
許
可
申
請
を
撤
回
し
た
と
き
。

 
 

（
使
用
料
の
減
免
）

 
 

第
1

1
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 

(原
状
回
復
の
義
務

) 
(原

状
回
復
の
義
務

) 

第
1

2
条

 
使
用
者
は
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
使
用

場
所
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
9
条

 
使
用
者
は
、
福
祉
セ
ン
タ
ー
の
使
用
を
終
了
し
た
と
き
は
、
直
ち
に
使
用

場
所
を
原
状
に
回
復
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(損
害
賠
償
の
義
務

) 
(損

害
賠
償
の
義
務

) 

第
1

3
条

 
使
用
者
は
、
建
物
又
は
附
属
設
備
等
を
破
損
し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
、

町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
1

0
条
 
使
用
者
は
、
建
物
又
は
附
属
設
備
等
を
破
損
し
、
又
は
滅
失
し
た
と
き
は
、

町
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
損
害
を
賠
償
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

(委
任

) 
(委

任
) 

第
1

4
条

 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 
第

1
1
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
9
条
関
係

) 
別
表

(第
8
条
関
係

) 

種
別

 
使
用
料
（

1
時
間
に
つ
き
）

 

多
機
能
研
修
室

 
1

,0
0
0
円

 

日
常
生
活
訓
練
室

 
3

0
0
円

 

使
用
時
間

   

区
分

 

(午
前

) 

9
:0

0
～

1
2

:0
0
 

(午
後

) 

1
3

:0
0
～

1
7

:0
0
 

(夜
間

) 

1
8

:0
0
～

2
2

:0
0
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

1
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を

含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 

多
機
能
研
修
室

 
3

,1
5
0
円

 
4

,7
3
0
円

 
4

,7
3
0
円

 

日
常
生
活
訓
練
室

 
1

,0
5
0
円

 
1

,5
8
0
円

 
1

,5
8
0
円
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

2
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
ゆ
う
ゆ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
１
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
ゆ
う
ゆ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
ゆ
う
ゆ
う
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ホ
ー
ム
設
置
及
び
管
理
条
例

 

（
平
成

2
8
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
2
号
）

 
（
平
成

2
8
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
2
号
）

 

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
6
条
 
（
略
）

 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。

 

第
6
条
 
 
（
略
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
8
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
8
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

3
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
 

（
省
 
 
 
 

 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
6
条
関
係

) 
別
表

(第
6
条
関
係

) 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

1
階
事
務
室

 
1

0
0
円

 

1
階
相
談
室

 
1

0
0
円

 

1
階
娯
楽
室

 
1

0
0
円

 

2
階
広
間

 
1

0
0
円

 

2
階
調
理
室

 
1

0
0
円

 
 

使
用
区
分
及
び
時

間
 

午
前

 
午
後

 
夜
間

 

午
前

9
時
か
ら
正

午
ま
で

 

午
後

1
時
か
ら
午
後

5
時
ま
で

 

午
後

6
時
か
ら
午
後

1
0

時
ま
で

 

1
階
事
務
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

1
階
相
談
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

1
階
娯
楽
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

2
階
広
間

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

2
階
調
理
室

 
3

2
0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を

含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 
 

 

規
則
に
定
め
る
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た
り
、

各
使
用
区
分
ご
と
に
定
め
た
夜
間
の
欄
に
掲
げ
る
額
の

3
割
に
相
当
す
る
額
と

し
、

1
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使
用
す
る
場
合

は
、

1
時
間
に
つ
き

3
2

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃
料
代
を
含
む
。

)

の
使
用
料
は

1
台
に
つ
き

2
6

0
円
と
す
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

4
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

大
型
共
同
作
業
場
設
置
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
２
条
関
係
】

 
 

 
 

○
大
型
共
同
作
業
場
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
昭
和

5
2
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

7
号
）

 

○
大
型
共
同
作
業
場
設
置
条
例

 

（
昭
和

5
2
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

7
号
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

第
２
条
 
（
略
）
 

  
(管

理
）

 

第
３
条
 
大
型
共
同
作
業
場
は
、
常
に
良
好
な
状
態
に
お
い
て
管
理
し
、
設
置
の
目

的
に
応
じ
て
最
も
効
果
的
に
運
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

 
(使

用
の
承
認

) 

第
４
条
 
大
型
共
同
作
業
場
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
町
長
に
申
請
書
を
提
出

し
て
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
承
認
を
受
け
た
者
（
以
下
「
使
用
者
」
と
い
う
。
）
が
使
用
を
取
り
消

し
、
又
は
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
町
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 
(使

用
の
不
承
認
）

 

第
５
条
 
町
長
は
、
公
益
の
維
持
管
理
及
び
施
設
の
保
全
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
使
用
を
承
認
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

(承
認
の
取
消
し
等

) 

第
２
条
 
（
略
）
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

5
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
６
条
 
町
長
は
、
使
用
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
承
認

し
た
事
項
を
変
更
し
、
又
は
承
認
を
取
り
消
し
、
若
し
く
は
利
用
の
中
止
を
命
ず

る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(1
) 

承
認
を
受
け
た
利
用
の
目
的
に
違
反
し
た
と
き
。

 

(2
) 

こ
の
条
例
又
は
こ
の
条
例
に
基
づ
く
規
則
に
違
反
し
た
と
き
。

 

(3
) 

偽
り
そ
の
他
不
正
な
行
為
に
よ
り
承
認
を
受
け
た
と
き
。

 

(
4
)
 
天
災
地
変
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
と
き
。

 

(
5
)
 
前
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
大
型
共
同
作
業
場
の
管
理
上
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

 

 
（
使
用
料
）

 

第
７
条
 
使
用
者
は
、
１
ヵ
月
に
つ
き
、
３
０
，
５
４
６
円
の
使
用
料
を
納
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
期
間
が
１
ヵ
月
に
満
た
な
い
期

間
に
つ
い
て
は
、
１
ヵ
月
に
繰
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
使
用
期
間
は
、

使
用
の
た
め
の
準
備
及
び
使
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。
 

２
 
使
用
料
の
額
は
、
前
項
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和
63
年
法
律
第

1

0
8
号

)
に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(
昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2
6
号

)
に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。
 

(使
用
料
の
還
付

) 

第
８
条
 
既
に
納
入
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
者
の
責
め
に

よ
ら
な
い
事
由
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

(使
用
料
の
減
免

) 
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

6
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
９
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(実
費
の
弁
償

) 

第
１
０
条

 
町
長
は
、
使
用
者
が
建
物
、
建
具
、
機
械
器
具
又
は
備
品
等
を
破
損
し

た
と
き
は
、
協
議
の
上
、
使
用
者
に
そ
の
損
害
額
を
賠
償
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
委
任
）

 

第
１
１
条

 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 
 

     （
委
任
）
 

第
３
条

 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
町
長
が
別
に
規
則
で
定
め

る
。
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

7
 -

 

 （
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
３
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
国
民
健
康
保
険
診
療
所
条
例

 

（
昭
和

5
2
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号
）

 
（
昭
和

5
2
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
9
号
）

 

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 

 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 
 

(使
用
料
及
び
手
数
料

) 
(使

用
料
及
び
手
数
料

) 

第
4
条
 
町
長
は
、
前
条
の
診
療
を
受
け
た
者
か
ら
使
用
料
及
び
手
数
料
を
徴
収
す

る
。

 

第
4
条
 
前
条
の
診
療
を
受
け
た
者
に
対
し
て
は
、
別
に
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
使
用
料
及
び
手
数
料
を
徴
収
す
る
。

 

2
 
診
療
所
の
医
療
に
係
る
使
用
料
の
額
は
、
健
康
保
険
法

(大
正

1
1
年
法
律
第

7
0

号
)及

び
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律

(昭
和

5
7
年
法
律
第

8
0
号

)の
規

定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
診
療
報
酬
の
算
定
方
法
そ
の
他
法
令
等
に

よ
る
算
定
方
法
に
基
づ
き
算
定
し
た
額
と
す
る
。

 

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

8
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
斎
場
設
置
及
び
管
理
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
４
条
関
係
】

 
 

 
 

〇
か
つ
ら
ぎ
斎
場
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
昭
和

5
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
2
号
）

 

〇
か
つ
ら
ぎ
斎
場
設
置
及
び
管
理
条
例

 

（
昭
和

5
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

2
2
号
）

 

 
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
使
用
料
）

 
（
使
用
料
）

 

第
６
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
る
者
は
、
別
表
に
定
め
る
使
用

料
を
許
可
申
請
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

第
６
条
 
前
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
る
者
は
、
別
に
条
例
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
使
用
料
を
許
可
申
請
時
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
使
用
料
（
火
葬
、
小
動
物
火
葬
、
小
動
物
個
別
火
葬
（
返
骨
）
を
除
く
。
）
の

額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法
（
昭
和
６
３
年
法
律
第
１
０
８

号
）
に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法
（
昭
和
２
５
年

法
律
第
２
２
６
号
）
に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し

た
額
（
こ
の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
）

と
す
る
。

 

 

３
 
既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
町
長
に
お
い
て
特
別
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

２
 
既
納
の
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
町
長
に
お
い
て
特
別
な
理
由
が

あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

（
使
用
料
の
減
免
）

 
（
使
用
料
の
減
免
）

 

第
７
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

第
７
条
 
町
長
は
貧
困
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
3

9
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
は
、
使
用
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(規
則
へ
の
委
任

) 
(規

則
へ
の
委
任

) 

第
8
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
規
則
で
定
め

る
。

 

 

第
8
条
 
こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
必
要
な
事
項
は
、
別
に
規
則
で
定
め

る
。

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 別
表

(第
6
条
関
係

) 

 

区
 
分

 
単
 
位

 
使
用
料
（
円
）

 

町
内
利
用

 
町
外
利
用

 

火 葬
 

1
2
歳
以
上

 
1
体

 
2

0
,0

0
0
 

1
2

0
,0

0
0
 

1
2
歳
未
満

 
1
体

 
1

4
,0

0
0
 

5
0

,0
0

0
 

死
・
流
産
児

 
1
胎

 
7

,0
0
0
 

2
0

,0
0

0
 

そ
の
他

 
1
件

 
4

,0
0
0
 

6
,0

0
0
 

遺
体
安
置
室

 
2

4
時
間
以
内

 
3

,0
0
0
 

6
,0

0
0
 

2
4
時
間
を
超
え

1
時
間
毎

 
2

0
0
 

4
0

0
 

式
場

 
通
夜
か
ら
告
別

式
ま
で

 

5
1

,0
0

0
 

1
0

2
,0

0
0
 

通
夜
の
み

 
2

5
,5

0
0
 

5
1

,0
0

0
 

告
別
式
の
み

 
2

5
,5

0
0
 

5
1

,0
0

0
 

密
葬
等

 
（
一
時
使
用
）

 
1

0
,0

0
0
 

2
0

,0
0

0
 

和
室

 
通
夜
か
ら
告
別

式
ま
で

 

1
7

,0
0

0
 

3
4

,0
0

0
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

0
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

通
夜
の
み

 
8

,5
0
0
 

1
7

,0
0

0
 

告
別
式
の
み

 
8

,5
0
0
 

1
7

,0
0

0
 

控
室

 
通
夜
か
ら
告
別

式
ま
で

 
3

,0
0
0
 

6
,0

0
0
 

通
夜
の
み

 
1

,5
0
0
 

3
,0

0
0
 

告
別
式
の
み

 
1

,5
0
0
 

3
,0

0
0
 

祭
壇

 
5

0
,0

0
0
 

1
0

0
,0

0
0
 

小 動 物
 

火
葬

 
1
件

 
5

,0
0
0
 

1
0

,0
0

0
 

個
別
火
葬

 

（
返
骨
）

 

1
件

 
上
記
金
額
に

3
,0

0
0
円
を
加

算
 

上
記
金
額
に

 

3
,0

0
0
円

 
を
加
算

 

自
動
販
売
機

 
飲
料
水

 
売

上
金

額
の

1
0
％

以
上

2
5
％
以
内

 
1
円

未
満

切
捨
て

 

備
考
 

１
 
町
内
利
用
と
は
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
係
る
利
用
を

い
い
、
町
外
利
用
と
は
そ
れ
以
外
の
場
合
に
係
る
利
用
を
い
う
。

 

(1
) 

死
亡
者
が
死
亡
時
に
本
町
に
住
所
を
有
し
て
い
た
場
合

 

(2
) 

使
用
者
が
本
町
に
住
所
を
有
し
て
い
る
場
合

 

(3
) 

死
亡
者
が
死
亡
時
に
介
護
保
険
法

(平
成
9年

法
律
第
12
3号

)第
13
条
第

1項
に
規
定
す
る
住
所
地
特
例
対
象
施
設
に
入
所
又
は
入
居
を
し
て
い
た
者

で
あ
っ
て
、
本
町
の
介
護
保
険
の
被
保
険
者
で
あ
っ
た
場
合

 

(4
) 

前
３
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
町
長
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

場
合
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

1
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

か
つ
ら
ぎ
霊
園
墓
地
設
置
及
び
管
理
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
５
条
関
係
】

 
 

 
 

○
か
つ
ら
ぎ
霊
園
墓
地
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
霊
園
墓
地
設
置
及
び
管
理
条
例

 

（
昭
和

5
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
1
号
）

 
（
昭
和

5
7
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
1
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
7
条

 
前
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者

(以
下
「
使
用
者
」
と
い

う
。

)は
、
別
表
に
定
め
る
使
用
料
を
使
用
許
可
の
際
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

 

2
 
（
略
）

 

第
7
条

 
前
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
の
許
可
を
受
け
た
者

(以
下
「
使
用
者
」
と
い

う
。

)は
、
別
の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
料
を
使
用
許
可
の
際
に

納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

2
 
（
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免
猶
予

) 
(使

用
料
の
減
免
猶
予

) 

第
1

6
条

 
町
長
は
、
公
益
上
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
使
用
料
及
び
管
理
料
の
納
付
を
減
免
し
、

又
は
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
1

6
条
 
町
長
は
、
公
益
上
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
使
用
料
及
び
管
理
料
の
納
付
を
減
免
し
、
又
は
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 

（
附
 
則
 
省

 
略
）

 

 

（
附
 
則
 
省
 
略
）
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

2
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 別
表

(第
7
条
関
係

) 使
用
面
積

 
使
用
料

 

1
区
画

 
3

.2
4
平
方
メ
ー
ト
ル

 

（
縦

1
.8
メ
ー
ト
ル
横

1
.8
メ
ー
ト
ル
）

 

4
0

0
,0

0
0
円

 

（
た
だ
し
、
既
使
用
の
場
合
は
、

 

2
4

0
,0

0
0
円
と
す
る
。
）
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

3
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】
 

地
域
振
興
施
設
設
置
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
６
条
関
係
】

 
 

 
 

○
地
域
振
興
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
昭
和

56
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第
9号

）
 

 

○
地
域
振
興
施
設
設
置
条
例

 

（
昭
和
56
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

9号
）

 

 
 

（
設
置
）

 

第
１
条
 
（
略
）
 

 
（
名
称
及
び
位
置
）

 

 第
１
条
 
（
略
）
 

第
２
条
 
（
略
）
 

（
使
用
の
承
認

) 

第
３
条
 
地
域
振
興
施
設
を
使
用
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
町
長
に
申
請
書
を
提
出
し

て
、
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

   

(使
用
の
不
承
認

) 

第
４
条
 
町
長
は
、
公
益
の
維
持
管
理
及
び
施
設
の
保
全
に
支
障
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
使
用
を
承
認
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
（
使
用
料
）

 

第
２
条
 
（
略
）
 

 第
３
条
 
設
置
目
的
の
使
用
形
態
に
支
障
の
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
公
共
的
団
体

に
使
用
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
町
長
が
別
に
定
め
る
光

熱
水
費
等
の
実
費
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
公
共
的
団
体
外
の
者
に
つ
い
て
も
準
用
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
を
許
可
さ
れ
た
者
は
、
使
用
料
を
前
納
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

4
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

第
５
条
 
使
用
者
は
、
１
時
間
に
つ
き
、
１
０
０
円
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
使
用
時
間
が
１
時
間
に
満
た
な
い
時
間
に
つ

い
て
は
、
１
時
間
に
繰
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。
ま
た
、
使
用
時
間
は
、
使
用
の

た
め
の
準
備
及
び
使
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を
含
む
も
の
と
す
る
。

 

２
 
使
用
料
の
額
は
、
前
項
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和
63
年
法
律
第

1

0
8
号

)
に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(
昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2
6
号

)
に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。
 

(使
用
料
の
還
付

) 

第
６
条
 
既
に
納
入
し
た
使
用
料
は
、
還
付
し
な
い
。
た
だ
し
、
使
用
者
の
責
め
に

よ
ら
な
い
事
由
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

い
。
 

(使
用
料
の
減
免

) 

第
７
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

(実
費
の
弁
償

) 

第
８
条
 
町
長
は
、
使
用
者
が
建
物
、
建
具
、
機
械
器
具
又
は
備
品
等
を
破
損
し
た

と
き
は
、
協
議
の
上
、
使
用
者
に
そ
の
損
害
額
を
賠
償
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

 
（
委
任
）

 

第
９
条
 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則
で
定
め
る
。

 
 

                  第
４
条

 
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
町
長
が
別
に
規
則
で
定
め

る
。
 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

5
 -

 

（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
）

 

【
議
案
第
２
５
号
 
参
考
資
料
】

 

は
な
ぞ
の
温
泉
「
花
圃
の
里
」
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

【
第
１
７
条
関
係
】

 
 

 
 

○
は
な
ぞ
の
温
泉
「
花
圃
の
里
」
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
は
な
ぞ
の
温
泉
「
花
圃
の
里
」
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成

2
1
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
5
号
）

 
（
平
成

2
1
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

1
5
号
）

 

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
8
条
 
利
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
町
長
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

第
8
条
 
利
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
町
長
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法
（
昭
和

6
3
年
法
律

第
1

0
8
号
）
に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
消
費
税
法
（
昭

和
2

5
年
法
律
第

2
2

6
号
）
に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し
た
額
（
こ
の
額
に

1
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た

額
）
と
す
る
。

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
1

0
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
1

0
条
 
町
長
は
、
公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、

又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

6
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 

 

別
表

(第
8
条
関
係

) 
別
表

(第
8
条
関
係

) 

は
な
ぞ
の
温
泉
「
花
圃
の
里
」
使
用
料

 
は
な
ぞ
の
温
泉
「
花
圃
の
里
」
使
用
料

 

1
 
宿
泊
使
用
料

 
1
 
宿
泊
使
用
料

 

室
タ
イ
プ

 
大
人

 

(中
学
生
以
上

) 

小
人

 

(小
学
生

) 

幼
児

 

(3
歳
以
上

) 

幼
児

 

(3
歳
未
満

) 

A
タ
イ
プ

 
6

,5
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

B
タ
イ
プ

 

ベ
ラ
ン
ダ
付

 

7
,5

0
0
円

 
6

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

C
タ
イ
プ

 

畳
小
ス
ペ
ー
ス
付

 

8
,5

0
0
円

 
7

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

D
タ
イ
プ

 

畳
大
ス
ペ
ー
ス
付

 

9
,5

0
0
円

 
8

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

 

室
タ
イ
プ

 
大
人

 

(中
学
生
以
上

) 

小
人

 

(小
学
生

) 

幼
児

 

(3
歳
以
上

) 

幼
児

 

(3
歳
未
満

) 

A
タ
イ
プ

 
6

,5
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

B
タ
イ
プ

 

ベ
ラ
ン
ダ
付

 

7
,5

0
0
円

 
6

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

C
タ
イ
プ

 

畳
小
ス
ペ
ー
ス
付

 

8
,5

0
0
円

 
7

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

D
タ
イ
プ

 

畳
大
ス
ペ
ー
ス
付

 

9
,5

0
0
円

 
8

,0
0
0
円

 
5

,0
0
0
円

 
無
料

 

 

ア
 
幼
児

(3
歳
未
満

)は
添
い
寝
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
寝
具
使
用
の
場

合
は
幼
児

(3
歳
以
上

)料
金
と
す
る
。

 

ア
 
幼
児

(3
歳
未
満

)は
添
い
寝
を
原
則
と
す
る
。
た
だ
し
、
寝
具
使
用
の
場

合
は
幼
児

(3
歳
以
上

)料
金
と
す
る
。

 

イ
 
宿
泊
時
間
を
超
過
し
た
と
き
は
、
休
憩
使
用
料
に
切
り
替
え
る
。

 
イ
 
宿
泊
時
間
を
超
過
し
た
と
き
は
、
休
憩
使
用
料
に
切
り
替
え
る
。

 

ウ
 
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(昭
和

2
3
年
法
律
第

1
7

8
号

)に
規
定
す
る
休

日
の
前
日
及
び
土
曜
日
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
金
額
に

2
,0

0
0
円
を
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
幼
児
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

ウ
 
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(昭
和

2
3
年
法
律
第

1
7

8
号

)に
規
定
す
る
休

日
の
前
日
及
び
土
曜
日
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
金
額
に

2
,0

0
0
円
を
加
算
す

る
。
た
だ
し
、
幼
児
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

 

エ
 

1
人
で
利
用
の
場
合
は
、

2
,0

0
0
円
を
加
算
す
る
。

 
エ
 

1
人
で
利
用
の
場
合
は
、

2
,0

0
0
円
を
加
算
す
る
。

 

オ
 
こ
の
表
に
掲
げ
る
金
額
に
は
、
食
事
代
は
含
ま
な
い
。

 
オ
 
こ
の
表
に
掲
げ
る
金
額
に
は
、
食
事
代
は
含
ま
な
い
。

 

2
 
休
憩
使
用
料

 
2
 
休
憩
使
用
料

 

施
設
区
分

 
2
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金

 
超
過

1
時
間
ご
と

 

一
部
屋

 
2

,0
0
0
円

 
1

,0
0
0
円

 
 

施
設
区
分

 
2
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金

 
超
過

1
時
間
ご
と

 

一
部
屋

 
2

,0
0
0
円

 
1

,0
0
0
円
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公
の
施
設
に
お
け
る
使
用
料
に
関
す
る
見
直
し
に
伴
う
関
係
条
例
の
整
備
に
関
す
る
条
例

- 
4

7
 -

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

3
 
室
使
用
料

 
3
 
室
使
用
料

 

施
設
区
分

 
5
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金

 
超
過

1
時
間
ご
と

 

大
広
間

 
4

,0
0
0
円

 
1

,0
0
0
円

 
 

施
設
区
分

 
5
時
間
当
た
り
の
利
用
料
金

 
超
過

1
時
間
ご
と

 

大
広
間

 
4

,0
0
0
円

 
1

,0
0
0
円

 
 

4
 
入
浴
料

(宿
泊
・
休
憩
・
室
使
用
者
以
外

) 
4
 
入
浴
料

(宿
泊
・
休
憩
・
室
使
用
者
以
外

) 

大
人

(中
学
生
以
上

) 
小
人

(小
学
生

) 
幼
児

(小
学
生
未
満

) 

8
0

0
円

 
5

0
0
円

 
無
料

 
 

大
人

(中
学
生
以
上

) 
小
人

(小
学
生

) 
幼
児

(小
学
生
未
満

) 

8
0

0
円

 
5

0
0
円

 
無
料

 
 

ア
 
か
つ
ら
ぎ
町
民
及
び
大
阪
府
和
泉
市
民
が
利
用
す
る
場
合
は
、
上
記
金
額

に
か
か
わ
ら
ず

3
0

0
円
と
す
る
。
た
だ
し
、
幼
児

(小
学
生
未
満

)は
無
料
と

す
る
。

 

ア
 
町
民
が
利
用
す
る
場
合
は
、
上
記
金
額
に
か
か
わ
ら
ず

3
0

0
円
と
す
る
。

た
だ
し
、
幼
児

(小
学
生
未
満

)は
無
料
と
す
る
。

 

 
備
考
 
は
な
ぞ
の
温
泉
「
花
圃
の
里
」
使
用
料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
上
記
に
よ
り

計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税

率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年
法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地

方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た
額

(こ
の
額
に

1
円
未
満
の

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す
る
。
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 企画公室

４．概要

〇別表１において使用料等を削除します。
　第１項から第１６項まで、第１８項の削除

　

（施行期日：令和７年１０月１日）

１．議案名

議案第２６号　かつらぎ町使用料、手数料、督促及び延滞金条例の一部を改正する条例
制定について

２．背景・経過

　公の施設使用料について統一的な基準を定め、施設を利用する方に理解が得られる合
理的な料金を設定するにあたり、各施設における使用料の見直しを行うとともに使用料
の表記を各施設の設置及び管理に関する条例に記載することとしました。

３．趣旨・目的

　公の施設における使用料の見直し及び使用料の表記の整理に伴い、既存条例の整備が
必要となるため、所要の改正を行おうとするものです。
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
1
 
-
 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）
 

【
議
案
第
２
６
号
 
参

考
資
料
】
 

か
つ
ら

ぎ
町

使
用
料
、

手
数

料
、

督
促
及
び
延

滞
金
条
例

新
旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

 
○
か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

33
号
）

 
（
昭
和

33
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

33
号
）

 
 

 
 

 
（
本
 
 
則
 
 
省
 
 
略
）

 
 

（
附
 
 
則
 
 
省
 
 
略
）

 

（
本
 
 
則
 
 
省
 
 
略
）

 
 

（
附
 
 
則
 
 
省
 
 
略
）

 
 

 
第

1条
 

地
方

自
治

法
(昭

和
22

年
法

律
第

67
号

。
以

下
「

法
」

と
い

う
。

)第
22

5
条

、
第

22
7条

及
び
第

23
1条

の
3第

3項
の

規
定

に
よ

る
行

政
財

産
の
使

用
並
び

に
特

定
の

者
の

た
め

に
す

る
事

務
並

び
に

督
促

し
た

場
合

に
お

け
る

手
数

料
(以

下
「

督
促

手
数

料
」

と
い

う
。

)及
び

延
滞

金
に

つ
い

て
は

別
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
手
数
料
、
使
用
料
、
督
促
手
数
料
及

び
延
滞
金
を
徴
収

す
る
。

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

第
1条

 
地

方
自

治
法

(昭
和

22
年

法
律

第
67

号
。

以
下

「
法

」
と

い
う

。
)第

22
5

条
、

第
22

7条
及

び
第

23
1条

の
3第

3項
の

規
定

に
よ

る
行

政
財

産
の
使

用
並
び

に
公

の
施

設
の

利
用

並
び

に
特

定
の

者
の

た
め

に
す

る
事

務
並

び
に

督
促

し
た

場
合
に
お
け
る
手

数
料

(以
下
「
督
促
手
数
料
」
と
い
う
。

)及
び
延
滞
金
に
つ
い

て
は
別
に
定
め
る

も
の
の
ほ
か
、
こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
手
数
料
、

使
用
料
、
督
促
手

数
料
及
び
延
滞

金
を
徴
収
す
る
。

 
 

（
省
 
 
 
 
 
略
）

 
 

別
表
第

1(
第

2条
関
係

) 
別
表
第

1(
第

2条
関

係
) 

 
1 

削
除

 
 

2 
削
除

 
 

3 
学
校
施
設
使
用
料
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
(1

) 
学
校
体
育
施
設
基
本
使
用
料

 
 

使
用
区
分

 
使
用
時
間

 
(午

前
8時

か
ら
午
後

10
時
ま
で

) 
屋
内
運
動
場

 
1時

間
に
つ
き
 

21
0円

 
屋
外
運
動
場

 
1時

間
に
つ
き
 

11
0円

 
 

 
ア

 
本

町
以

外
に

住
所

を
有

す
る

者
が

使
用

す
る

場
合

は
、

基
本

使
用

料
の

10
割
を
加
算
す
る

。
 

 
イ

 
夜

間
照

明
設

備
を

使
用

す
る

場
合

の
使

用
料

は
、

次
表

に
掲

げ
る

額
と

す

る
。

 
 

学
校
内

 
使
用
料

 
笠
田
中
学
校
グ
ラ
ウ

ン
ド
夜
間
照
明
設
備

 1
時
間
に
つ
き
 

74
0円

 
大
谷
小
学
校
グ
ラ
ウ

ン
ド
夜
間
照
明
設
備

 1
時
間
に
つ
き
 

63
0円

 
渋
田
小
学
校
グ
ラ
ウ

ン
ド
夜
間
照
明
設
備

 1
時
間
に
つ
き
 

42
0円

 
 

 
(2

) 
学
校
施
設
基
本
使
用
料

 
 

使
用
区
分
及
び
時
間

 
午
前

 
午
後

 
夜
間

 
午

前
8時

か
ら

正

午
ま
で

 
午

後
1時

か
ら

午

後
5時

ま
で

 
午

後
6時

か
ら

午

後
10

時
ま
で

 
教
室

(1
教
室
に
つ
き

) 
11

0円
11

0円
11

0円
 

 
ア

 
本

町
以

外
に
住

所
を
有

す
る

者
が

使
用
す

る
場
合

は
、

基
本

使
用
料

の
1

0割
を
加
算
す
る
。

 
 

イ
 
冷
暖
房
の
実
施
期
間
は
、
次
の
と
お
り
と
し
、
そ
の
期
間

中
は
、
基
本
使

用
料

の
5割

を
加

算
す
る
。

た
だ

し
、

実
施
期

間
に
つ

い
て

は
、

そ
の
年

の

気
象
事
情
に
よ
り
変
更
す
る
場
合
が
あ
る
も
の
と
す
る
。

 
 

冷
房
 

6月
1日

か
ら

9月
30

日
ま
で

 
 

暖
房
 

12
月

1日
か
ら

3月
31

日
ま
で
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
3
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
ウ
 
使
用
区
分
に
よ
る
時
間
を
連
続
し
て
使
用
す
る
場
合
は
、
区
分
間
の
時
間

も
含
め
て
使
用
で
き
る
も
の
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
ご
と
の
基
本
使
用
料

を
合
算
し
た
額
を
使
用
料
と
す
る
。

 
 

4 
削
除

 
 

5 
削
除

 
 

6 
第

3項
及
び
第

4項
の

規
定
の
適
用

に
つ
い
て

使
用
者
が
入
場

料
金
を
徴

収
す

る
場
合
に
お
い
て
は
、
入
場
料
金
の
合
計
額
の

10
0分

の
10

の
額
を
使
用
料
の

額
に
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
に

10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、

四
捨
五
入
し
た
額
と
す
る
。

 
 

7 
第

3項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
に
つ
い
て
、
使
用
時
間
帯
は
各
区
分
に
よ
る
も

の
と
し
、
時
間
割
料
金
の
算
定
を
行
わ
な
い
も
の
と
す
る
。

 
 

8 
削
除

 
 

9 
東
谷
ふ
る
さ
と
セ
ン
タ
ー

 
 

種
別

区
分

 
宿
泊
す
る
場
合

(1
人
当
た
り

) 
児
童
生
徒

(高
校
生
ま
で

) 
そ
の
他
一
般

 
5～

10
人

 
11

人
以
上

 
5～

10
人

 
11

人
以
上

 
町
民

 
1,

05
0円

95
0円

 
1,

58
0円

1,
37

0円
 

そ
の
他

 
1,

16
0円

1,
05

0円
 

1,
79

0円
1,

58
0円

 
 

 
備
考
 
宿
泊
し
な
い
場
合
の
使
用
料
は
、
こ
の
表
に
掲
げ
る
額
の

2分
の

1の
額
と

す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
額
に

10
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た
場
合
は
、
四
捨
五
入

し
た
額
と
す
る
。

 
 

10
 
削
除

 
 

11
 
大
型
共
同
作
業
場
建
物
等
使
用
料
 
月
額
 

33
,6

00
円

 
 

12
 
診
療
所
に
お
け
る
使
用
料

 
 

使
用
料

(一
部
負
担
金
を
含
む
。

)は
、
健
康
保
険
法
の
規
定
に
よ
る
療
養
に
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
4
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

(平
成

6年
厚
生
省
告
示
第

54
号

)に
規
定
す
る

診
療
報
酬
点
数
表

(乙
)に

基
づ
き
算
定
し
た
額
と
す
る
。

 
 

13
 
自
然
休
養
村
管
理
セ
ン
タ
ー
使
用
料

 
 

種
別

 
使
用
区
分

 
午
前

9時
～
正
午

 
午
後

1時
～
午
後

5時
 午

後
6時

～
午
後

10
時

 
和
室

 
1,

05
0円

1,
58

0円
 

2,
10

0円
小
研
修
室

 
53

0円
1,

05
0円

 
1,

58
0円

料
理
講
習
室

 
1,

05
0円

1,
58

0円
 

2,
63

0円
 

 
暖
房
器
の
使
用

は
、

1時
間
に
つ
き

21
0円

と
す
る
。

 
 

14
 
か
つ
ら
ぎ
霊
園
墓
地
墳
墓
使
用
料

 
 

使
用
面
積

 
使
用
料

 
1区

画
 

3.
24

平
方

メ
ー

ト
ル

(縦
1.

8メ
ー

ト
ル

横
1.

8メ
ー

ト

ル
) 

40
0,

00
0円

(た
だ
し
、
既
使
用

の
場

合
は

、
24

0,
00

0円
と
す
る
。

) 
 

 
15

 
か
つ
ら
ぎ
斎
場
使
用
料

 
 

区
分

 
単
位

 
使
用
料
の

額
 

か
つ

ら
ぎ

町
民

で

な
い

場
合

の
使

用

料
の
額

 

備
考

 

火
葬

 
12

歳
以
上

 1
体

 
20

,0
00

円
12

0,
00

0円
 

 
12

歳
未
満

 1
体

 
14

,0
00

円
50

,0
00

円
 

 
死
・
流
産
児

1胎
 

7,
00

0円
20

,0
00

円
 

 
そ
の
他

 
1件

 
4,

00
0円

6,
00

0円
 

 
遺
体
安
置
室

 
24

時
間
以
内

 
5,

25
0円

10
,5

00
円
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
5
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

24
時
間
を
超
え

 
1時

間
増
す
ご
と

 
21

0円
42

0円
 

 

式
場

 
通

夜
か

ら
告

別
式

ま
で

 
50

,0
00

円
10

0,
00

0円
 

 

通
夜
の
み

 
25

,0
00

円
50

,0
00

円
 

 
告
別
式
の
み

 
25

,0
00

円
50

,0
00

円
 

 
密
葬
等

(一
時
使
用

) 
10

,0
00

円
20

,0
00

円
 

和
室

 
通

夜
か

ら
告

別
式

ま
で

 
20

,0
00

円
40

,0
00

円
 

 

通
夜
の
み

 
10

,0
00

円
20

,0
00

円
 

 
告
別
式
の
み

 
10

,0
00

円
20

,0
00

円
 

 
控
室

 
通

夜
か

ら
告

別
式

ま
で

 
6,

00
0円

12
,0

00
円

 
 

通
夜
の
み

 
3,

00
0円

6,
00

0円
 

 
告
別
式
の
み

 
3,

00
0円

6,
00

0円
 

 
冷
暖
房
費

 
通

夜
か

ら
告

別
式

ま
で

 
24

,0
00

円
24

,0
00

円
 

通
夜
の
み

 
12

,0
00

円
12

,0
00

円
 

告
別
式
の
み

 
12

,0
00

円
12

,0
00

円
 

祭
壇
使
用
料

 
50

,0
00

円
10

0,
00

0円
 

 
自

動
販

売
機

(飲
料

水
) 

1台
 

売
上

金
額

の
15

％
以

上
20

％
以

内
 

円
未

満

切
捨
て

 
小

動
物

(犬
猫

等
) 

火
葬

 
1件

 
5,

00
0円

10
,0

00
円

 
 

返
骨

手
数

料
 

1件
 

3,
00

0円
3,

00
0円

 
 

備
考
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
6
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

か
つ
ら
ぎ
町
民
で

な
い
場
合
と
は
、
使
用
者
及
び
死
亡
者
の
い
ず
れ
も
が
か
つ
ら

ぎ
町
民
で
な
い
と
き

を
い
う
。

 
 

 
16

 
シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
使
用
料

 
 

(1
) 

シ
ビ
ッ
ク
セ
ン
タ
ー
基
本
使
用
料

 
 

(単
位
：
円

) 
 

使
用
時
間

区
分

 
(午

前
) 

9：
00

～
1

2：
00

 

(午
後

) 
13
：

00
～

1
7：

00
 

(夜
間

) 
18
：

00
～

2
2：

00
 

(全
日

) 
9：

00
～

2
2：

00
 

備
考

 

1階
大

ホ
ー

ル
(平

日
) 

10
,0

00
15

,0
00

20
,0

00
45

,0
00

椅
子
・
舞
台
共

 

1
階

大
ホ

ー
ル

(土
・
日
・
祝

) 
12

,0
00

18
,0

00
24

,0
00

54
,0

00
椅
子
・
舞
台
共

 

1階
大

ホ
ー

ル
の

み
使
用

(平
日

) 
7,

00
0

10
,5

00
14

,0
00

31
,5

00
椅
子
な
し

 

1階
大

ホ
ー

ル
の

み
使
用

(土
・
日
・

祝
) 

8,
40

0
12

,6
00

16
,8

00
37

,8
00

椅
子
な
し

 

1階
舞

台
の

み
使

用
(平

日
) 

3,
00

0
4,

50
0

6,
00

0
13

,5
00

 
 

1階
舞

台
の

み
使

用
(土

・
日
・
祝

) 
3,

60
0

5,
40

0
7,

20
0

16
,2

00
 

 

1
階

A
V
ホ

ー
ル

(平
日

) 
5,

00
0

7,
50

0
10

,0
00

22
,5

00
 

 

1
階

A
V
ホ

ー
ル

(土
・
日
・
祝

) 
6,

00
0

9,
00

0
12

,0
00

27
,0

00
 

 

1階
控
室

(楽
屋

A)
 

50
0

75
0

1,
00

0
2,

25
0シ

ャ
ワ
ー
付
き
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
7
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

1階
控
室

(楽
屋

B)
 

30
0

45
0

60
0

1,
35

0 
 

1階
展

示
ホ

ー
ル

(平
日

) 
3,

00
0

4,
50

0
6,

00
0

13
,5

00
 

 

1階
展

示
ホ

ー
ル

(土
・
日
・
祝

) 
3,

60
0

5,
40

0
7,

20
0

16
,2

00
 

 

2階
リ

ハ
ー

サ
ル

室
 

60
0

90
0

1,
20

0
2,

70
0 

 

2階
ス
タ
ジ
オ

 
50

0
75

0
1,

00
0

2,
25

0 
 

3階
和
室

1 
1,

00
0

1,
50

0
2,

00
0

4,
50

0 
 

3階
和
室

2 
70

0
1,

05
0

1,
40

0
3,

15
0 

 
3階

和
室

3 
70

0
1,

05
0

1,
40

0
3,

15
0 

 
3階

研
修
室

 
3,

00
0

4,
50

0
6,

00
0

13
,5

00
 

 
3階

料
理
実
習
室

 
3,

00
0

4,
50

0
6,

00
0

13
,5

00
 

 
4階

会
議
室
 

A 
4,

00
0

6,
00

0
8,

00
0

18
,0

00
 

 
4階

会
議
室
 

C 
3,

00
0

4,
50

0
6,

00
0

13
,5

00
 

 
4階

会
議
室
 

D
 

70
0

1,
05

0
1,

40
0

3,
15

0 
 

イ
ベ
ン
ト
広
場

 
5,

00
0

7,
50

0
10

,0
00

22
,5

00
 

 
野

外
ス

テ
ー

ジ
広

場
 

5,
00

0
7,

50
0

10
,0

00
22

,5
00

 
 

 

 
備
考

 
 

(1
) 

大
ホ
ー
ル

(椅
子
な

し
)の

み
使
用
の
場
合
は
、
大
ホ
ー
ル

(椅
子
・
舞
台
共

)
基
本
料
金
の

7割
と
す
る
。

 
 

(2
) 

舞
台

の
み

使
用

の
場

合
は

、
大

ホ
ー

ル
(椅

子
・

舞
台

共
)基

本
料

金
の

3
割
と
す
る
。

 
 

(3
) 

冷
暖
房
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
基
本
料
金
の

5割
増
し
と
す
る
。

 
 

(4
) 

町
外

(橋
本
広
域
市

町
村
圏
域
を
除
く
。

)居
住
者
の
使
用
は
、
基
本
料
金
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
8
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

の
5割

増
し
と
す
る
。

 
 

(5
) 

入
場

料
を

徴
収

す
る

場
合

及
び

入
場

料
を

徴
収

し
な

い
で

営
利

を
目

的

と
し
て
使
用
の
場
合
は
、
基
本
料
金
の

5割
増
し
と
す
る
。

 
 

(6
) 

イ
ベ
ン
ト
広
場
の
使
用
料
は
、
催
し
の
場
合
の
み
徴
収
す
る
。

 
 

(7
) 

使
用

区
分

に
よ

る
時

間
帯

を
連

続
し

て
使

用
し

た
場

合
に

お
け

る
使

用

料
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
区
分
ご
と
の
使
用
料
を
合
算
し
た
額
と
す
る
。

 
 

(8
) 

野
外

ス
テ

ー
ジ

の
電

気
設

備
を

使
用

し
た

場
合

、
1時

間
当

た
り

20
0円

を
徴
す
る
。

 
 

(2
) 

附
属
設
備
使
用
料

 
 

番
号

 
品
名

 
単
位

 
使
用
料

(円
) 

(1
回
に
つ
き

) 
備
考

 

1 
平
台

 
1台

 
20

0  
 

2 
箱
足

 
1個

 
50

  
 

3 
緋
毛
氈

 
1枚

 
20

0  
 

4 
高
座
用
座
布
団

 
1枚

 
10

0  
 

5 
上
敷
き

 
1枚

 
10

0  
 

6 
地
が
す
り

 
1枚

 
1,

00
0  

 
7 

屏
風

 
半
双

 
1,

00
0  

 
8 

演
台

 
1台

 
50

0  
 

9 
司
会
者
卓

 
1卓

 
20

0  
 

10
 

花
台

 
1台

 
10

0 花
瓶
つ
き

 
11

 
プ
ロ
グ
ラ
ム
ス
タ
ン
ド

 
1台

 
10

0  
 

12
 

箱
階
段

 
1台

 
20

0  
 

13
 

黒
板

 
1台

 
20

0  
 

14
 

指
揮
台

 
1台

 
20

0  
 

15
 

譜
面
台

 
1台

 
10

0  
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
9
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

16
 

展
示
パ
ネ
ル

 
1台

 
50

  
 

17
 

音
響
反
射
板

 
1式

 
3,

00
0  

 
18

 
ビ
デ
オ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー

 
1式

 
2,

00
0 A

V
ホ

ー
ル

固

定
式

 
ス

ク
リ

ー
ン

付
き

 
19

 
ビ
デ
オ
プ
ロ

ジ
ェ
ク
タ
ー

 
1式

 
1,

00
0 ス

ク
リ

ー
ン

付
き

 
20

 
ワ
イ
ヤ
レ
ス
ア
ン
プ

 
1式

 
1,

00
0  

 
21

 
16

ミ
リ
映
写
機

 
1台

 
2,

00
0 大

ホ
ー

ル
用

ク
セ
ノ
ン

 
ス

ク
リ

ー
ン

付
き

 
22

 
16

ミ
リ
映
写
機

 
1台

 
1,

00
0 ス

ク
リ

ー
ン

付
き

 
23

 
ス
ラ
イ
ド
映
写
機

 
1台

 
50

0 ス
ク

リ
ー

ン

付
き

 
24

 
O
・

H
・

P 
1台

 
1,

00
0 ス

ク
リ

ー
ン

付
き

 
25

 
8ミ

リ
ビ
デ
オ
カ
メ
ラ

 
1台

 
1,

00
0  

 
26

 
書
画
カ
メ
ラ

 
1台

 
1,

00
0  

 
27

 
CD

ラ
ジ
オ
カ
セ
ッ
ト

 
1台

 
50

0  
 

28
 

音
声
調
整
卓

 
1台

 
4,

00
0  

 
29

 
移
動
操
作
卓

 
1台

 
2,

00
0  

 
30

 
ス
テ
ー
ジ
ス
ピ
ー
カ
ー

 
1台

 
1,

00
0  

 
31

 
セ
ン
タ
ー
カ
メ
ラ

 
1台

 
1,

00
0  
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
1
0
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

32
 

マ
イ
ク
ロ
ホ
ン

 
1本

 
40

0  
 

33
 

マ
イ
ク
ス
タ
ン
ド

 
1本

 
10

0  
 

34
 

調
光
操
作
卓

 
1台

 
4,

00
0  

 
35

 
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン

 
1回

路
 

50
0  

 
36

 
サ
ス
ペ
ン
シ
ョ
ン
ラ
イ
ト

 
1列

 
1,

00
0  

 
37

 
ア
ッ
パ
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

 
1回

路
 

1,
00

0  
 

38
 

ロ
ア
ー
ホ
リ
ゾ
ン
ト
ラ
イ
ト

 
1回

路
 

1,
00

0  
 

39
 

シ
ー
リ
ン
グ
ラ
イ

ト
 

1列
 

1,
00

0  
 

40
 

フ
ロ

ン
ト

サ
イ

ド
ス

ポ
ッ

ト
ラ

イ

ト
 

1台
 

30
0  

 

41
 

フ
ッ
ト
ラ
イ
ト

 
1回

路
 

50
0  

 
42

 
ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト

 
1台

 
1,

00
0  

 
43

 
グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

 
1台

 
5,

00
0 大

ホ
ー
ル
用

 
(調

律
費

用
別

途
) 

44
 

グ
ラ
ン
ド
ピ
ア
ノ

 
1台

 
3,

00
0 小

ホ
ー
ル
用

 
(調

律
費

用
別

途
) 

45
 

茶
道
具

 
1式

 
2,

00
0  

 
 

 
備
考

 
 

(1
) 

1回
と

は
、

午
前

9時
か

ら
正

午
ま

で
、

午
後

1時
か

ら
午

後
5時

ま
で

及

び
午
後

6時
か

ら
午
後

10
時
ま
で
の
そ

れ
ぞ
れ
の

使
用
時
間
に
お

け
る
使
用

を
い
う
。

 
 

(2
) 

こ
の
表
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
附
属
設
備
及
び
備
品
の
使
用
料
は
、
類
似

す
る
附
属
設
備
又
は
備
品
の
使
用
料
に
準
じ
て
算
定
し
た
額
と
す
る
。

 
 

(3
) 

設
置
し

、
管
理
又
は
管
理
す
る
場
合
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か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
1
1
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 
種
別

 
単
位

 
使
用
料

(月
額

) 
備
考

 
食
堂
売
店

 
1フ

ロ
ア
ー

 
収
入
金
額
の

10
％

 
90

m
2  

自 動 販 売 機
 

タ
バ
コ

 
使
用

面
積

1m
2 に

つ
き

 
60

0円
 

飲
料
水

 
1台

に
つ
き

 
売

上
金

額
の

15
％

以
上

20
％

以
内

 
 

 

1 
 
行
政
財
産
の

使
用
料

 
17

 
行
政
財
産
の
使
用
料

 
種
別

 
使
用
目
的

 
単
位

 
使
用
料

 
土
地

 
電

柱
等

(路
線

を
支

持
す

る
た

め
に

利

用
す
る
も
の

を
い
う
。

) 
1本

に
つ
き

 
年
額

 
1,

50
0円

共
架

電
線

(電
柱

又
は

電
話

柱
を

設
置

す
る

者
以

外
の

者
が

当
該

電
柱

又
は

電
話

柱
に

設
置

す
る

電
線

を
い

う
。

)
そ
の
他
上
空

に
設
け
る
線
類

 

長
さ

1m
に

つ

き
 

年
額

 
5円

学
校

施
設

の
敷

地
の

一
部

使
用

(教
職

員
の

通
勤

用
自

動
車

(自
動

二
輪

車
を

除
く

。
)の

駐
車

場
と

し
て

使
用

す
る

も
の
を
い
う

。
) 

1台
に
つ
き

 
月
額

 
1,

00
0円

そ
の
他

 
1m

2 に
つ
き

 
年
額

 
43

0円
建
物

 
庁
舎
等
の
一

部
使
用

 
(防

火
対

象
と

し
て

建
物

の
一

部
と

み

な
さ
れ
る
場

合
を
含
む
。

) 

1m
2 に

つ
き

 
年
額

 
2,

00
0円

 

種
別

 
使
用
目
的

 
単
位

 
使
用
料

 
土
地

 
電

柱
等

(路
線

を
支

持
す

る
た

め
に

利

用
す
る
も

の
を
い
う
。

) 
1本

に
つ
き

 
年
額

 
1,

50
0円

共
架

電
線

(電
柱

又
は

電
話

柱
を

設
置

す
る

者
以

外
の

者
が

当
該

電
柱

又
は

電
話

柱
に

設
置

す
る

電
線

を
い

う
。

)
そ
の
他
上

空
に
設
け
る
線
類

 

長
さ

1m
に

つ

き
 

年
額

 
5円

学
校

施
設

の
敷

地
の

一
部

使
用

(教
職

員
の

通
勤

用
自

動
車

(自
動

二
輪

車
を

除
く

。
)の

駐
車

場
と

し
て

使
用

す
る

も
の
を
い

う
。

) 

1台
に
つ
き

 
月
額

 
1,

00
0円

そ
の
他

 
1m

2 に
つ
き

 
年
額

 
43

0円
建
物

 
庁
舎
等
の

一
部
使
用

 
(防

火
対

象
と

し
て

建
物

の
一

部
と

み

な
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。

) 

1m
2 に

つ
き

 
年
額

 
2,

00
0円

 

備
考

 
備
考

 
１
 
こ
の
表
の
料
金
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
隣
接

ア
 
こ
の
表
の
料
金
に
よ
る
こ
と
が
不
適
当
と
認
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
隣
接

133



か
つ
ら
ぎ
町
使
用
料
、
手
数
料
、
督
促
及
び
延
滞
金
条
例

-
 
1
2
 
-
 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

の
土
地
の
賃
借
料
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
都
度
町
長
が
定
め
る
。

 
の
土
地
の
賃
借
料
等
を
考
慮
し
て
、
そ
の
都
度
町
長
が
定
め
る
。

 
２

 
使

用
期

間
が

1年
に
満

た
な

い
と

き
は

、
月
割
り

を
も

っ
て

計
算

し
、
使
用

期
間
が

1月
に
満
た
な
い
と
き
は
、

1月
と
し
て
計
算
す
る
。

 
イ

 
使

用
期

間
が

1年
に
満

た
な

い
と

き
は

、
月
割
り

を
も

っ
て

計
算

し
、
使
用

期
間
が

1月
に
満
た
な
い
と
き
は
、

1月
と
し
て
計
算
す
る
。

 
３

 
使

用
の

長
さ

が
1メ

ー
ト

ル
未

満
の

と
き

又
は

1メ
ー

ト
ル

未
満

の
端

数
が

あ
る
と
き
は
、
こ

れ
を

1メ
ー
ト
ル
に
、
使
用
面
積
が

1平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

と
き
又
は

1平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

1平
方
メ
ー

ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。

 

ウ
 

使
用

の
長

さ
が

1メ
ー

ト
ル

未
満

の
と

き
又

は
1メ

ー
ト

ル
未

満
の

端
数

が

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

1メ
ー
ト
ル
に
、
使
用
面
積
が

1平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の

と
き
又
は

1平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

1平
方
メ
ー

ト
ル
と
し
て
計
算
す
る
。

 
４

 
使

用
料

の
額

に
1円

未
満

の
端
数

が
あ

る
と
き
は

、
そ

の
端

数
を

切
り
捨
て

る
。

 
エ

 
使

用
料

の
額

に
1円

未
満

の
端
数

が
あ

る
と
き
は

、
そ

の
端

数
を

切
り
捨
て

る
。

 
 

18
 
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
使
用
料

 
 

(1
) 

体
力
づ
く

り
フ
ロ
ア
使
用
料
 

1回
 

10
0円
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 生涯学習課　社会教育係

議案第２７号　妙寺防災コミュニティセンター設置及び管理に関する条例の全部を改正
する条例制定について

（施行期日：令和７年１０月１日）

１．議案名

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　妙寺防災コミュニティセンターにおける使用料は、妙寺防災コミュニティセンター

を利用する方に受益の範囲内で、使用料等を負担していただくことを基本的な考え

用料について、他の公の施設使用料と同様に、統一的な基準を定め、受益と負担の

②使用の許可等　第５条から第７条、第１０条から第１４条

備等に伴い、全部改正を行おうとするものです。

４．概要

①使用料の改正（消費税別表記）　第８条及び第９条

方としています。そのことから、本町における妙寺防災コミュニティセンターの使

　妙寺防災コミュニティセンターにおける使用料に関する見直し及び使用許可の整

公平性や公正性を確保し、妙寺防災コミュニティセンターを利用する方に理解が得

られる合理的な料金の設定を行います。
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 生涯学習課　社会教育係

議案第２８号　かつらぎ町立公民館設置及び管理条例の全部を改正する条例制定につい
て

（施行期日：令和７年１０月１日）

１．議案名

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　公民館における使用料は、公民館を利用する方に受益の範囲内で、使用料等を負担

していただくことを基本的な考え方としています。

に、統一的な基準を定め、受益と負担の公平性や公正性を確保し、公民館を利用する

②題目表記の整理　「かつらぎ町立公民館設置及び管理に関する条例」に改める

とするものです。

４．概要

③使用の許可等　第４条、第７条から第１１条

①使用料の改正（消費税別表記）　第５条から第６条

　そのことから、本町における公民館の使用料について、他の公の施設使用料と同様

　公民館における使用料に関する見直し及び表記の整理等に伴い、全部改正を行おう

方に理解が得られる合理的な料金の設定を行います。
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 生涯学習課　社会教育係

　児童遊園等における設置及び管理について、必要な事項を定めるため、新たに条例

制定を行おうとするものです。

①目的（第１条）

１．議案名

議案第２９号　かつらぎ町児童遊園等設置及び管理に関する条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

４．概要

　児童遊園等の設置に関することは、「かつらぎ町社会体育施設等設置条例」に記載

されていますが、「児童公園」、「児童遊園」、「少年スポーツ広場」、「多目的広

場」、「河川広場」が混在し、利用する方にとって分かりづらい状況となっています。

②名称及び位置（第２条）

②禁止事項、目的外使用の許可、本町の免責、損害の賠償（第３条から第８条）

（施行期日：令和７年１０月１日）
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 生涯学習課　スポーツ振興係

　１９条

１．議案名

議案第３０号　かつらぎ町スポーツ施設設置及び管理に関する条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　かつらぎ町のスポーツ施設の設置及び管理に関することは、「かつらぎ町都市公園

条例」、「かつらぎ町社会体育施設等設置条例」及び「かつらぎ体育センター設置及

っています。

び管理条例」に分かれて記載されており、利用する方にとって分かりづらい状況とな

健全な発達及び健康の増進を図るとともに、利用する方にとって分かりやすく、かつ、

　町民がスポーツ及びレクリエーション等の場として利用に供し、もって町民の心身の

（施行期日：令和７年１０月１日）

　第９条

適切なスポーツ施設の管理を行うため、新たに条例制定を行おうとするものです。

４．概要

②許可に関する事項の追加（手続、権利の譲渡等の禁止、許可の取消）　第７条から

①スポーツ施設に関する条項が記載された条例の統合

⑤使用料の減免に関する事項の追加　第１２条

③損害の賠償に関する事項の追加　第１０条

④使用料の改正（消費税別表記など）　第１１条

⑥指定管理者に関する事項の追加（管理、指定、基準、取消など）　第１３条から第
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 生涯学習課　社会教育係

（施行期日：令和７年１０月１日）

１．議案名

議案第３１号　かつらぎ町児童館設置及び管理条例の全部を改正する条例制定について

２．背景・経過

３．趣旨・目的

　児童館における使用料は、児童館を利用する方に受益の範囲内で、使用料等を負担

していただくことを基本的な考え方としています。

に、統一的な基準を定め、受益と負担の公平性や公正性を確保し、児童館を利用する

②題目表記の整理　「かつらぎ町立児童館設置及び管理に関する条例」に改める

とするものです。

４．概要

③使用の許可等　第３条から第４条、第７条から第１１条

①使用料の改正（消費税別表記）　第５条から第６条

　そのことから、本町における児童館の使用料について、他の公の施設使用料と同様

　児童館における使用料に関する見直し及び表記の整理等に伴い、全部改正を行おう

方に理解が得られる合理的な料金の設定を行います。
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施設の名称

所在地

　

３．趣旨・目的

　（施行期日：令和７年１０月１日）

　条例第２条の表中より次の施設を削除します。

花園老人憩の家　紫翠荘

かつらぎ町大字花園梁瀬７３６番地の４

      消費税別表記、貸出単位の見直しなど

（１）名称及び位置

（２）使用料の改正

議 案 参 考 資 料

（令和７年第１回定例会３月会議）

担当課（室）係

住民福祉課　社会福祉係

１．議案名　

議案第３２号　老人憩の家設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定につい
て

２．背景・経過

４．概要

　公の施設における使用料は、施設を利用する方に受益の範囲内で、使用料等を負担して
いただくことを基本的な考え方としています。
　そのことから、本町における公の施設使用料について統一的な基準を定め、受益と負担
の公平性や公正性を確保し、施設を利用する方に理解が得られる合理的な料金の設定を行
います。
　また、併せて老人憩の家としての用途変更に伴い、表記の整理を行います。

　公の施設における使用料に関する見直し及び「花園老人憩の家　紫翠荘」の用途変更に
伴い、所要の改正を行おうとするものです。
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（
令
和
７
年
第
１
回
定
例
会
３
月
会
議
) 

【
議
案
第
３
２
号
 
参
考
資
料
】

 

老
人
憩
の
家
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
新
旧
対
照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
老
人
憩
の
家
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
老
人
憩
の
家
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 

（
平
成

2
8
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
1
号
）

 
（
平
成

2
8
年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

4
1
号
）

 

 
 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(名
称
及
び
位
置

) 
(名

称
及
び
位
置

) 

第
2
条
 
老
人
憩
の
家
の
名
称
及
び
位
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
第

2
条
 
老
人
憩
の
家
の
名
称
及
び
位
置
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 

名
称

 
位
置

 

か
つ
ら
ぎ
町
老
人
憩
の
家

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
萩
原

6
5
番
地
の

1
 

 

名
称

 
位
置

 

か
つ
ら
ぎ
町
老
人
憩
の
家

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
萩
原

6
5
番
地
の

1
 

花
園
老
人
憩
の
家
 
紫
翠
荘

 
か
つ
ら
ぎ
町
大
字
花
園
梁
瀬

7
3

6
番
地
の

4
 

 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 

 
 

(使
用
料

) 
(使

用
料

) 

第
8
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
第

8
条
 
使
用
者
は
、
別
表
に
定
め
る
額
の
使
用
料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

2
 
使
用
料
の
額
は
、
こ
の
表
に
よ
り
計
算
し
た
額
に
消
費
税
法

(昭
和

6
3
年
法
律
第

1
0

8
号

)に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
税
法

(昭
和

2
5
年

法
律
第

2
2

6
号

)に
定
め
る
地
方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加
算
し
た

額
(こ

の
額
に
１
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額

)と
す

る
。
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

 

(省
 
 
略

) 
(省

 
 
略

) 

 
 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 

第
1

0
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を
減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

第
1

0
条
 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、
又

は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 

 
 

(省
 
 
略

) 
(省

 
 
略

) 

 
 

別
表

(第
8
条
関
係

) 
別
表

(第
8
条
関
係

) 

 
(1

) 
か
つ
ら
ぎ
町
老
人
憩
の
家

 

種
別

 
使
用
料

(1
時
間
に
つ
き

) 

1
階
広
間

 
1

0
0
円

 

2
階
和
室

(中
) 

1
0

0
円

 

2
階
和
室

(1
) 

1
0

0
円

 

2
階
和
室

(2
) 

1
0

0
円

 

2
階
和
室

(3
) 

1
0

0
円

 
 

使
用
区
分
及
び

時
間

 

午
前

 
午
後

 
夜
間

 

午
前

9
時
か
ら
正
午

ま
で

 

午
後

1
時
か
ら
午
後

5

時
ま
で

 

午
後

6
時
か
ら
午
後

1

0
時
ま
で

 

1
階
広
間

 
6

3
0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

2
階
和
室

(中
) 

6
3

0
円

 
6

3
0
円

 
1

,2
6
0
円

 

2
階
和
室

(1
) 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

2
階
和
室

(2
) 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 

2
階
和
室

(3
) 

3
2

0
円

 
3

2
0
円

 
6

3
0
円

 
 

備
考

 
備
考

 

1
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を

含
む
も
の
と
す
る
。

 

2
 

1
時
間
未
満
の
利
用
は
、

1
時
間
と
す
る
。

 
 

 

規
則
に
定
め
る
使
用
時
間
外
に
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
は
、

1
時
間
当
た
り
、

各
使
用
区
分
ご
と
に
定
め
た
夜
間
の
欄
に
掲
げ
る
額
の

3
割
に
相
当
す
る
額
と

し
、

1
0
円
未
満
の
端
数
は
切
り
捨
て
る
。
ま
た
、
冷
暖
房
設
備
を
使
用
す
る
場
合

は
、

1
時
間
に
つ
き

3
2

0
円
を
加
算
す
る
。
た
だ
し
、
暖
房
器

(燃
料
代
を
含
む
。

)

の
使
用
料
は

1
台
に
つ
き

2
6

0
円
と
す
る
。
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正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

(2
) 

花
園
老
人
憩
の
家

 
紫
翠
荘

 

種
別

 
団
体

 
小
グ
ル
ー
プ
・
家
族
又
は
個
人

 

昼
間

 
夜
間

 
止
宿

 
昼
間

 
夜
間

 
止
宿

 

談
話
室
・

軽
作

業

室
・
娯
楽

室
・
図
書

室
 

 
 

 
1
室

 

1
時
間
当

2

2
0
円

 

1
室

 

1
時
間
当

2

7
0
円

 

1
室

 

止
宿

時
間

内
3

,1
6
0
円

 

集
会
所

 
1
室

 

1
時
間
当

1
,

2
6

0
円

 

1
室

 

1
時
間
当

1
,

3
7

0
円

 

1
室

 

止
宿
時
間

内
1

6
,8

2
0

円
 

 
 

 

 

 
注
 
団
体
と
は
、

1
0
人
以
上
の
グ
ル
ー
プ
と
す
る
。
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花園老人憩の家

「紫翠荘」 

位置図 
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kr7085
テキスト ボックス
（令和７年第１回定例会３月会議）【議案第３２号　参考資料】



議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 花園地域振興課　地域振興係

４．概要

・「金剛緑地広場」テニスコート及び「花園屋内ゲートボール場」を廃止します。

・「金剛緑地広場」野球場を、様々な活動に利用しやすいよう「多目的広場」に改め、
　使用時間及び使用料の見直しを行います。
　

（施行期日：令和７年１０月１日）

１．議案名

議案第３３号　花園野外活動総合施設設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例
制定について

２．背景・経過

　花園野外活動総合施設は、町民と都市住民との交流を図り、健康で豊かな生活の推進
を目的として設置された「新子ふるさと村」「金剛緑地広場」「花園屋内ゲートボール
場」から構成される施設です。
　各施設とも設置から相当の年数を経過しており、「金剛緑地広場」のテニスコート及
び「花園屋内ゲートボール場」については、数年来利用がなく、利用に関する問い合わ
せや要望も無い状態が続いています。

３．趣旨・目的

　施設の廃止及び公の施設使用料の見直しに伴い、所要の改正を行おうとするもので
す。
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花
園
野
外
活
動
総
合
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
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条
例

- 1
 - 

（
令
和
７
年
第
１
回
定

例
会
３
月
会
議
）

 
【
議
案
第
３
３
号
 
参

考
資
料
】

 

花
園
野

外
活

動
総
合
施

設
設

置
及

び
管
理
に
関

す
る
条
例

新
旧
対

照
表

 

改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

○
花
園
野
外
活
動
総
合
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
○
花
園
野
外
活
動
総
合
施
設
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例

 
(平

成
21

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

16
号

) 
(平

成
21

年
か
つ
ら
ぎ
町
条
例
第

16
号

) 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(名

称
及
び
位
置

) 
(名

称
及
び
位
置

) 
第

2条
 
総
合
施
設
の

名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
第

2条
 
総
合
施
設
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

 
名
称

 
位
置

 
新
子
ふ
る
さ
と
村

 
か

つ
ら
ぎ

町
大

字
花
園

新
子

96
番

地
の

1 
金
剛
緑
地
広
場

 
か

つ
ら

ぎ
町

大
字

花
園

新
子

26
6番

地

の
3 

 

名
称

 
位
置

 
新
子
ふ
る
さ
と
村

 
か

つ
ら
ぎ

町
大

字
花
園

新
子

96
番

地
の

1 
金
剛
緑
地
広
場

 
か

つ
ら

ぎ
町

大
字

花
園

新
子

26
6番

地

の
3 

花
園
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ

ー
ル
施
設

 
か

つ
ら

ぎ
町

大
字

花
園

梁
瀬

78
2番

地

の
1 

 

(施
設

) 
(施

設
) 

第
3条

 
総
合
施
設
に

次
の
施
設
を
置
く
。

 
第

3条
 
総
合
施
設
に
次
の
施
設
を
置
く
。

 
(1

) 
(略

) 
(1

) 
 (
略

) 
(2

) 
金
剛
緑
地
広
場

 
(2

) 
金
剛
緑
地

広
場

 
ア
 
ス
ポ
ー
ツ

施
設
管
理
棟
 

1棟
 

ア
 
ス
ポ
ー
ツ

施
設
管
理
棟

 
1棟

 
イ
 
便
所
棟
 

2棟
 

イ
 
便
所
棟
 

2棟
 

ウ
 
水
車
小
屋

 
1棟

 
ウ
 
水
車
小
屋

 
1棟
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

エ
 
多
目
的
広

場
 

1面
 

エ
 
野
球
場
 

1面
 

 
オ
 
テ
ニ
ス
コ

ー
ト

 
4面

 
 

(3
) 

花
園
屋
内

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
施
設

 
 

ア
 
ゲ
ー
ト
ボ

ー
ル
場

 
2面

 
 

イ
 
休
憩
所
 

1棟
 

 
ウ
 
便
所
棟
 

1棟
 

 
 

(省
 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
(使

用
料

) 
(使

用
料

) 
第

8条
 
利

用
者
は

、
別

表
に
定
め

る
額
の

使
用

料
を
町
長
に

納
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

 
第

8条
 
利

用
者
は

、
別

表
に
定
め

る
額
の

使
用

料
を
町
長
に

納
付

し
な
け

れ
ば
な

ら
な
い
。

 
2 

使
用
料
の
額

は
、
こ

の
表
に

よ
り

計
算
し
た

額
に
消
費
税
法
（

昭
和

63
年

法
律

第
10

8号
）
に
定
め
る
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
及
び
地
方
消
費
税
法
（
昭

和
25

年
法
律
第

22
6号

）
に
定
め
る
地

方
消
費
税
の
税
率
を
乗
じ
て
得
た
額
を
加

算
し

た
額
（

こ
の

額
に

1円
未

満
の
端

数
が

あ
る
と
き

は
、

こ
れ

を
切

り
捨
て
た

額
）
と
す
る
。

 

 

第
9条

 
(略

) 
第

9条
 

(略
) 

(使
用
料
の
減
免

) 
(使

用
料
の
減
免

) 
第

10
条

 
町
長
は
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る

と
き
は
、
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
使
用
料
を

減
額
し
、
又
は
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
第

10
条
 
町
長
は
、

公
益
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
料
を
減
額
し
、

又
は
免
除
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

 
 

 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
(省

 
 
 
 
 
略

) 
 

 
別
表

(第
8条

関
係

) 
別
表
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8条

関
係

) 
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改
 
正
 
後

 
改
 
正
 
前

 

花
園
野
外
活
動

総
合
施
設
使
用
料

(3
歳
未
満
無
料

) 
花
園
野
外
活
動

総
合
施
設
使
用
料

(消
費
税
含
む
。

3歳
未
満
無
料

) 
(1

) 
新
子
ふ
る
さ
と
村

 
(1

) 
新
子
ふ
る

さ
と
村

 
施

設
名

 
区
分

 
使
用
料
（
１
人
に
つ
き
）

 
宿
舎

 
宿

泊
 

1,
00

0円
 

施
設
名

 
区
分

 
利
用
料
金

 
宿
舎

 
宿
泊

 
1人

 
1,

00
0円

 
(備

品
使
用
料

) 
バ
ー
ベ
キ
ュ
ー
台

1台
 

1,
00

0円
 

(広
場
キ
ャ
ン
プ

) 
テ
ン
ト

1張
り
 

2,
00

0円
 

 

(2
) 

金
剛
緑
地
広
場

 
施
設
名

 
区
分

 
使
用
料

 
（
１
時
間
に
つ
き
）

 
夜
間
照
明

 
（
１
時
間
に
つ
き
）

 
多
目
的
広
場

 
町
内

 
1,

00
0円

 
2,

00
0円

 
町
外

 
1,

50
0円

 
2,

00
0円

 
備
考

 
１
 
利
用
時
間
は
、
利
用
の
た
め
の
準
備
及
び
利
用
後
の
復
元
の
た
め
の
時
間
を

含
む
も
の
と
す
る
。

 
２
 
１
時
間
未
満
の
利
用
は
、
１
時
間
と
す
る
。

 

(2
) 

金
剛
緑
地

広
場

 
施
設
名

 
区
分

 
利
用
料
金

 
野
球
場

 
1日

 
8,

00
0円

 
半
日
 

4,
00

0円
 

夜
間
照
明
使
用
料

1時
間
 

2,
50

0円
 

テ
ニ
ス
コ
ー
ト

 
1面

1時
間
 

1,
00

0円
 

(備
品
等
使
用
料

) 
貸
し
ラ
ケ
ッ
ト

1本
 

20
0円

 
貸
し
ボ
ー
ル

1個
 

10
0円

 
 

 
(3

) 
花
園
屋
内

ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
施
設

 
 

施
設
名

 
利
用
料
金

 
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場

 1
面

1時
間
 

1,
00

0円
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議 案 参 考 資 料 担当課（室）係

（令和７年第１回定例会３月会議） 建設課　総務係

４．概要

　都市公園の適切な管理を行うため、かつらぎ町都市公園条例の全部を改正する条例を制
定します。
 
　１．すべての都市公園を明記します。

　２．有料公園施設使用料を廃して、個別条例にて定めます。
　　　　・かつらぎ町スポーツ施設設置及び管理に関する条例

　３．園地使用料の整理
　　　　園地使用料を園地使用料（別表第４）と占用料に分類し、占用料はかつらぎ町道
　　　路占用料徴収条例別表の例により規定します。

　４．章、条項番号等の整理
　　　　条例の全部改正に伴い、章、条項番号等の整理を行います。

　

　（施行期日：令和７年１０月１日）

１．議案名

議案第３４号　かつらぎ町都市公園条例の全部を改正する条例制定について

２．背景・経過

　　現行のかつらぎ町都市公園条例は、有料公園施設以外の都市公園が表記されておら
　ず、対象となる施設が分かりにくいことから、住民の方に分かりやすくなるよう改正
　するものです。
　　また、都市公園内のスポーツ関係施設等について、個別条例で規定することにより、
　施設の管理運営を明確にします。

３．趣旨・目的

　　住民の方に分かりやすくするため、都市公園の一覧、教育委員会へ委任するスポーツ
　関係施設を明記します。また、園地使用料の整理及び条例文の章、条項番号等の整理を
　行うため、全部改正を行おうとするものです。
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